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平成１８年９月決算審査特別委員会会議録（岩滝町） 

 

招集年月日 平成１８年９月２７日 

会議時間 午前９時３０分 ～ 午後６時２４分 

招集の場所 与謝野町議会会議場 

 

１．出席委員 

       １番  野 村 生 八      １０番  赤 松 孝 一 

       ２番  畠 山 伸 枝      １１番  勢 旗   毅 

       ３番  上 山 光 正      １２番  多 田 正 成 

       ４番  廣 野 安 樹      １３番  服 部 博 和 

       ５番  小 林 庸 夫      １４番  有 吉   正 

       ６番  家 城   功      １５番  谷 口 忠 弘 

       ７番  伊 藤 幸 男      １６番  森 本 敏 軌 

       ８番  浪 江 郁 雄      １７番  今 田 博 文 

       ９番  井 田 義 之      １８番  糸 井 満 雄 

 

２．欠席委員 

      （なし） 

 

３．職務のため議場に出席した者 

      議会事務局長    森下 文夫    書 記    植松 ひろ子 

 

４．説明のため出席した者 

      町 長    太田 貴美    代表監査委員    足立 正人 

      助 役    堀口 卓也    教 育 長    垣中  均 

      総 務 課 長    大下  修    商工観光課長    小室 光秀 

      岩滝地域振興課長    小林 哲也    下水道課課長補佐    城崎 敏一 

      住民環境課長    藤原 清隆    岩滝地域振興課主事    井戸本大輔 

      農林課主幹    大江 孝造    下水道課長    芋田 政志 

      教育委員会主幹    四宮 功雄 

      商工観光課長    太田  明 

      建 設 課 長    坂本 典男 
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５．議事日程 

  日程第 １ 議案第１２９号 平成１７年度岩滝町一般質問歳入歳出決算について 

  日程第 ２ 議案第１３０号 平成１７年度岩滝町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

  日程第 ３ 議案第１３１号 平成１７年度岩滝町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算について 

  日程第 ４ 議案第１３２号 平成１７年度岩滝町老人保健特別会計歳入歳出決算について 

  日程第 ５ 議案第１３３号 平成１７年度岩滝町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

  日程第 ６ 議案第１３４号 平成１７年度岩滝町下水道事業特別会計歳入歳出決算について 

  日程第 ７ 議案第１３５号 平成１７年度岩滝町石田土地区画整備状況特別会計歳入歳出決算につ

いて 

  日程第 ８ 議案第１３６号 平成１７年度岩滝町水道事業会計決算について 
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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

委 員 長（赤松孝一） 皆さん、おはようございます。 

  きのうに引き続きまして、決算特別委員会を開会いたしましたところ、議員の皆さん全員出席

でございました。ありがとうございます。大変お疲れと思いますが、きょうも１日よろしくご審

議のほどお願いをいたします。 

また、垣中教育長は、午前中公務のため午後より出席されますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

  それでは、ただいまの出席委員は、１８人であります。 

  定足数に達していますので、委員会を開会いたします。 

  本日の委員会は、お手元に配付しております審議日程に従い進めていきますので、よろしくお

願いいたします。 

  きのうと同じように、質疑に入りますまでに１時間程度、決算概要について説明をお願いいた

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

  なお、議員の皆さんを指名しますときには、本会議でございませんので、何番という番号は省

略をさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 

  また、職員の皆さんには、本会議でございませんので、番外ではなしに委員長という形でよろ

しくお願いをいたします。 

  それでは早速ですが、担当の職員より質疑を大方１時間でよろしくお願いいたします。 

大下課長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、旧岩滝町の決算審査ということで、１日よろしくお願いいたします。 

  決算の概要につきましては、既に町長の方が提案説明で申し上げておりますので、早速、款別

の中身に入らさせていただきたいと思います。 

  総務課の関係でございますが、主に総務費と消防費ということでございます。 

  早速でございます、６８ページ、６９ページをお開きください。ここから総務費が始まってお

りますけれども、まず一般管理費の報酬で非常職員報酬ということで３０３万９，４００円を計

上いたしております。これは１６年度末をもって退職した職員を雇用いたしまして、３町の合併

協議会の事務局の方へ派遣をしておりました１名分の報酬でございます。そのほか特別職と一般

職の給与等を計上をいたしております。 

  ７０ページ、７１ページをお開きください。これらにつきましても通常の事務の経費でござい

ます。 

  １２、役務費の右の説明欄中段に総合賠償補償保険というのがございます。これは３町とも入

っておられるというふうなことでございますし、その上の行政嘱託員団体傷害保険といいますの

は、労災に加入できない事務職の臨時さんの保険ということでございます。３名分でございます。 

  それから、７２ページ、７３ページをお開きください。文書広報費につきましては、１１、需

用費の印刷製本費２６３万６，９７９円でございますが、広報の発行を行っておりまして、４月

から１月までの分、８月はちょっと休ませていただきました。９回分１０７万１，０００円と、

それから条例の加除の分１５２万４，０００円などでございます。 
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  次に、７４ページ、７５ページ、財産管理費でございますが、これも政策的なものはございま

せんでして、通常の公用財産、普通財産等の維持管理の経費でございます。庁舎の関係の経費も

ここに入っております。 

  続きまして、７６ページ、７７ページでございます。企画費でございますが、１７年度は特に

企画をして行事をしたということはございません。一番額が多いのは、１９の負担金補助及び交

付金で、６０５万２，０００円となっておりますけども、内容につきましては、広域圏の負担金

と次のページ７９ページにあります合併協議会の負担金３２０万円が主なものでございます。 

  それから、７８、７９ページ、電子計算費、それから次のページ８０、８１ページに地域情報

化費というのがございます。最初の電子計算費につきましては、庁舎内の事務といいますか、戸

籍、それから財務会計等の庁舎内の事務に係る経費で、委託料、それから使用料及び賃借料でご

ざいまして、８０ページ、８１ページの地域情報化費につきましては、いわゆる地域イントラに

係る経費でございまして、主なものは委託料、それから使用料等でございます。 

  それから、１１、諸費が次のページにかけてあるわけですけれども、８１ページの報償費に記

念品等ということで１，８２４万９，０００円執行をしております。これにつきましては、閉町

記念行事事業ということでございまして、閉町式関係の事業費、総額では１，９６３万円を使用

いたしておりますけれども、そのうち記念品等ということでございまして、各戸配布で閉町の記

念品を配布をさせていただきました。これにつきましては、災害時の非常持ち出しセットという

ことで、１個当たり８，４００円の分を２，１５０世帯に配布をいたしまして、決算額は

１，８０６万円でございます。これが主なものでございます。 

  それから、８２、８３ページにかけましても閉町関係の事業がありまして、需用費の印刷製本

費では町のあゆみ等を発行いたしました４９万３，０００円が含まれております。 

  それから、戻っていただきまして、食糧費９９万４，０００円のうちには、閉町式で６０万

６，０００円を使用させていただいております。 

  次に、負担金補助及び交付金でございますが、中段に罹災者給付基金造成負担金１，０００万

円いうのがございます。旧岩滝町では、町が罹災者給付基金を持っておりまして、それを原資に、

罹災があった場合、給付をしておったわけですけれども、合併協議会で廃止をするということに

なりまして、区長会からの強い要望がございまして、引き続き区長会の方でその制度を運用する

ということに決めまして、区長会の方に造成負担金ということで１，０００万円を負担をいたし

ました。今後は、区長会の方がこの１，０００万円と、それから各区からの拠出金をもって運用

をされます。 

  それから下の方、合併準備費でございます。当町が本庁舎ということになりましたので、それ

らの経費を補正で計上いたしておりまして、予算額は６億３，９４５万８，０００円ということ

でございますけれども、不用額が５億１，６８１万９，１４６円ということでございます。 

それで、不用額の内訳といいますか、話なんですけれども、次の８４、８５ページをごらんく

ださい。一番上の委託料でございます。これは本庁舎になったということで、電算の統合経費等

も本庁で受け持つということになりまして、そこの部分が１億３，０００万円繰り越しといいま

すか、不用額といいますか、新町へ送られております。 

それから、工事請負費３億２，０００万円余りの不用額になっております。これは庁舎改修が
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２月末までにできたわけですが、支払いが３月以降ということで、そこの分を繰り越しになって

おります。 

備品購入費の不用額につきましても、行政情報システムの統合の関係の繰り越しでございます。 

それから同じく、負担金で４，０００万円ございますが、これも情報関係の財務会計関係が、

整備はできましたが、支払いが繰り越しになったというものでございます。 

それから次に、選挙、統計等ございますが、飛ばさせていただきます。 

次に、１７０ページ、１７１ページをお開きください。消防関係でございます。常備消防はど

の町とも同じ率で負担しておりますので、飛ばさせていただきます。 

非常備消防費でございます。これは消防団員の活動費でございます。消防団員７０名でござい

まして、それらの方々の活動費でございますが、１１、需用費の食糧費１０１万７，８６４円を

支出しておりますが、この中には閉団式の経費４３万５，４２５円を含んでおります。 

それから、一番下の備品購入費で、防火服、団員の防火服でございます、７０着。 

それから次の１７４ページ、１７５ページでは小型動力ポンプを１台整備をいたしました。 

消防施設費でございますが、工事請負費、消火栓新設工事３基分でございます。 

それから、１７６ページ、１７７ページに災害対策費がございます。ここでは防災倉庫を新築

をいたしておりまして、委託料で５７万２，２５０円で、防災倉庫の設計管理、それから工事請

負費で３，５００万円余り、それから備品購入費で防災倉庫の備品１１４万７，６８８円という

ことで、防災倉庫にかかります事業費は、３，６７９万９，１０４円いうふうになっております。 

残りは後ろの方で公債費というのがございますが、公債費は３月支払いが主でございますので、

説明は省略をさせていただきます。 

それから、歳入の方でございますが、譲与税、それから交付税につきましては、３月が確定と

いうことで省略をさせていただきますが、５２ページ、５３ページをお開きください。ここの一

番下に基金繰入金で財政調整基金からの繰り入れ４億７，３３６万６，０００円ということで、

他の２町よりも多額の繰り入れをしております。 

内訳でございますが、当初で財源不足ということで、１億３，０００万円を繰り入れを行いま

した。それから、６月、９月、１０月で１億９，３３６万６，０００円を繰り入れをしておりま

す。これにつきましては、先ほど歳出の方で申し上げました合併関連の電算統合の関係の経費、

それから庁舎改修の持ち出し分といいますか、一般財源分、それから各庁内を工事をいたしまし

た工事費などの繰り入れでございます。それから、２月に１億５，０００万円繰り入れを行いま

した。これは財政調整基金で持っておってもよかったんですけども、この１億５，０００万円を

温泉活用基金の方に振りかえたということで、１億５，０００万円を繰り入れをしております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 次、小林課長。 

小林課長 おはようございます。旧町でいいます町民課と保健福祉課の所掌に関しまして、ご説明を申し

上げたいというふうに思います。主に民生費と衛生費でございます。特徴的な部分のみご説明を

させていただきたいというふうに思います。 

  歳出の方からご説明申し上げます。 

  ページでいきますと、９８、９９ページでございます。９９ページの民生費でございますが、
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１９節の負担金補助及び交付金につきましてでございます。備考欄の下から２段目に遺族会補助

金というのがございます。遺族会補助金には、定額補助として８万円させていただいております。 

  めくっていただきまして、１００ページ、１０１ページでございます。１０１ページの２０節

の扶助費でございます。弔慰金で１８万円支出をしております。これにつきましては、町民の方

が亡くなられた場合、町から弔意をあらわすということで、３，０００円持参しております。 

  その下、２１節貸付金でございますが、５７万円計上させていただいております。この内訳で

ございます。３０万円につきましては、母子寡婦福祉会連合会への貸しつけでございます。また、

残り２７万円につきましては、暮らしの資金の貸しつけでございまして、３名の方に行っており

ます。 

  めくっていただきまして、１０２、１０３ページでございます。１０３ページの１９節の負補

交でございます。備考欄で身障福祉厚生会補助金がございます。これは１０万円の定額補助を行

っております。 

  ２０節の扶助費でございますが、備考欄の一番下、身体障害者等年金がございます。３１７万

１，３９０円でございます。これにつきましては、身体障害者手帳をお持ちの方、１級から６級

の方で、身体障害者による公的年金等を受けておられない方ということで、２５１名の方に給付

金を払っております。 

  同ページの３目の老人福祉費でございますが、８節の報償費から１３節の委託料までで敬老会

の経費を計上させていただいております。１７年度につきましては、５月２９日にふれあいセン

ターで対象者９８７名中２４５名の出席を得ました。出席率は２４．８％でございます。なお、

支出の総額は８７万円でございます。 

  めくっていただきまして、１０４、１０５ページでございます。２０節の扶助費でございます。

備考欄の中間に家族介護慰労金というのがございます。これにつきましては、他２町につきまし

ても同制度をお持ちでございますが、岩滝町の場合は、該当者１人５万円ということで、４４名

の方に支払いをさせていただいております。なお、この金額につきましては、算定が７月と２月

ということでありますので、この分は７月のみということで、２月分は若干またふえるというこ

ともあろうかと思います。 

  飛びまして、１０８ページ、１０９ページでございます。６目の人権啓発費におきましては、

１２月の人権週間に人権講演会を開催させていただきました。１２月８日、ふれあいセンターで

参加者１０４名を得ております。支出総額は２８万２，０００円でございます。 

  １１０、１１１ページでございます。２目の児童福祉施設費におきましては、岩滝保育所児童

１４０名と児童館の運営費を計上させていただいております。この児童館につきましては、日平

均３０人を超える子どもさんたちが集まっていただいておる状況でございます。 

  少し飛びまして、１１８ページ、１１９ページでございます。１１８ページ、１１９ページの

１４節使用料及び賃借料でございます。下段にクアハウス岩滝使用料１４２万２，０００円を計

上させていただいております。これにつきましては、町民の方に無料入館券を年度当初配布いた

しまして、その使用によりましてクアハウスから請求を受け、支払いをするというものでござい

ます。ただ、ここに計上させていただいてます分は社会保険加入者分でございます。その他国民

健康保険にご加入の場合は、国民健康保険の特別会計の方で支出をさせていただいております。



－77－ 

なお、１７年度の回収率は６４．５％でございます。 

１２０ページ、１２１ページでございます。１９節の負担金補助及び交付金でございます。環

境整備補助金５９万１，７１５円を計上させていただいております。これにつきましては、下水

路の新設改良におきまして、個人の改良におきまして、受益戸数３戸以上に町査定額の２分の１、

２０万円を限度として補助するというものでございます。この５９万１，０００円につきまして

は、３軒分ということになっております。 

また飛ぶわけでございますが、１２６ページ、１２７ページ、１９節の負補交でございます。

備考欄の中間当たりにごみ収納施設整備費補助金がございます。これにつきましては３分の２以

内で限度額２万円ということで、３件お支払いをいたしております。 

また、その下の生ごみ処理容器設置事業補助金につきましては７０万７００円でございます。

１世帯１基ということで、２分の１以内、限度３万円で２４軒、補助をさせていただいておると

いうものでございます。 

以上、町民課、保健福祉課が所掌します決算関係の説明とさせていただきますが、特会の方を

引き続き説明させていただきます。 

議案第１３０号の岩滝町国民健康保険特別会計決算書でございます。 

歳出からご説明させていただきたいと思います。 

２５６ページ、２５７ページをお開きいただきたいというふうに思います。２５６ページの

２款の保険給付費でございます。その中で１目の一般被保険者療養給付費でございますが、これ

につきましては、１７年末の比較となりますが、対前年度と比較しまして２．９％の減というこ

とになっております。岩滝町の国民健康保険の特徴としましては、過去１０年前ぐらいまでは大

変、医療費が高い、そして国保税が高いということで、京都府下内でも本当に上位のランクにな

っておりました。ところが、平成１１年度を境としまして、徐々に医療費が下がりつつあるとい

うことで、国保事業会計としては大変喜ばしいことなんですが、こういう状況はちょっと近辺に

はない状況かなというふうに思っております。 

下の２目の退職被保険者等療養給付費、これにつきましても年度末の比較でございますが、

１０．８％の増でございます。これは対象者の増というものでございます。 

２５８ページ、２５９ページをお開きいただきたいというふうに思います。２項の高額療養費、

１目の一般被保険者の高額療養費でございます。これにつきましても、対前年度と比較しまして

１６．３％の減ということになっております。 

また、その下の退職被保険者の分につきましても、１３．６％の減ということになっておりま

す。 

めくっていただきまして、２６４ページ、２６５ページでございます。１項の介護給付金でご

ざいますが、これにつきましては９．４％の増ということになっております。 

また、５款の共同事業拠出金につきまして、医療拠出金分につきましては３．９％の増という

ことになっております。 

また、６款の保健事業費でございますが、全体的には７．３％の増ということになっておりま

す。 

めくっていただきまして、２６６、２６７ページでございます。１目の保健衛生復旧費につき
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まして、ここでは国保総合健康づくり支援事業ということで、国庫補助対象が１４事業含まれて

おりまして、年度末の支出済額では３７０万円の支出をさせていただいております。 

この目の中には、上記のほかにクアハウス岩滝無料入館券が配布と医療費の通知事業、また無

受診世帯の表彰、全世帯に配布します国保のパンフレット等ございます。 

２６８ページ、２６９ページでございます。７款の基金積立金でございますが、２月末の基金

残高は１億３，８９７万１，０００円でございます。 

以上で歳出を終わりまして、歳入の方のご説明を申し上げたいというふうに思います。 

２３８ページ、２３９ページでございます。１款の国民健康保険税、収納率でございますが、

一応、２月末では７０．４％でございますが、１７年度末では７７．８％ということになってお

ります。 

一番上部の右から２番目の不納欠損額３３６万８０円を計上させていただいております。これ

につきましては、地方税法による滞納処分の停止を行いまして、３年が経過したというものでご

ざいます。件数でいきますと１５件でございます。 

下側、１目の一般被保険者国民健康保険税でございますが、年度末のみ申し上げますが、

７６．７％でございます。 

また、２目退職被保険者等国民健康保険税につきましては、８７．７％の収納率でございます。 

めくっていただきまして、２４０ページ、２４１ページでございます。３款の国庫支出金、

２目の療養給付費等負担金でございます。 

１節の現年度分、これまた年度末で申しわけないんですが、１７．７％の減ということになっ

ております。これにつきましては、制度改正で定率４０％国庫負担が３６％になったため減額と

なったものでございます。この残りの４％につきましては、府の方から支出されるというもので

ございます。 

２４２、２４３ページでございます。４款の療養給付費交付金の現年度分でございますが、対

前年度と比較しまして１５．３％の増ということになっております。 

また、５款の府支出金につきましては、この収入済額につきましては少額となっておりますが、

１７年度末におきましては２，９８１万５，０００円余り歳入を得ております。これは先ほど申

し上げました、国の負担が減った分、府が支出するということになって増額となったものでござ

います。 

２４４ページ、２４５ページでございますが、７款の共同事業交付金につきましては、

２８．６％の減ということになっております。 

２４６ページ、２４７ページ、９款の繰入金、２項の基金繰入金でございます。１７年度につ

きましては３，５００万円を繰り入れております。ちなみに、１６年度は３，０００万円、

１５年度は２，０００万円でございました。 

以上、国民健康保険特別会計の概要と町負担分を申し上げました。 

  続きまして、議案第１３２号、老人保健特別会計決算についてご説明申し上げたいというふう

に思います。 

  歳出からご説明を申し上げます。 

  ３０５ページ、３０６ページをお開きいただきたいというふうに思います。老人保健医療給付
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の対象者でございますが、これまでから議会の中でご説明等あったように思うんですが、対象者

が一定期間ふえないと。１９年１０月までふえないということで、対象者は減員となっておりま

す。本年２月１日を前年と比較しますと、３５人と減っております。したがいまして、

１，０５８人の対象者ということになっております。 

同ページの１目の医療給付費でございますが、対象者が減ということもありまして、年度末で

比較しますと１４．５％の減ということになっておりますし、また２目の医療支給費におきまし

ても、３５％の減ということになっております。 

高額療養費につきましては、４６．４％の増額ということになっております。 

３０７ページ、３０８ページでございますが、上の方、１目の償還金で２２万８，５６４円計

上させていただいておりますが、前年度分の精算ということで、支払基金と府にお返しをしたと

いうものでございます。 

また、３款の前年度繰上充用金につきましては、１６年度の決算不足金のものでございます。 

続きまして、歳入の方をご説明申し上げたいというふうに思います。 

２９９ページ、３００ページでございます。１款の支払基金交付金でございますが、現年度分

で年度末で１７．５％の減ということになっております。歳出の方が減っておりますので、この

部分につきましても減額となるものでございます。 

２款の国庫支出金、１目の医療費負担金でございますが、現年度分におきましては４．９％の

増ということになっております。 

めくっていただきまして、３０１、３０２ページでございます。１項の府負担金でございます。

２．７％の増ということになっております。 

４款の繰入金につきましては、３．５％の増ということになっております。 

以上、非常に簡単ですが、老人保健特別会計の決算の概要説明ということにさせていただきた

いと思います。 

続きまして、議案第１３３号、介護保険特別会計決算書につきましてご説明申し上げます。 

歳出からご説明申し上げたいというふうに思います。 

３２９ページ、３３０ページでございます。１款の総務費、８節の報償費でございますが、こ

の委員等謝礼につきましては、通常、介護保険の運営協議会の委員さんの謝礼ということで、

１回３，０００円をお支払いをしてきておりましたが、合併に伴いまして、また新町の介護保険

事業計画策定委員会の設置ということもありまして、ここで委員さん方の報酬を計上させていた

だいております。 

３３１、３３２ページでございます。１目の賦課徴収費の１３節の委託料で徴収委託料７万

１，９１０円を計上させていただいております。これにつきましては、岩滝町は今日まで口座振

替制度というのも設けておりませんでした。したがいまして、普通徴収分につきましては、この

徴収員１名にお願いして徴収に回っていただいているというものでございます。 

３３３、３３４ページでございます。２款の保険給付費でございますが、３．６９％の増でご

ざいます。この部分につきましても、１７年度末とご理解をいただきたいというふうに思います。 

１目居宅介護サービス給付費につきましては、７．４２％の増でございます。 

また、３目の施設介護サービス給付費につきましては、２．５５％の減でございます。 
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めくっていただきまして、３３５、３３６ページでございます。２項の支援サービス等諸費に

つきましては、１７年度末の比較ですが、１５．４４％の増ということになっております。 

歳入でございます。３１９ページ、３２０ページをお開きいただきたいというふうに思います。 

１款の保険料でございます。収納率は１７年２月末で７．４６％、１７年度末で８７．８２％

ということになっております。 

２節の現年度分普通徴収保険料でございますが、２月末でございますが、５６．２４％の徴収

率で、１７年度末が６７．９５％ということになっております。この２月末の徴収率につきまし

ては、監査委員さんの方から、当町は非常に徴収率が低いというご指摘をいただいております。

この原因につきましてでございますが、先ほど歳出の方で申し上げましたとおり、岩滝町の場合

は、普通徴収の方につきましては、徴収員さんにお願いして徴収に回っていただいておりました。

この徴収員さんも、水道料もあわせて回っていただいていたのでございます。当保健福祉課とし

ましては、今回、回っていただいた後の事務処理、または追跡調査等行わなければならないので

ございますが、私の指導、管理、監督の不行き届きによりまして、このようなことになったもの

でございます。深くおわびを申し上げる次第でございます。 

なお、１８年度に入りましてから、町長の命を受けまして、岩滝の地域振興課の方でこの部分

の徴収事務に入っております。９月１５日現在でございますが、１８年度へ繰り越した滞納繰越

額でございますが、７４３万３，３００円、３５５人の方でございます。８月７日から徴収に入

りまして、９月１５日現在まで納付いただいた額が１６２万３，０００円、完納者７０人となっ

ております。収納率は２１．８％でございます。したがいまして、１５日現在では２８５名の方、

金額にして５８１万３００円の残ということになるものでございます。今後とも地域振興課挙げ

まして徴収事務に当たりたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

歳入の方につきましては以上でございます。 

どうかよろしくご審議を賜りまして、ご承認いただきますよう、お願い申し上げます。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 それでは続きまして、旧岩滝町の産業課の所管分、労働費、農林水産業費、それから商工費の

一部、それから災害復旧費の一部の決算につきましてご説明を申し上げます。 

  まず、歳出につきましてご説明を申し上げます。 

  １２７ページをお開きください。 

５款労働費、１目労働諸費、７節賃金１４９万１，７３１円で、臨時雇用人賃金でございます。

平成１１年度から町単費の雇用対策事業として実施しておりまして、雇用実人員１３人、延べ実

人員２３０人となっております。 

次に、１３５ページをお開きください。６款農林水産業費、４目農地費、１５節工事請負費

６６０万４，５００円は農道石原線等舗装工事で、男山地区の農道４路線９５４．６メートルに

ついてアスファルト舗装を実施しております。 

次に、１３６ページをお開きください。２項林業費、１目林業振興費、１５節工事請負費で、

男山地区の下谷林道改良工事１，２０３万５，０００円につきましては、平成１６年度からの繰

越分でございます。総延長３，１４０メートルにつきまして、平成１６年度に着工いたしまして

平成１８年度に完成予定でございます。 
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次の下谷林道舗装工事は５４９万８，８５０円で、昨年度改良しました８４０メートルのうち

５９１メートルにつきまして、京都府の単費事業でアスファルト舗装を実施しております。 

次に、１９節の負担金補助及び交付金ですが、２段目の丹後縦貫林道維持管理費負担金が

６１万５，０００円でございます。丹後縦貫林道の２路線、大内線と成相線でございますが、こ

れにつきまして、京丹後市と旧岩滝町が２年交代で管理をしておりますが、平成１６年度から平

成１７年度は、京丹後市の管理で、林道の延長割合で岩滝町が負担しております。 

次に、１３９ページをお開きください。３項水産業費、１目水産業総務費、１９節負担金補助

及び交付金のうちふるさと海づくり大会実行委員会負担金は１７万円で、平成１２年に旧網野町

で開催をされました全国豊かな海づくり大会を契機に平成１３年度から開催され、平成１３年度

につきましては旧網野町で開催されております。 

次に、１４３ページをお開きください。７款商工費、２目商工業振興費、１９節負担金補助及

び交付金で、中段より少し上の商工会補助金が前年度より１１０万円減の９９０万円でございま

す。 

次に、２段下の産業振興補助金でございますけども、新商品開発事業補助金が３件で２３万

４２１円、商工会の特別イルミネーション事業が２０万８，６００円でございます。 

次に、２段下の平成１２年度から始めました不況対策の緊急支援融資利子補給金が、１３８件

で９５０万６，３１３円でございます。 

次に、不況対策緊急支援融資保証料補給金ですが、４５件の８７２万６，３１０円で、融資額

によりまして５０％から７０％の補給をしております。 

次に、２１節貸付金は、指定金融機関への融資準備金でございまして、平成１７年度の融資実

績は不況対策緊急支援融資で４５件、３億４，３３７万６，０００円でございます。 

次に、１４５ページをお開きください。４目観光費、１３節委託料のまちなか快適観光トイレ

整備工事設計業務委託料４４万９，４００円、１５節の工事請負費の商工会館前公衆便所等解体

工事５５万６，５００円は、岩滝町商工会館前の駐車場の拡幅及びトイレの改築に伴うものでご

ざいます。工事費につきましては、与謝野町で執行をしております。 

次に、１４７ページをお開きください。１９節負担金補助及び交付金の天の橋立岩滝温泉祭り

実行委員会交付金は、前年度より約２５０万円減の３００万円で、平成４年度に開催して以来、

１４回目となっております。 

次に、１５１ページをお開きください。７目大内峠自然公園施設費、１３節大内峠一字観公園

委託料５０９万５，０００円は、大内峠一字観公園管理運営委員会への委託料でございます。 

次に、ずっと飛んでいただきまして、２０７ページをお開きください。１１款災害復旧費、

２目林業施設災害復旧費、１５節工事請負費３，１４３万２，２００円で、平成１６年の台風

２３号に伴いまして、林道４路線の災害復旧工事を行ったものでございます。３路線につきまし

ては前渡し金のみの支払いでございまして、精算につきましては与謝野町で支払いをさせていた

だいております。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。 

３１ページをお開きください。１３款使用料及び手数料、３目商工使用料、４節大内峠自然公

園使用料は、昨年度より約４２万円減の５３１万５，４００円でございます。 
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次に、４３ページをお開きください。１５款府支出金、４目農林水産業費府補助金、２節林業

費補助金の森林管理道開設事業補助金１，２４２万円でございますけども、平成１６年度の下谷

林道改良事業のうち平成１７年度に繰り越ししました分の補助金を受け入れたものでございます。 

次に、５９ページをお開きください。２０款諸収入、３目商工費貸付金元利収入、１節中小企

業者資金融資貸付金元利収入で、中小企業者融資貸付金返還金、････融資の分ですが、８０万円、

不況対策緊急支援融資貸付金返還金１億円でございます。それぞれ年度当初に指定金融機関に融

資準備金として預託したものを２月末に返還を受けたものでございます。 

以上で、旧岩滝町産業課分の決算説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 それでは、ただいま藤原課長の方からございました部分の中で商工振興費、目でございます

５目、６目、いわゆる温泉活用事業につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

  クアハウス岩滝の事業で決算でございます。旧岩滝町におきましては、温泉課という形でこの

事業を所管しておりましたけれども、現在、当時の課長は退職しております。また、１７年度に

在職しておりましたクアハウス支配人も現在不在ということでございまして、新町におきまして

所管をしております商工観光課の方で説明をさせていただきたいというふうに思います。 

なお、この説明に当たりましては、委員長の許可を得まして、現在このような状況でございま

すので、クアハウスの担当を決めております。現場と商工観光課というふうに分かれておるわけ

ですが、商工観光課の方で担当しております小室主査も同席させておりますので、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。 

  それでは、歳入から説明をさせていただきます。 

  ３０ページをお開きください。クアハウスの収入関係でございます。クアハウスの収入は、

２節温泉スタンドも含めての収入でございまして、温泉スタンド使用料が３７万８，０００円、

クアハウス岩滝使用料は６，９０１万９，０００円、それから４８ページの財産貸付収入、これ

はクアハウス岩滝一部貸付料ということで、１１４万９，０００円を計上しております。 

また、利子及び配当金のうち天橋立岩滝温泉活用基金預金利子ということで、金額的には

４４２円、それから５４ページでございますが、同じく基金繰入金を３１５万７，０００円計上

しております。 

  それから、６０ページから６３ページにかけての雑入でございまして、項目がたくさんあるわ

けですが、すべて足しますと１，００３万８，０００円ということでございまして、その部分が

１７年度の岩滝クアハウスにかかります収入源でございます。 

  ちなみに、先ほど申し上げましたクアハウス岩滝一部貸付金につきましては、ご説明もさせて

いただいた経過がありますが、３階にありますレストランの直営部分を委託といいますか、貸し

つけということで、民間に貸しつけを行っているものでございまして、その家賃収入を掲げてお

りまして、７月からの収入ということで、７月貸しつけ、翌月からの貸付料ということでご報告

を申し上げておきいたというふうに思います。 

  続きまして、歳出の方の説明に入りたいと思います。 

  １４６ページをお開き願いたいと思います。５目温泉活用地域づくり事業費の支出済額は３万

４，０００円でございます。特に申し上げることはございません。 
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  続きまして、６目温泉活用施設費の支出済額２億５，５３１万１，０００円の計上をさせてい

ただいております。 

  １節の報償費からでございますが、これにつきましては、報償費を含め、また人件費を含めま

して特に申し上げることはございません。 

  １４９ページをお開き願いたいと思います。１１節需用費でございますが、３，９１２万

３，０００円を支出しております。大きな金額でございますが、消耗品２９５万６，０００円。

主な支出は薬剤、それからトイレ関係の備品、用品、それから事務用品ということでございます。 

それから燃料、これも大きな金額でございますが、５３６万７，０００円。主なものはプール

を沸かします重油代、これが５１０万５，０００円が主な大きなものでございます。 

また、光熱水費、これもかなり大きな金額でございますが、２，３８６万６，０００円のうち

主なものにつきましては、電気料が１，２４２万円、水道料が３３１万８，０００円、下水道が

８１２万９，０００円ということで、大きな金額になっております。 

それから、修繕料２７７万９，０００円の主なものでございますが、トイレの便座の取りかえ、

ご承知かと思いますが、ハコムシというものがございますが、そこの内部の板の張りかえ、それ

からクアハウス全体の屋根融雪工事です。修繕です。それから、女子更衣室の空調整備等を行っ

ているものでございます。 

賄い費の４１２万６，０００円、その内容につきましては、販売を行っておりまして、販売物

品ですが、これの仕入れということで１６４万２，０００円。それから入浴品も販売しておりま

すので、それの仕入れ１２１万２，０００円。それから先ほど触れましたけども、７月までに直

営で運営しておりましたレストランの食材費、それが１２７万２，０００円、この中に含まれて

おります。 

それから、１２節役務費につきましては１７６万５，０００円でございますが、検査料が

５６万４，０００円ということで、これはプールの水質検査、それから洗濯部分、タオル等の手

数料が主なものでございます。 

１３節の委託料でございますが、７０８万４，０００円を支出しております。これはプール等

の館内清掃委託料が３０７万８，０００円ありますが、主なものは、先ほど言いました清掃にか

かります部分がすべてでございまして、あと保守点検委託料、ボイラー等でございますが、

１３２万４，０００円ということで計上させていただいております。 

それから、クアハウスの経営指導委託料６９万３，０００円上げさせていただいておりますが、

実は１７年度よりクアハウスの経営診断を行っていただくということで、経営診断のアドバイス

を受けるための経営アドバイザーの診断士に係る委託料をここに掲げさせていただいているもの

でございます。そういった中で、７月に３階のレストラン直営を委託といいますか、賃貸借に変

えたということにつきましても、一応、診断士のアドバイス等を受け、運営委員会等で協議した

結果のものでございます。 

１５１ページをお開きください。１４節使賃でございますけど、７４９万２，０００円。主な

ものとしましては、リネン用品の借り上げ、これが４３９万１，０００円、それから土地の借り

上げ７９万２，０００円、これは誘客看板は、クアハウスの関係でいろんなところに立っている

かと思いますけれども、それにかかります賃貸料といいますか、借地料でございます。 
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それから、１５節でございますが、工事請負費２２４万円を支出しております。これは温泉給

湯温度調整の装置にかかります工事が４９３万５，０００円、それから絨毯の張りかえ３６７万

５，０００円となっております。 

それから、２５節積立金でございますが、１７年度におきまして１億５，４４２円でございま

すが、１億５，０００万円の積み立てとそれから利子分４４２円を積み立てております。 

以上がクアハウスにかかります決算内容でございますけれども、３月分もございますので、全

体的な数字をバランスシート的に年度であらわしてみますと、歳入で８，８４４万７，０００円、

歳出が１億１，７０１万５，０００円ということで、２，８５６万８，０００円が歳入欠陥が生

じているという結果になっております。 

後先になりましたけども、クアハウスの利用状況を申し上げておきますと、１７年度におきま

しては、来場者数３万３，６１２人でございまして、前年対比で１０１．１％伸びがあるという

ことでございますが、しかしながら、利用料を見てみますとちょっと厳しいものがございまして、

前年対比で１，３３６万２，０００円の減ということになっております。比率でいきますと

８５．４％ということで、非常に厳しい状況になっているということでございます。 

以上で報告とさせていただきます。 

委 員 長（赤松孝一） ここで４０分まで暫時休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時３１分） 

（再開 午後１０時４０分） 

委 員 長（赤松孝一） それでは、休憩を閉じまして、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

太田課長。 

太田課長 すみません、先ほど説明させていただきました中で一つ数字の訂正をお願いしたいと思います。 

  最後の最後に申し上げましたクアハウス岩滝の来場者数を３万３，６１２というふうに申し上

げましたが、これは一部の部分でございまして、全体を見ますと１４万２，６４４人ということ

で、まことに申しわけございませんが、訂正をお願いしたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 坂本課長。 

坂本課長 それでは、私の方から土木費についてご説明を申し上げます。 

  建設課関係以外の部分についてもちょっと担当しておりました部分がありますので、それらも

含めて説明をさせていただきます。 

  それでは、歳出の１１４、１１５ページをごらんください。 

中段の１９節負補交でございます。備考欄に地域再建再生住宅等支援補助金とございますが、

これにつきましては、台風２３号に伴います住宅の家屋の被災者の支援補助金でございます。

３９軒分でございます。ちなみに、平成１６年度は２５軒で、合計６４軒、これで旧岩滝町分に

おいてはすべて完了でございます。中身といたしましては、府の補助金が４分の２、町の補助金

が４分の１、被災者が４分の１を持つというものでございます。 

次へ行かせていただきます。１２０ページ、１２１ページをごらんください。中段に工事請負

費、説明欄で配水路整備工事とございますが、京都府の未来づくり交付金２分の１の補助を受け

て整備を進めております。路線数としては７路線でございまして、事業一部、完了等してないと

ころがございますので、不用額等という形で金額が上がってございます。 
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それでは、土木費に入らせていただきます。１５２、１５３ページからでございます。 

１５６、１５７ページをごらんください。この中で中段、１１節需用費で備考の光熱水費でご

ざいますが、２６２万６，１６５円と上がっております。これは２月までのことでして、総額で

はもう少し変わりますが、ここの部分が旧岩滝町の街灯の部分に係る照明灯の光熱水費でござい

ます。本数的には１，０７７本でございます。 

それから、１５８、１５９ページをごらんください。上から２行目の１３節委託料、それから

１４節の使用料及び賃借料ということで、除雪作業の委託料並びに除雪機械等の借上料というこ

とで計上させていただいております。ちなみに、これは１月分までの除雪に対する除雪経費でご

ざいます。 

それから、中段の道路新設改良費の１５節工事請負費で、備考欄の一番下、３行目ですけど、

川裾支援道路改良工事で２５７万４，６００円を計上させていただいておりますが、これにつき

ましては、旧岩滝町におきましては、私道を舗装されるときに町が協力して整備をするという格

好、ちなみに事業費の３０％を持つというものでございます。これは歳入のときにまた説明を申

し上げたいと思いますが、負担金をもらってする工事でございます。 

それから、１６０、１６１ページをごらんください。一番上の１５節工事請負費、備考欄の

２行目でございますが、山手線法面整備工事ということで、これにつきましては平成１８年度で

も議案審議をお願いしました部分でございまして、これは現在完成をしている部分でございます。

ちなみに法枠工で、法枠の面積が３，１５３平米でございます。 

それから同じく、その備考欄の一番下、商工会館の前、駐車場広場拡張整備工事ということと、

それからその下、１７節の公有財産購入費ということで、用地買収費を計上させていただいてお

ります。ちなみに、これは岩滝の商工会館の前の駐車場の拡張ということで、バスレーンとそれ

から駐車場を広げる工事であります。現在の駐車場の面積が８００平米でございます。 

それから飛びまして、１６８、１６９ページをごらんください。下から５行目の１５節工事請

負費でございますが、支出済額が２，０１５万１，６００円ということで、阿蘇シーサイドパー

ク整備工事を上げさせていただいております。前払金等でございまして、精算金はまだでござい

ます。ちなみに、修景水路の整備、それから透水性アスファルトの舗装、それから噴水設備工事

と工事を行っております。 

それから、１７０ページ、１７１ページをごらんください。下から４行目、住宅建設費でござ

いますが、１５節の工事請負費で７９３万５，９００円計上いたしております。石田住宅の解体

撤去工事でございまして、木造平屋８棟８戸分と耐火平屋の１棟３戸分でございまして、これに

よりまして旧岩滝町の住宅の建設並びに撤去等はすべて完了でございます。 

それから飛びまして、２０８ページ、２０９ページをごらんください。災害復旧でございます。

中段１５節の工事請負費でございます。備考欄の蛇谷線災害復旧工事ということで、これは台風

１３号に伴いますものでございまして、１路線３カ所を上げさせていただいております。旧岩滝

町の町道関係等の災害復旧は、この事業のみでございます。 

それから、歳入に入らせていただきます。 

２８ページ、２９ページをごらんください。上から４行目の１節道路橋梁負担金ということで、

５１万７，８６０円を先ほど申し上げました備考欄、川裾支援道路改良工事受理記者負担金とい
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うことでいただいておりまして、これは旧岩滝町において、昭和５２年に町道に認定基準を定め

ております。このとき以前に私道をつけられた方については負担するというもので、舗装等をす

るというものでございます。ちなみに、旧岩滝町の町道認定の基準は、幅員４メートル以上、舗

装がしてあること、それから道路側溝等が整備してあることということが定められましたので、

昭和５２年以前の部分についてそういった適用がなかったので、舗装等のされる場合の負担をす

るというものでございます。ちなみに、新町におきましては、この条項はございません。 

それから、３２ページ、３３ページをごらんください。一番上４節船揚げ場使用料ということ

で、これは旧岩滝町だけに存在するものでございます。ボート置き場ということで、月１隻当た

り３，３００円をいただいております。ちなみに、施設としては２０隻分ございます。 

その他、３６、３７ページで災害復旧事業費の国庫負担金等がございますが、まだ入ってきて

おりませんので、未収というような格好でなっております。 

それから、次のページ３８ページ、３９ページにおきましても、上から１行目、２行目、都市

計画費補助金、これは阿蘇シーサイドの分でございます。 

それから２番目に住宅評定金、これは公営住宅の家賃対策補助金でございます。これにつきま

しても、まだ入ってきておりません。 

引き続きまして、宅地造成がございます。２７６ページでございます。これにつきましては、

町長の冒頭の説明のとおり平成１７年度は事業をしておりませんので、繰越金のみでございます。 

それから次に、３６９ページ、岩滝町の石田土地区画整理事業でございます。これにつきまし

ても町長の冒頭の説明のとおり、現在休止中でございますので、旅費のみの支出でございます。 

以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

委 員 長（赤松孝一） 四宮主幹。 

四宮主幹 それでは、岩滝町の教育費の決算説明を行いたいと思います。 

  ページ１７６、１７７をお開きください。歳出、教育費でございますが、支出済額２億

５，６３２万４７８円につきましてご説明申し上げます。なお、旧３町の共通の経費につきまし

ては説明を省略させていただき、ポイントを重点に説明いたします。 

  それでは、ページ１８１ページをお開きください。中段の１９節負担金補助及び交付金の備考

欄の中段にございます教職員住宅借入金債務負担金２０２万２，７０９円の決算額につきまして

は、公立学校共済組合が平成１３年度に藪後地区に住宅を建設いたしました借入額６，１００万

円に対する償還金でございます。 

  次に、その下の教職員住宅に係る租税負担金３１万８，２２０円でございますが、名義がまだ

公立学校共済組合のため、固定資産税２９万８，８００円、都市計画税２万８，０００円、前納

しましたので前納報償金として△８，５８０円、合わせて３１万８，２２０円を公立共済組合に

支出したものでございます。 

  めくっていただきまして、１８３ページをお開きください。中段の小学校管理費の７節賃金

１７３万４６８円でございますが、備考欄の３行目に当たります臨時雇用人賃金２８万円につき

ましては、さわやかさボート事業ということで、府の委託事業１０分の１０の委託でございます。

これにつきましては、不登校の傾向にある児童や配慮を要する児童への校内支援体制づくり、あ

るいは家族に対する相談活動の啓発等、関係機関との連携あるいは学校だよりの活動ということ
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で、主に賃金、人件費で、週３回、半日ですが、３５回分２８万円でございます。 

  めくっていただきまして、１８５ページ、小学校管理費、上から２段目の１３節委託料の中の

備考欄の下から二つ目ですが、体育館耐震補強工事施工管理業務委託料ということで、次に申し

上げます工事請負費の分の管理業務委託料７９万８，０００円でございます。 

  その次に、教育棟耐震補強工事実施設計業務委託料といいますのは、今年度１８年度で岩小の

普通教室等の耐震補強工事をしました実施設計の委託料２４９万９，０００円でございます。 

  それから、中段に当たります１５節工事請負費、高学年トイレ整備工事、これは障がい者用の

トイレでございまして、６６万８，８５０円、続いて体育館のｷ修理工事２４１万５，０００円、

これにつきましては、屋根と壁面との部分の張りかえでございまして、四方１５４メートル分の

パラペットのｶｻｷﾞの取りかえ工事でございます。 

  それから、体育館棟耐震補強工事１，４１７万５，０００円につきましては、×印のグレス工

事う１２カ所補強したということの工事請負費でございます。 

  続きまして、１８７ページをごらんください。上から４番目の教育振興費の１４節使用料及び

賃借料の４８万５８０円のうち、備考欄の２番目の教育用コンピュータ借上料４７万

４，６００円でございますが、これは平成１７年１２月に古いのを更新、借り上げいたしまして、

生徒４０人分、教師１台分、５年リースの６０月返済ということで、１カ月２３万７，３００円

の２カ月分でございます。 

  それから、同じページの中段、２０節扶助費３１７万４，６８７円でございますが、要保護及

び準要保護の就学奨励費でございまして、今年度は４９人分でございます。 

  それから、その二つ下ぐらいに、中学校費の１９節負担金補助及び交付金の７，７５７万

５，０００円につきましては、ご存じのとおり、岩滝町・宮津市中学校組合へ負担金として橋立

中学校に係る地方交付税分、いわゆる基準財政需用額の満額を中学校組合の負担金として支出し

たものでございます。 

  それから、１９１ページの３番目、幼稚園費の１５節の工事請負費でございますが、８２万

９，５００円、エアコン設置工事ということで、岩滝幼稚園の場合、３教室あります中の２教室

分のエアコン設置工事でございます。 

  それから、めくっていただきまして１９３ページ、三つ目になります８節の報償費、備考欄の

講師等謝礼５６万５，７００円の関係でございますが、これにつきましては、岩滝町の知遊館が、

地域こども教室あるいはＩＴ講習会あるいは三世代交流事業あるいは成人式にお願いしました講

師の謝礼金でございます。 

  めくっていただきまして、１９５ページ、上から３番目の公民館費の８節報償費の講師等謝礼

１１９万３，０００円の内訳でございますが、これについても高齢者教室、絵手紙教室だとか料

理教室、深夜コーラス、短歌教室など、あるいは土曜講座、将棋、パソコン、コーラス、茶道、

絵画、お菓子づくりなど、それからカラオケ大会、一般講座として太極拳、茶道、英会話、すい

水墨画など、あるいは夏休み体験教室として、和紙工作ほか１１教室を実施しました講師謝礼金

でございます。 

  それから、１９７ページの三つ目、１３節の委託料３５２万３，９６８円のうち備考欄、大風

呂南墳墓群出土遺物保存処理委託料３５１万９，７６８円でございますが、財団法人ガンコウジ
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文化財研究所に委託しておりまして、５年間で保存修理をいたすものでございまして、一番最初

は平成１４年から１５、１６、１７、今年度の１８年度で５カ年で終了いたすものでございます。

内容につきまして、平成１７年度委託につきましては、銅剣、土器などの保存修理前の調査や保

存、クリーニング、乾燥、防腐剤処理、樹脂塗装、そういった内容になっております。 

  それから、１９９ページの知遊館の一番頭にあります１３節委託料、これはエレベータ保守点

検から一番最後の喫煙所装置保守点検料まで、たくさんの委託業務をお願いをしております。特

に申し上げたいのは、五つ目ぐらいに清掃委託料４２万４５０円につきましては、カーペット清

掃あるいは窓ガラスの清掃でございます。 

その下の管理委託料の６３万８，１２０円につきましては、シルバー人材センターに祝日、土

曜日、日曜日、夜間の利用に対して、委託料としてシルバー人材センターに払っております。 

  それから、最後から２番目のつりもの装置保守点検委託料につきましては、緞帳あるいはスク

リーンの保守点検でございます。 

  それから、中段の１４節使用料及び賃借料のうち備考欄の２番目、駐車場用地借上料について

は、知遊館の橋立中学校側にあります南駐車場の個人からの借上料でございまして、標準宅地設

定委員会で決定した土地の単価に基づいて、平米当たり約５１５円、坪に直しますと

１，７０５円で借り入れております。 

  その下の物品借上料の３６万３，５１０円につきましては、昨年実施しました映画フィルムの

借上料で、クイールという番組を流させていただきました。 

  それから、その二つ下の１８節備品購入費、備考欄の２番目、グランドピアノ２１３万

１，５００円ですが、これにつきましては平成１６年度、２年前に指定寄附を受けまして、グラ

ウドピアノを購入してほしいということから、平成１７年度で支弁したというのか、決算をした

ものでございます。 

  めくっていただきまして、２０１ページ、図書館費の１８節備品購入費４７７万１，１４５円

でございますが、すべて図書の購入費でございます。平成１７年に購入しました図書は

３，１２６冊、うち一般書が２，０７２冊、児童書が１，０５４冊、平成１８年２月２８日現在

で４万６，０９０冊、うち一般書が３万７９５冊、児童書が１万５，２９５冊という蔵書の数と

なりました。 

  それから、めくっていただきまして、２０３ページ、１目の保健体育総務費の一番末尾に書い

てあります１４節の使用料及び賃借料の備考欄２番目ですが、行事用資材借上料ということで、

特にオールダイ運動会の音響設備や仮設トイレの借上料でございます。 

  めくっていただいて、２０５ページの上から２番目、保健体育総務費の１９節負補交でござい

ますが、備考欄の一番最後の方に体育振興補助金１７万５，０００円ということで、７地区、岩

滝町に区がございまして、２万５，０００円掛ける７地区分あるいは町民オール大運動会補助金

ということで、１７５万円につきましては、２５万円掛ける７地区に負担金として補助を出して

おります。 

  それから、２目の体育施設費の１１節需用費の備考欄の修繕料の４９万９，４８０円の内容で

ございますが、町民体育館のナトリウム灯安定機の修繕あるいはテニスコートの休憩室のフェン

ス、それから町民グラウンドの水飲み排水の修理あるいはフェンスの修理をいたしたものでござ
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います。 

  めくっていただきまして、２０７ページ、上から２番目の体育施設費の中の１８節備品購入費

２９万７，６１８円につきましては、バトミントンの支柱仮払金、草刈り機のことですね。それ

から掃除機、それからテニスコートのネット、テニスコートのベンチを購入いたしております。 

  それでは次に、歳入の説明をいたします。 

  ２８ページ、２９ページをごらんください。２９ページ、５目の教育費負担金の中の１節教育

事務費負担金３５４万９，２６０円の内容でございますが、橋立中学校事務費負担金として橋立

中学校に出したもので、これは教育委員会の事務局としては、町の教育委員会の事務と橋立中学

校の組合立の事務を教育委員会で業務をしているうちの町の事務分について、一たん中学校運営

に入れました交付金を組合から負担金として受け入れるものです。この計算基礎につきましては、

平成１６年度の橋立中の交付税から事務費の補正を引いてそれに６．５％を掛けたものが、毎年

橋立中学校の事務費として宮津市長あるいは岩滝町長の間で何年か前に交わされたパーセンテー

ジで中学校組合から入ってくるものでございます。 

  それから飛ばしまして、３１ページをあけてください。５目の教育費国庫補助金の関係でござ

いますが、１節小学校費補助金５１７万４，０００円の内容については、歳出の方で説明いたし

ましたように、岩滝小学校の体育館の耐震工事、工事費と耐震診断料あるいは実施設計の３分の

１以内ということで、５１７万４，０００円を補助金として受け入れたものでございます。 

  最後になりましたが、５０ページ、５１ページをお開きください。３目の教育費寄附金の１節

小学校寄附金１００万円、これは岩滝小学校への寄附金ですが、町内の方から寄附をいただいた

もので、これも指定寄附として、図書の購入費と防犯ベルと本棚の購入に充てたものでございま

す。図書については８６万６，０００円で３６２冊、防犯ベルについては４万８，０００円で

１００個、本棚につきましては一つということで８万６，０００円と、１００万円になるように

寄附をいただいて決算をしたものでございます。 

  以上で教育費の説明を終わります。 

よろしくご審議をいただきますよう、お願いをいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 大江主幹。 

大江主幹 皆さん、ご苦労さんです。農林課の大江です。 

  それでは、税務課所管の歳入歳出決算につきまして、簡単に概略をご説明申し上げます。 

  それでは、歳出の方からご説明を申し上げます。 

  ８４ページをお開きください。徴税費でございます。１目税務総務費につきましては、特に申

し上げることはございません。 

  １枚さらにめくっていただきたいと思います。下段に２目賦課徴収費でございます。 

さらに１枚めくっていただきたいと思います。上から３段目、１２節役務費でございます。右

の方に不用額２０８万９３６円を計上いたしております。これにつきましては、岩滝町はまだ納

税組合が１７年度ございますので、これに対する取扱手数料と、こういうことでございまして、

２月末では納期未ﾄｳﾗｲ分がございますので、いわゆる３月分の税でございますが、それがござい

ますので確定ができません。したがいまして、新町にこの分を送りまして、新町で納税組合の取

扱手数料を精算していただくと、こういうことでございますので、ご理解をいただきたいと思い
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ます。 

それでは、戻っていただきまして、歳入の方をご説明申し上げます。１６、１７ページをお開

きください。一番上の１款町税でございます。不納欠損額１１５万４７６円で、実人員が１４名

の方を不納欠損をいたしております。その隣、収入未済額が６，３６０万１，４３２円と、この

ように多額になっておりますが、先ほども申し上げましたように、納期未ﾄｳﾗｲ分等ございます。

現年分につきましては５月の出納閉鎖まで徴収可能でございますし、滞繰分につきましては３月

末までございますので、そういった分も含めての未済額と、こういうことでございます。 

それから、１項町民税、現年課税分でございますが、備考欄に均等割６８１万３，０００円計

上いたしております。昨年より９０万円ほど増額になっております。これにつきましては、平成

１６年に税制改正がございまして、そのときにｾｲｹﾝﾄｳｲﾂのﾂﾏに対する均等割課税を平成１７年度

から行っていこうということになりました。したがいまして、平成１７年度から課税ということ

で、初年度は半額の１，５００円を課税をいたしております。そのことによっての増額でござい

ます。それから、１８年度以降につきましては満額の３，０００円課税と、こういうことになっ

ております。 

その下の滞納繰越分でございますが、収入済額２３１万８，３７５円、滞繰分の徴収率は

２２．９％でございます。それから、滞繰分につきまして１８万６，２６６円の不納欠損をいた

しております。これは８名分でございます。 

それから、２項の固定資産税で、準固定資産税の滞納繰越分でございますが、収入済額が

８４５万９，２０７円、滞繰分の徴収率が４３．８％、これも同じように不納欠損を６名いたし

ております。欠損額は７３万５，１２０円でございます。 

１枚めくっていただきたいと思います。３項軽自動車税でございます。滞繰分につきまして、

収入済額２７万１，０００円、滞繰分の徴収率が２６．２％、これも同じように不納欠損を

１４万７，５１０円いたしておりまして、６名分でございます。 

それから、飛ばしまして、６項の都市計画税、これにつきましては、備考欄にもありますよう

に、課税ｷｬｸﾀｲは土地並びに家屋、こういうことでございまして、税率は１００分の０．１％で

ございます。これの滞繰分につきまして、収入済額が６７万３，７１０円、滞繰分の徴収率が

４４．３％で、ここも不納欠損をいたしておりまして、８万１，５８０円、５名の方々の不納欠

損をいたしております。 

以上、まことに簡単ではございますが、これで説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

委 員 長（赤松孝一） 城﨑課長補佐。 

城﨑課長補佐 お疲れさまです。下水道課の城﨑と申します。とうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第１３４号、平成１７年度岩滝町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

てご説明申し上げます。特徴的なもののみの説明とさせていただきます。 

  まず、歳入につきましてご説明させていただきますが、３５１、３５２ページをお願いいたし

ます。 

  １款分担金及び負担金の負担金、現年度分でございますが、収入済額は一括納付により収納い

たしました額と分割納付のうちの１月分までを収納いたしました額の合計でございまして、収納
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率は８８．１％でございます。また、滞納繰越分につきましては、収納率４６．２％でございま

す。 

  次に、２款使用料及び手数料の使用料、現年度分でございますが、調定額は４月分から１月分

までの１０カ月分、収納済額も４月分から１月分までの１０カ月分でございまして、収納率は

９７．５％となっております。また、滞納繰越分につきましては、収納率１１．７％でございま

す。 

  次に、３５３、３５４ページをお願いします。３款の国庫支出金でございますが、平成１７年

度国庫補助金、総額６，０００万円のうち概算請求によりまして２，４００万円を受け入れてお

ります。 

  ４款繰入金が２億５，８８９万３，０００円、１枚めくっていただきまして、６款の諸収入は

消費税の還付金等で１７２万４，６８２円でございます。 

  以上、歳入の収入済額合計は３億６，５９７万５，０５８円でございます。 

  続きまして、歳出につきましてのご説明をさせていただきます。時間の都合上、事業費のみの

説明とさせていただきます。 

  ３６１、３６２ページをお開きください。２款事業費でございます。１項維持管理費、１目公

共下水道管理費、執行いたしましたもののうち主なものといたしましては、１３節委託料、マン

ホールポンプ６カ所分の維持管理委託で、４月から１月までの１０カ月分２４６万８，３５０円

でございます。 

  続きまして、２目流域下水道管理費、１９節負担金補助及び交付金、宮津湾流域下水道維持管

理負担金４，７９２万２，０００円でございます。これは年４期に分けて京都府へ納入するもの

のうち、１期目から３期目までを納付したものでございます。 

  ３６３、３６４ページをお願いします。２項下水道費、１目下水道建設費でございます。

１９節負担金補助及び交付金を除きまして、平成１７年度におきましては補助対象事業費１億

２，０００万円、単独事業費８，９４４万８，０００円、総事業費２億９４４万８，０００円を

もちまして事業を実施してまいりましたが、そのうち１億４，７３７万９，２３０円を執行いた

しました。 

 その内訳といたしましては、１３節委託料３，１１３万２，５００円。内容といたしましては、

実施設計に先立つ事前測量調査業務が９０８万２，５００円、平成１８年度以降の管渠布設工事

の実施設計業務が２，２０５万円でございます。 

  １５節工事請負費１億６９６万８，７３０円、これは管渠布設工事、舗装復旧工事など１４件

について執行したものでございまして、そのうち精算まで行いましたものが１１件、前金のみお

支払いいたしましたもので３件でございます。また、施工いたしました地区は、岩滝町内の男山

と東町の２地区でございます。 

  ２２節補償補填及び賠償金は、下水道工事に伴う上水道管の移設補償費でございまして、設計

業務委託が２３１万４，０００円、移設工事費が６９６万４，０００円で、合計９２７万

８，０００円となるものでございます。 

  以上、歳出の支出済額合計は３億８，５０７万１，８９７円でございまして、歳入歳出差引

１，９０９万６，８３９円の赤字となりましたので、一時借入金を３，０００万円充用いたしま
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した。 

  以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議いただきまして、ご認定いただきますよう、お願いします。 

芋田課長 水道事業会計の決算のご説明を申し上げます前に、議会が始まります前にお配りをしておりま

す差しかえがお願いしたいと思います。別冊になっております平成１７年度旧岩滝町水道事業決

算報告書の２ページの差しかえをお願いしたいと思います。ちょっと転記ミスがありまして、差

しかえがお願いしたいと思います。 

  それと、決算資料ということで、Ａ３版のこういうものをお配りしておりますけど、これの

５枚目の差しかえがお願いしたいと思います。 

  それでは、議案第１３６号、平成１７年度岩滝町水道事業会計決算についてご説明申し上げま

す。なお、岩滝町当時の課長、課長補佐が退職されておりますので、私が概要を説明させていた

だきますが、詳しい説明につきましては、委員長のお許しをいただきまして、井戸本主事を同席

させておりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、収益的収入及び支出について、ご説明申し上げます。 

  決算書１ページをごらんください。収益的収入総額１億３，３８０万２，５９９円に対しまし

て、収益的支出総額が１億４，７１５万１，３８９円となる企業会計でありますので、収支の差

し引きとはなりませんが、決算書の５ページの損益計算をいたしますと、当年度の純損失が

１，４９０万３７円となります。この損失は決算書の次のページ６ページでありますけど、剰余

金計算書に記載してありますとおり、資本剰余金の工事負担金の繰り入れによりまして欠損金処

理を行うものでございます。 

  主立った収入でございますが、先ほど差しかえをお願いしております決算資料のところに簡易

水道から始まる資料の後ろから２枚目の３番でありますけど、水道使用料でございますが、現年

度分の調定額が１億３，０６０万２，０５０円に対しまして、収入済額１億１，７０９万

９，７９０円で、徴収率につきましては８９．６６％でございます。徴収率が非常に低い数字に

なっておりますが、岩滝町の２月分の水道使用料の調定が月末のため、２月分の収入が新町にな

ってからの受け入れになることから、徴収率に影響をもたらすものでございます。 

  また、滞納繰越分につきましては、調定額１，７３６万４，３３６円に対しまして収入済額が

１，１１９８万３，２３８円で、不納欠損額が４９万８，１４０円でありまして、徴収率は

６９．０１％になっております。 

  決算書の９ページをごらんください。２項、３目の補助金でございますが、平成１６年度の台

風１９号で災害を受けまして、災害復旧工事を行いました大風呂配水施設の水道施設災害復旧費

の国庫補助金でございます。 

  続きまして、支出でございますが、決算書の１１ページから１８ページに記載してありますと

おり、３月支払い分の人権分、施設の維持管理費、また企業債の支払利息など、新町に引き継ぐ

決算としておりますことから、これらを不用額といたしまして計上をさせていただいております。 

  次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。 

  決算書の３ページをごらんください。資本的収入総額が２，３３８万３，０００円に対しまし

て資本的支出総額が４，２１８万５，８９０円で、資本的収入額が資本的支出に不足する額が
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１，８８０万２，８９０円となります。不足額につきましては、決算書の３１ページの補填財源

明細書のとおり、当年度分損益勘定留保資金の１，７７４万９，７８３円及び消費税資本的収支

の調整額１０５万３，１０７円で補填をいたしまして。 

  主立った収入でございますが、決算書の１９ページをごらんください。１項、１目の企業債で

ございますが、拡張工事に伴います起債が１，０００万円、災害復旧に伴う起債が３００万円で、

合わせまして１，３００万円の起債額となっております。 

  ２項、２目の分担金でございますが、先ほど下水道の説明にもありましたですけど、下水道工

事に伴います上水道移設補償分担金が９２７万８，０００円ございまして、予算額に対しまして

は１，３８４万２，０００円の減となっております。これは移設工事が多数ございまして、その

分、未払い分を新町に引き継ぐことになりましたことから、補償費の受け入れにつきましても同

様に新町に引き継ぐ決算となっております。 

  続きまして、支出でございますが、決算書の２１ページをごらんください。 

  １項、２目、２節の工事請負費でございますが、下水道工事に伴います上水道配水管移設工事

でございまして、先ほど収入の方でご説明申し上げましたが、２月末に支払いができなかった工

事につきましては、新町に引き継ぐ決算としております。このことから不用額として

１，７１１万５，０００円を計上させていただいております。 

  また、２項、１目の企業債償還金につきましては、年２回の償還となっておることから、その

うちの３月償還分を新町に引き継ぐ決算としておりますことから同様に、不用額として計上をさ

せていただいております。 

  以上、私からの説明を終わらせていただきます。 

  よろしくご審議いただきまして、お認めいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 以上をもちまして決算概要についての説明を終わらせていただきます。 

  日程第１ 議案第１２９号 平成１７年度岩滝町一般会計歳入歳出決算についてを議題としま

す。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はありますか。廣野委員。 

委  員（廣野安樹） それでは、数点お聞きをしておきたいと思います。 

  まず最初に、クアハウスの件につきましてお尋ねをしておきたいと思います。 

  天の橋立岩滝温泉活用基金として１億５，０００万円の積み立て、この基金の目的はわかるわ

けでございますが、これに対して使途はお考えになっておるのか、また、どういうことでこの

１億５，０００万円を積み立てされたのか、もう一度お伺いをしておきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 ご指摘のご質問でございますが、１億５，０００万円を平成１７年度で積み立てております。

最初のご質問であります目的につきましては、基金の目的どおりクアハウスの運営に当たります

ものとして積み立てを行ったものでございますが、主に今後の展開を進めていく段階の中で、も

ちろん施設整備は入っておるわけでございますが、新たな展開を図るための部分も生まれており

ます。いわゆる周辺のリニューアルを含めた積み立てというふうに認識をしているところでござ

います。現在、使途ということになりますと、具体的にそれをどう活用していくかということで
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ございますが、先ほど言いましたように、目的は周辺のリニューアル、いわゆるﾀﾊｶﾕの増改築と

かいうような具体的なことになるわけですが、それに伴います土地取得等々がございますけども、

その実施設計に当たっては、現在、新町になったという形もありますし、今後の運営をどう考え

ていくかというあたりも、いろんな……ことに答弁をさせていただいておりますけども、今年度

中をもって、余りあせらずに一定の方向性を見出すという中で、この基金の活用についても議論

をしていくというふうに考えております。 

委 員 長（赤松孝一） 廣野委員。 

委  員（廣野安樹） 今お聞きをしておりますと、隣接する土地の購入を考えておるというようなこと

を伺っておるわけでございますが、この件につきましては、運営委員会があるわけでございます

が、そうした運営委員会につきましても十分審議をされていかれることであろうと思いますが、

そういった委員会でのご意見等はどのようなことになっておるのか、お伺いをしておきたいと思

います。 

  それから、平成１６年度から高木先生、ページで言いますと１４９ページにあるわけでござい

ますが、先生に対する６９万３，０００円の経営指導委託料という形で上がっておるわけでござ

いますが、この先生の指導に対する効果はどんな効果があったのか、また先生からどんな指導を

受けてこられたのか、その点、お伺いをしておきいたと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、運営委員会ということで、新町に入ります前に、職務執行者の段階で一度委

員会を持っております。それは今後のクアハウスについての内容を再確認をし、引き継いでいく

と。新町に引き継ぐ意味でも、指定管理者等々について引き続き議論をしてほしいというような

引き続き的なものでございます。 

  先般の一般質問でも町長の答弁がございましたように、８月に新町の１回目の運営委員会を開

いております。正直申し上げまして、その段階では指定管理者、今後の運営方法等を議論をする

に至りまして、はっきり申し上げまして、基金活用についての審議は行っておりません。ですが、

この方向性の中で基金活用についても議論していくことにはなろうかと思いますが、本議会をも

ちまして一定の皆さんの意見を聞きながら委員会を、理事者とはまだ相談しておりませんが、私

としましては、この議会終了後、委員会を早急に開きまして、そのあたりも含めて、指定管理者

制度になった場合は、果たしてこれをどうするかという整備をして引き渡すかどうかということ

にもなってきますので、そのあたりも非常に重要な部分だというふうに思っておりますけれども、

この議会が終了後、その辺も含めて具体的な話を進めていくというふうに調整をさせていただき

たいというふうに思っています。 

  それから、高木診断士の効果ということでございますが、私も正直申し上げまして、１７年の

分析、それから１６年の分析をこの前申し上げましたような課内で分析しているような段階であ

りまして、効果と言われますと、きちっとお答えできませんけれども、特に地元の議員さんでご

ざいましたので経過はおわかりかと思いますが、１６年度で一度、この使用料の改正を行われて

いる経過がございます。その効果が果たして出ているかということにつきましては、私も非常に

疑問を持っているところでございます、正直なところ。ただ、そういった中で一つ私は、経営数
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字的な診断もですが、職員の意識改革等については非常に適切なアドバイスをしていただいてい

るのではないかというふうに考えております。 

  ご承知のとおり、クアハウスは一定の職員が何十年という形で勤務しております関係で、どう

しても流れの中で事務をしているという傾向があったんじゃないかという方も、私の方も認識し

ておりますし、人事交流も含めていろいろといろんな方々に仕事をしていただくことが望ましい

んかなというふうに思いますけれども、その中で゛どうしてもそういうことが難しい中で、職員

の意識改革をどんどんしていただいているということにつきましては、私も職員を見ていまして、

周りからは非常に厳しいご指摘を受けるんですけども、私も４月から所管の課長になりまして足

を運びますと、決して職員がそういう状況はないというふうに私、判断しておりますし、その辺

につきましても診断士の力というのは民間の会社に勤めたときの感覚的な部分を非常に周知して

いただいているというところについては非常に評価をしているところでございます。 

  あと議論になるかというふうに思いますが、昨年７月から３階を直営から民間に貸しつけとい

うことにつきましても、私としては一定の効果が上がっているんではないかなというふうな部分

では判断をしているところでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 廣野委員。 

委  員（廣野安樹） 今言われるように、確かに職員さんの意識改革はできたというように私もお聞き

をしておるところでございますし、それから食堂で今まで赤字だったんが、この７月からですが、

一部貸付料という形で１１４万９，０００円という金額が上がっておるわけでございます。今ま

で食堂で赤字だったんがそういったプラスに変じたというところで、その点と、それから先ほど

課長の方からありました、入館者の入館のパーセンテージが１０１％ということで、０．１％上

がったことに対しましては、これは効果があったんじゃないかというように私も思っております。 

  しかし、この決算を聞きますと，２，８００万円ほどの赤字だということで、片一方の食堂で

１１４万９，０００円のプラスが出ておりながら、決算しては２，８００万円を赤字になるとい

うことに対しましては、やはり中の何かが悪いであろうと。それで利用される１０１％というこ

とになりますけれども、利用者は……なってるのに、それだけ大きな赤字だということに対しま

しては、結局大きな問題があるんだというように思っております。高木先生の診断で料金を改定

したわけでございますが、この料金改定につきましても、議会で随分いろんなご意見がございま

した。厳しい内容で通したということは、事実、私もそのときの議長としておりましたので、わ

かっておるわけでございますが、こうした料金的なことが問題なのか、この点につきましても少

しお伺いをしておきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

  商工観光化の小室でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、ご指摘のレストランの部門、そして収支という、いわゆる経営論の中でのご質問と

いうことでございます。平成１７年７月１５日にレストランあじさいを株式会社ﾀﾝﾕｳ商事様の方

に賃貸借契約によりましてお譲りをさせていただいております。その中でレストランあじさいの

収入の部分を参考に述べさせていただきます。 

  平成１７年７月から、実質には７月１５日から２月末まで、今回は３月の末までの部分、
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１７年度末までのﾀﾝﾕｳ商事さんの売上高、この部分につきましてご説明をさせていただきます。 

  売上高につきましては１，６７８万１，３９０円ということでございまして、その部分の賃貸

借のいろんな貸付料金のパーセンテージ、そういった部分と共益費、リース料金、そして雑入の

方になりますが、電気料相当、水道料、下水道料、そういったものを含めましてﾀﾝﾕｳ商事様の方

から町の方にいただいておりますのが１６３万２３５円ということでございます。こういった部

門のこれまでの経過ということで、ご承知のように、高木先生の方にご指導をいただいたという

中で、これにつきましては、クアハウス岩滝の運営委員会の中で、やはり職員の数が多いんじゃ

ないかというふうなこと、そして３階のレストラン部門で収支が伴ってないんじゃないかという

ふうなことをご指摘いただいた中で、私の方も当時、産業課の方で観光の担当をしておりました

ですが、そういった部分とのいろんな職員間でのやり取りの中で、３階を、議会の方でご承諾を

いただいてお譲りしたと。そのことによって当然、３階のレストラン部門の賃金であります従事

者、そういった臨時の社員については解雇ということ、そして３階におりました実質の、いわゆ

るプロとなる核の職員、その部分については２名を３階から一回におろし、またそのうち１名に

ついては配置転換をさせていただいたということで、実質、上の部分については職員を減らした

ということになっております。 

  そういった中で、実質２，８００万円という赤字があるということでございますが、当然、私

の方も課長の太田の方といろいろと３月から２人で喧々諤々議論をした中で、この部分につきま

しては観光的な、いわゆるビジターの入り込みというよりも、今後この与謝野町でのまちづくり

の中で、いわゆるこのクアハウスというものが単なる温泉風呂屋ではないというふうなこと、ま

たこういった部分が町民の皆さんの健康増進に目を向けていただくようなストーリーを描いて、

いわゆる会員さんの収入をふやしていきたいと、そういうふうな考えを考えております。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 廣野委員。 

委  員（廣野安樹） 先ほど言っておりました１億５，０００万円の件につきまして、もう一度、委員

会での今までの経過もございますので、ちょっと申し上げておきたいと思うわけでございますが、

裸風呂に入られる方が非常に長いこと入っておれんと。裸風呂は５００円高いというようなこと

も随分ご指摘を受けておるわけでございまして、それから辻先生という温泉の指導をいただく先

生でございますが、前の太田病院におられた先生でございますが、この方が委員会に入っておら

れまして、やはりお年寄りは胸から上を温めたらあかんと。下を温めなあかんというようなこと

で、今までから露天風呂を何とかつくってくれというような希望が随分あっておって、委員会で

も出とったわけでございますが、１億５，０００万円、隣の土地の購入にもかかわってくると思

いますが、この１億５，０００万円の使途につきましては、できるだけまた十分、委員会で練っ

ていただいて、私は多くの町民から、やはり風呂へ行くのには、裸風呂は露天風呂がなかったら

あかんというような希望もたくさん聞いておりますので、その点も十分考えていただきたいとい

うように思っております。 

  質問を変えます。 

  １６７ページにあります浜町にあります雨水マンホールのポンプの点検整備の委託料でござい

ますが、これは台風２３号によりまして改修をされ、また整備をされたというようなことと思っ
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ておるわけでございますが、こうした整備をされることによって、今後、台風２３号のような大

きな災害が来ても対応できるのかどうかということを伺っておきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 坂本課長。 

坂本課長 ただいまご質問がありました１６６、１６７ページの１５節工事請負費の部分でございまして、

その中の備考欄、浜町雨水マンホールポンプの分電盤基礎嵩上げ工事５０万４，０００円、これ

を計上させております。ここの部分等につきましては、台風２３号並みの台風が来ましても問題

はないわけですが、それ以前に係るあそこの浜町調整池部分でございますが、台風２３号におい

ては、私も入らせてもらってから３４、５年、また近所のご老人等お聞きしましても、全く今ま

で経験ないというようなお話でございましたが、護岸より３０センチ水位が上がりました。水位

か上がったというのは、海からの北東の風が風速約５０メートルに近いような風が吹いてせり上

がったと。通常、水面がせり上がるのは月や太陽の引力の関係、低気圧というような部分が海水

面が上がったいくわけですが、先ほど申し上げました、強風に伴いまして上がった関係でござい

ます。 

  よりまして、この委託料並びに１５節の工事請負費を上げさせていただいておりますが、これ

をすることによって台風２３号を耐えられるということはございません。困難でございます。根

本的な池の囲い以上に水位がなってしまうということで、機能が生じなくなります。 

委  員（廣野安樹） 台風２３号によります水位が１メートル３０センチ上がったということで、それ

に対してはもう対応できないということでございますが、これをやることによって一応どれぐら

いのところまで対応できるのか、もしもわかりましたら教えていただきたいと思います。 

坂本課長 調整池の設計に当たりましては、過去の最高潮位８５センチ、これを基準に調整池の天ばを設

定いたし、なおかつプラス１５センチということで、１．００メートル、これを基準に設計いた

しておりました。それで、１．００メートルの潮位に対してまでは可能でございますが、それを

超えると機能を果たせない。１．００メートルで申しますと、周辺の護岸の高さでございます。 

委  員（廣野安樹） 質問を変えます。 

  それでは、ページ１８７ページ、教育コンピュータにつきましてお伺いをしておきたいと思い

ます。 

  昨日、加悦のこのコンピュータにつきましてはお聞きしておりますので、ここに岩滝の決算で

上がっております小学校分４１台分、４７万４，６００円というのは、先ほどもちょっとあった

んですが、私、メモするのがおくれまして、これは１年間のやつですか、それとも１カ月のやつ

ですか、その点をお伺いをしておきたいと思いますし、その中でコンピュータ以外に、これは机

やいすも兼ねておられるのか、この点もお伺いをしておきたいと思います。 

  それと、中学校組合もコンピュータを使用されておるんですが、この決算には中学校組合は一

括で上がっておりますので、そのコンピュータ使用料がちょっとわかりませんが、その点につい

ても、わかりましたら教えていただきたいと思います。 

四宮主幹 それでは、４番議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

  ページ１８７ページの１４節使用料のコンピュータ借上料については、昨年の１２月、平成

１７年１２月から更新借り上げしましたもんで、支払い月につきましては１２月分と１月分の

２カ月分が４７万４，６００円ということで、これの半分２３万７，３００円が１カ月分のコン
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ピュータ借上料でございます。 

  それから、このコンピュータの関係についての関連の質問でございますが、机、いすは入って

ございません。これは中学校組合も１カ月幾らかいうことなんですが、あいにく中学校組合の予

算書やらそういった関係書類を持ってきておりませんので、はっきりとしたことは言えませんが、

同等の金額だというふうに記憶いたしております。 

  以上です。 

委  員（廣野安樹） 今お聞きしておりますと、大体１カ月２３万円ぐらいだということと、それから

私も、ﾊﾀ中学校のやつをちょっと調べさせていただきましたら、２５万４，９４０円というよう

なこともお聞きをしておるわけでございます。この中学校につきましても４１台ということをお

聞きしております。昨日の加悦のやつはこれからいきますと、３００万円までで結局１年間リー

スができると。昨日のやつは５００万円というようなことで、５００万円以上だったわけでござ

いますが、非常に努力をしていただいて、安いのか、加悦が高過ぎるのか、ちょっとこの点につ

いてはわかりませんが、やはり与謝野町として結局、同じ中学校、小学校レベルで当然コンピュ

ータは整備していくべきだというように思っております。それが結局やはり横の連絡をとりなが

ら、昨日聞いておりますと、加悦では５４９万６００円というような金額が出ております。非常

に私は高いというようなことをきのうも言うておったわけでございますが、この点につきまして

は、与謝野町一つの子どもたち、生徒という形で、レベルは一緒のレベルでご指導願いたいとい

うように思いますし、設備もそのように整備していただきたいということを、教育長がおられま

せんので、町長、この点につきましてはひとつよろしくお願いをしておきたいというように思っ

ております。 

  以上で質問を終わらせていただきます。 

委 員 長（赤松孝一） それでは、ここで昼食のため暫時休憩いたします。 

  午後１時３０分により再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

（休憩 午前１１時５８分） 

（再開 午後 １時３０分） 

委 員 長（赤松孝一） それでは、休憩を閉じまして、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  質疑はありませんか。服部委員。 

委  員（服部博和） それでは、クアハウスについて、廣野議員に引き続き、お伺いがしたいというふ

うに思います。 

  午前中、廣野議員の方がかなり突っ込んだところの質問をされて、答弁されたわけでございま

すので、あら方出ておるというふうに思いますけれども、若干、私の方から質問をかけさせたい

というふうに思います。 

  クアハウスの問題でございますけれども、私がいろいろと聞いておりますのには、やはりいい

話があんまり出てこないということでございます。そのためにコンサルタントを入れまして、コ

ンサルタントの指導のもとにいろいろと進んでおるということでございますけど、そのコンサル

の方がどのような指導、アドバイスをしておられるのか、もう少し具体的に詳しくお知らせがま

ずしていただきたいというふうに思っております。 

  それと、１７年度の赤字が２，８００万円ということを先ほど答弁の中でお聞きしたわけでご
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ざいますけども、いわゆるこれは１７年度の単年でございまして、この累積赤字というものがど

うなっているのか、あるのか、ないのか、その辺のところもお知らせ願いたいというふうに思っ

ております。 

  それと、やはりクアハウスの一番の弱点といいますのは、先ほどの答弁の中にもあって聞かせ

ていただいとったわけでございますけれども、やはり支払人がおられない。取りまとめのされる

方がおらないというようなことで、おのおのの職員さんが気楽にというと失礼になるかもわかり

ませんけれども、一糸乱れず、一つの方向に向かって、目標とするところに向かって進むという

ことがなかなかできていないというようなことを聞かせていただいております。 

  近年は支配人が入っておられたということも聞いておりますけれども、その辺、支配人がおら

れなかった、取りまとめをされる方がおられなかったということも含めまして、ひとつこの３点

にご答弁がお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

  三つのご質問をいただいたわけでございますが、最後の支配人の部分についての考え方を私の

方から述べさせていただきまして、あと高木診断士のアドバイスの中身とそれから累積赤字の関

係につきまして、担当の方から説明させていただきます。 

  現在、ご指摘のとおり支配人がおりません。昨年１７年は支配人を採用いたしまして、民間経

営を導入した、これもアドバイスの一つでありますけれども、形で運営していくんだということ

で支配人を置いておりましたが、新町合併にかかりまして同時に退職という形になりました。詳

しい内容については一々申し上げませんけれども、本人の自己理由によりまして退職ということ

でございまして、その後、新町におきましても、必要であろうという旧岩滝町の中で、また新町

の中でも継続ということで、新たに現職を受け持っておりました職員の方を再雇用ということで、

臨時職員的な形で、支配人という形で、新町においてもご指摘の内容も含めた形で直接指導とい

うことを当たっていこうということで位置づけをしましたわけですが、その方につきましても、

残念ながら４月で退職をしたいと。自己退職でございますので、受けざるを得ないと。これは今

の町長の段階ではなくて、糸井職務執行者の段階での判断で、４月に退職という。 

委  員（服部博和） 来年の４月。 

太田課長 いやいやことし、もう既に退職しておりまして、したがいまして、新町においては商工観光課

が所管ということで、今、私どもが対応させていただいておりますが、支配人がいないというこ

とは、そういう形の中でおりまして、その中でも支配人がいないということにつきましても、運

営委員会も含めた中で、こういう形が果たしていいのかどうかということについても議論してい

くということにはしておりますが、現在のところ、新たに支配人を急遽、かわっていれていくと

いうことは、少し考えようという段階で今は不在ということでございます。したがいまして、今

担当しております小室が、通常勤務は本庁舎での勤務になっておりますけれども、毎週木曜日休

館日になっておりますけれども、その中で調整を図ったり、また月例の会議を持ったりしまして、

行き来をしながら全体的な総括をさせているというのが現状でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 
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  クアハウス岩滝のまず経営診断というご質問でございますが、もう一度、金額の部分からご説

明をさせていただきたいと思います。 

  平成１７年度旧岩滝町分で支出をさせていただいております項目は、委託料の中で細節、クア

ハウス岩滝経営指導委託料という項目でございまして、京都市に在籍をされておられます高木経

営工学研究所経営士 高木敏次氏に委託をしております。金額につきましては、月額６万

３，０００円の１１月、総額で６９万３，０００円ということでございます。 

 この方につきましては、平成１５年度途中から、クアハウスだけの関係ではなくて商工会とか、

そういった部分の中小企業のさまざまな経営アドバイスをしていただいておるプロの先生でござ

いまして、既に岩滝町商工会の傘下であります企業の方にもアドバイスをしていただいたという

ことで、クアハウス岩滝についてもそういったかかわりの中でお願いをしたということでござい

まして、平成１６年度途中からお願いをしたということでございます。 

  これまでの流れといたしましては、平成１６年７月に料金改定をいたしました。単純にクアハ

ウス全館の利用料を１，５００円から１，２００円に、また新規で８００円コースを設けるなど、

そういったいわゆる職員の目で見えない部分を経営論の中で分析をしていただきまして、単価を

構成をしていただいたということでございます。 

  また、先ほど委員さんの方のご指摘の中で、クアハウスの問題という表現がございましたです

が、この部分につきましては、確かに赤字という部分もございます。また職員のいわゆる日々の

お客様との接し方、そういった部分の指摘等々の部分につきまして総合的にアドバイスを受け、

また個々に職員とのかかわりをしていただいたということでございまして、現在もその先生につ

きましては、月に２回程度、多いときには月に４回、京都の方からいそしく足を運んでいただい

て、宿泊つきでお世話になっておると。実質言いますと、本人さんの部分で言えば、これは言葉

でお互いが何も申しておりませんが、委託先の業態で言えば赤字でお越しいただいておるという

ふうなことで、あとは職員に関するいろんなさまざまないわゆる経営論の部分の唱え方、そうい

った先生としての立場で職員の方に指導、これは私の方にもさまざまなアドバイスをいただいて

おるということでございます。 

  次に、累積赤字ということでございますが、これは町の直営でございますので、考え方だとか

いろんな部分が若干ちょっと変更することはあるかと思いますが、平成５年度から供用開始をし

ておりまして、この事業につきましては施設整備が地域総合整備事業債ということで、ふるさと

づくり事業で実施をしております。いわゆる起債に交付税バックがある事業でございます。そう

いった部分で、手持ち資料では、平成６年度からの運用の部分の収支を総合させていただきます

と、交付税のいわゆる見返り算入分、維持管理費算入分というものも含めまして、累積で平成

１７年度末で収支９，６５９万５，０００円の黒字という格好の考え方になります。しかしなが

ら、その収支のバランスは、平成１５年度からいわゆる単年度では赤字に転換しておるというこ

とでございますので、我々の方が旧岩滝町の議員さんの方と短期の当期の赤字での部分をいかに

していったらいいかと、そういった議論がなされた中でこういった料金改定などを行ったと言う

経過でございます。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 服部委員。 
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委  員（服部博和） コンサルタントの指導の方法なんかも聞かせていただいとったわけでございます

けれども、そういう立派なコンサルタントの方がついておられるにもかかわらず、支配人がおら

れないと。また、支配人を据えても即退職されるというようなところにやはり問題があるんでは

なかろうかなというふうに考えております。 

  なぜ、支配人が続かないのかと。やはりもうどうしようもないところまで来ておるんではない

だろうかなというふうに私、思うわけでございまして、先ほどの午前中の廣野議員に対します答

弁の中でも、職員の問題が出ておったようなことで、もう手がつけられんのではなかろうかなと

いうふうに考えておるわけでございます。それにつきましてもう少詳しく答弁がお願いしたいん

と、それからレストラン部門を切り離されたというようなことで、レストラン部門の１１４万

９，０００円が家賃で入ってくるということでございますけれども、この額にしましても、共益

費だとか光熱費だとかいうようなものが包含されておりまして、実際の料金としては、私はこん

なもんは安過ぎるというふうに思っておるわけですけれども、切り離さざるを得ない状況であっ

たということを私は聞かせていただいております。 

  例えば、一例を挙げましたならば、さしみができない人が料理をつくっとったというようなこ

とで、おいおいちょっと待てよ、ほんまかいというようなことも聞かせていただいとったわけで

って、さしみができない人が調理をやっておるというようなことは、これはレストランをやっと

るということ自体が本末転倒であって、もう切り離さざるを得ないから切り離してしまったんだ

というような、いわゆるがんにかかって、そのがんの部分を摘出したというとらまえ方が正しい

んじゃなかろうかなというふうに私は考えておるわけでございます。その辺のところも、もう少

し詳しくご答弁がお願いがしたいというふうに思っております。 

  それから、このコンサルタントの方が今後の方針を立てられとるということをききまして、私

もいろいろとその話を聞かせていただきました。その中で、ただの風呂屋でなしに、健康増進を

伴う健康施設だということで進んでいくということで、これはいいと私は思っております。いわ

ゆるスポーツ、プールですね、それから筋トレ、エアロビクス、ヨガ、エステ、マッサージ等で、

後で汗を温泉で流していただくということで、いわゆる健康増進をしていくということは大変結

構だと思いますけども、一つ大きなここで問題があるわけなんですけれども、「あはき法」とい

う法律があるのを主査をご存じなのか、まずその点をお伺いしたいというように思います。よろ

しくお願いします。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

  支配人の問題を述べさせていただきたいと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、

自己退職ということでございまして、その方の退職のその理由については深く追及しておりませ

んので、わかりません。ただ、それぞれの方につきましては、精いっぱい、その期間中はお勤め

いただいているというふうに私は認識しておりまして、言うところの分についてはつけ加えさせ

ていただきまして、内容につきましては、今言われました、手がつけようがないから、支配人も

やっていけないということにつきましては、どうかなというふうには思っております。 

  それから、レストランの収入関係は、廣野委員のご質問にお答えしましたように、アドバイザ

ーの意見も大いに入っておりますけれども、やはり直営より、もうそういう形で出した方がいい。



－102－ 

これはもうバランスシート的にそこにおります職員のかかる経費とそれから売り上げのバランス

が悪いということで、そういう精査をしたと。ただ、さしみがどうかというあたりまで精査をし

てということではなくて、現状の中で対応したわけですが、軽食対応ということでやっていたと

いうふうに思いますので、それを乗り越えて、もっと幅広い料理を展開するということが現状で

きなかったということも要因としてありまして、バランスシート的な判断で、直営は切り離すべ

きだという結論というように私は認識をしております。 

  最後の、あはき法といいます、ちょっとそのあたりにつきましては私も初めて聞く言葉でござ

いますので、小室の方が知っておりましたら、答弁をさせたいというふうに思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

  先ほどのご質問の中で、多少、課長の方とのお話の重複があろうかと思います。まず、お話の

最後の部分で、あはき法の法律というふうな表現でございますが、私も未熟でございまして、そ

の部分については不勉強でございます。 

  また、レストランでのさしみをという部分でございますがそもそもクアハウス岩滝を整備いた

しました経過の中で、地域総合整備事業債を活用し、ということでございます。そもそもあそこ

での飲食という部分が本来伴わないというふうな、いわゆるまちづくり事業で実施したというこ

とでございまして、そういった中で京都府さんの方とのいろいろと相談の中で、最終的に軽食を

提供していこうというふうな表現で実施をしたわけでございまして、いわゆるレストランの奥の

深い料亭とか、そういうふうな位置づけで実施をしたということではないですし、いわゆる地産

地消という表現の位置づけで整備をしたわけでもございません。ただ、例えば生ビールにつきま

しても、ジュースにつきましても、食材の一部につきましても、地元の商店などから購入をさせ

ていただいて、当然、それが高い安いという論法が出てきますが、地元の経済の活性化につなが

るものの一つになればということで整備をし、レストラン運営をしたということでございまして、

職員が、当時直営でやっておりましたので、私もよくそれは知りませんでしたが、さしみをさば

けという部分については確かにできなかったということでございます。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 服部委員。 

委  員（服部博和） あはき法というものには、課長も主査もご存じないということなので説明をさせ

ていただきますと、これは厚生省の厚生大臣の管轄でございまして、いわゆるあん摩、はり、き

ゅうということでございます。これの頭とって、「あ」「は」「き」という法律があるわけでご

ざいまして、先ほど申しましたコンサルタントの先生が、エステ、マッサージを取り入れという

ところに抵触するわけでございますけれども、現在、エステがあそこへ入っておるようでござい

ますけれども、そのエステをやっておられる方は、このあはき法に完全に抵触するわけでござい

ます。違法でございまして、いわゆる資格がない人が首から下をマッサージすることはできない

という法律でございます。これを場所を提供しとるということに対しましては、これは保健所の

管轄でございまして、保健所からのクレームがつくわけでございまして、この法律を遵守してい

ただかなきゃならんということでございますけれども、それもさておき、それと、それからこの

コンサルの先生が申しておられるのは、ここのレストランに関しましては、そこでしか食べれな
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い丹後での唯一の料理を出すべきだという指導をされております。要するに、また再び行って、

そこで料理が食べたいというふうに思っていかなきゃならんという指導をされております。今、

主査がおっしゃった整備事業債のまちづくり事業でございまして、軽食以外出せないというとこ

ろと大きくかけ離れておると。だから、このあはき法にも理解ができてないし、また先生がおっ

しゃっておられる、いわゆる地元の料理、再び行ってみたい、食べてみたいというようなことと

大きく基本と離れておるんですけど、その辺の整合性というのはどういうふうにお考えですか、

お伺いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

  先ほどのまずは、あはき法の関係でございますが、確かに今現在ということよりも、マッサー

ジの方を常駐させておったと。１６年度から１７年度の途中までさせておったということでござ

いまして、２階のフロアのところで常駐していただいて云々ということだったんですが、いわゆ

るそういった部分の法律に基づいて、いわゆる許可を得ておるのかと、そういうふうな表現のい

ろんな部外からのご指摘などによりまして、その部分については撤退をされたということでござ

います。 

  ただ、その温泉の部分との健康増進という位置づけの中で、高木指導士の方につきましても、

そういったマッサージをということは、ご指摘の方をいただいておりまして、現在そういった、

いわゆる法に抵触をしない、そういった国家免許を持った方々の方をいろいろと情報を仕入れか

けておるということでございまして、私個人的にも、地元の方でそういった方が都会の方から帰

ってこられた方もおられますので、そういった方々の方にも、専門職なんですが、ご意見を拝聴

して、そういうことが法に抵触しないようにできれば、取り入れていきたいと思っております。 

  エステの部分につきましては、今現在常駐をして行っていただいとるわけでございませんでし

て、確かに法とのかかわりについては早急に検証しまして、善処する部分につきましては善処し

たいと思っております。 

  最後なんですが、今現在委託をしておりますレストラン、その部分につきましては、これまで

はそういうことでご指摘があったと。時代の流れもございますので、クアハウスのそういう時代

の流れの中で、やはりお客様のニーズに答えるように、例えば海鮮どんぶりとか、さしみをつけ

て定食ものを食べていただこうとか、そういったことで最終的には委託先に現在の丹友商事さん

の方にお願いをしたということでございます。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 服部委員。 

委  員（服部博和） 今、主査がおっしゃったとおり、エステの部分は１日も早くこれは中止をされて

おかれんことには大変なことになる可能性がありますので、それは即やめていただきたいと。小

さなエステサロンの今岡さんという方が来ておられるらしいんですけど、これはきちっとしたマ

ーサージ組合があるようでございますので、やはりそこにご相談をおかけされましてやっておか

れんと、これは後々大変なことになるというふうに思っております。 

  蛇足ながら、リフレ加悦でも足裏マッサージ等でやっておられたことがあるようでございます

んで、現在はないようでございますんで結構でございますけれども、そういうところをもう少し
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きちっと調査してかかっていただかなんだら、後で大変なことになるということだけ申し添えて

おきたいというふうに思います。 

  それでは次に、リネン借上料についてちょっとお伺いをするわけでございますけれども、この

リネン借上料というのが毎年５００万円近いものがずっとかかっておるようでございます。この

リネン借上料をどういうふうなもので、どこで借り上げておられるのか、それとクアハウスの浴

用品の販売の売上収入があるんですけれども、これと一緒みたいなことに私は感じるんですけれ

ども、その辺のところをお知らせ願いたいというふうに思っております。 

  それから、午前中にボイラーを焚く重油をかなり高額な金額で購入されとるようでございまし

たけれども、この重油を仕入れられておるのは、これは入札をして安いところに落としておられ

るのか、それとも随契でやっておられるのか、その辺のところもお聞かせ願いたいというふうに

思います。よろしお願いします。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査（小室光秀） 失礼いたします。 

  先ほどのリネン用品借上料の部分でございますが、旧岩滝町分の決算で４３９万１，０２７円

でございます。そのリネン用品の業務提供先は、岩滝地域内の株式会社白鳥リネンさんの方で、

この金額につきましては、４月から１月までの金額でございます。その内訳としましては、バス

タオルが単価が３０円、フェイスタオルが単価が１８円、サウナマットが単価が６５円、その他

という部分も多少ございます。そういった部分で業務の委託を、いわゆるレンタルをしまして、

お客さんの方に提供させていただいとるということでございます。 

  まずもう一つ、重油の部分で歳出の方からまいりたいと思いますが、重油の部分でございます

が、需用費の中で燃料費、旧岩滝町分で５３６万７，０３５円ということで、重油の内容につき

ましてはＡ重油という部分でございます。これも原油高のいろいろと波に乗りまして、年間の中

で単価を変更しております。単価の推移につきましては、単価が４６．８円、春のころですが、

夏になりまして５３．８円、また最後には５９円ということでございます。これにつきましては、

平成１７年度の契約先につきましては足立石油株式会社ということでございます。これにつきま

しては、年度当初に単価見積もりを町内業者に出していただきまして、いわゆる指名競争入札で

はなくて見積もりによります随意契約ということでございます。旧岩滝の支払分で使いましたリ

ットルにつきましては、約８万８，０００リットルということでございまして、これにつきまし

ては館内の冷暖房も兼ね備えた部分の重油の利用ということでございます。 

  最後に、リネン用品と使用料とのかかわりということでございますが、いわゆるクアハウス岩

滝水着等使用料ということの中で、タオルという部分がございます。クアハウス岩滝水着等使用

料が旧岩滝町分で４０万８，８００円ということで、そのうちタオルが３４万３，２００円、単

価が３００円で貸し出しをしております。これにつきましては、１６年度との開きにつきまして

は１５万３，６００円のいわゆる減額ということになっております。その部分は与謝野町分も、

１万５，０００円も絡んでおりますので、多少の数字の開きがございます。この部分につきまし

ては、料金改定によりまして、いわゆるクアハウス岩滝の利用がしていただきやすいような形に

やっていこうというふうなことで、旧岩滝の議会の方でもご了解をしていただいて、本来なら

３００円の貸し出しも１，５００円につけて、そのバスタオルなどを余分に貸し出しをしてたわ
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けなんですが、やはり健康増進という目的の中から来やすいストーリーをつくっていこうという

ことで、１，２００円コースには込みで貸し出しをしておると。 

  ただ、いわゆる会員さんなどにつきましては、そういった会員は年会費６万円でございますの

で、来られた方に無料で貸し出すというのは、やはり収支では合っていかないということでござ

いますので、要求があれば３００円の部分を徴収をさせていただいて、特に会員さんに向けて貸

し出しをさせていただいておるということになっております。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 服部委員。 

委  員（服部博和） いろいろと懇切丁寧にありがとうございました。大変だろうと私は思います。今

後の指定管理者への意向等も踏まえたところで、もうそろそろここの部分も考えられる方がいい

んではなかろうかなというふうに思っております。また、主査におかれましては、こちらの観光

の仕事もやりながらクアハウスへ行かれて向こうの面倒も見なきゃならんということで、大変だ

ろうと思います。十分お体には気をつけられまして頑張っていただきますようお願いいたします。 

  ありがとうございました。終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） 質問を機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

  それでは私、今、クアハウスの関係で午前中の廣野議員と服部議員の２人からの質問がありま

したけれども、私もクアハウスの関係につきまして視点を変えて質問をしておきたいのと、もう

一つは、町税の関係で不納欠損額に対して少し質問をさせていただきたいというふうに思います。 

  まず、不納欠損の関係でございますが、岩滝町のこの関係の決算の中で、この監査報告にもあ

りますけれども、滞納繰越金の回収について努力の跡が見られると、こういう講評がされており

まして、私もその点は評価していいんではないかなというふうに思っております。しかしながら、

この不納欠損額を見ますと、１１５万４７６円の町税の不納決算が出ておるわけでございます。

これを１５年、１６年で見ますと、１６年が４１万３，６４７円、１５年が２８万６，４００円

と、急激にこの１７年度で跳ね上がってきておると。また、野田川町、加悦町さんを見ましても、

加悦町さんが１４万５，７００円ですし、野田川町さんが１０９万４，１１６円ということで、

岩滝町のこの不納欠損が突出しておるように私は感じるわけでございますけれども、まずそこら

辺でこの内訳、いわゆる地方税法による滞納処分の停止の要件があると思うんですが、それを別

にして、その要件別にちょっと内訳を知らせていただきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 大江主幹。 

大江主幹 ただいまの質疑といいますか、お尋ねでございます。不納欠損が急激に、１５年、１６年から

比べて跳ね上がっていると。他の加悦、野田川だと思うんですが、の方から見ても突出している

というようなことで、欠損の内訳はどのようであるかと、要件別にというお尋ねでございます。

言われますように、不納欠損につきましては、まず地方税法の規定によって１５条の７項だった

と思うんですが、３項目ほど該当する場合には滞納処分の執行を停止してもよいという項目がご

ざいます。その一つに、生活が困窮になったというのが一つ。それは具体的に申し上げますと、

生活保護をいろいろな事情によって受けられるケース、こういうようなケースのときには停止し

てもよいと。それから、居所が不明であると。いわゆる滞納者の実態を調査したあげくに、その
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居どころがわからない。行方不明といいますか、そのようなケースのときにも執行を停止してよ

いと。それと居所不明及び財産も不明であるというような場合には停止してもよいというような

こと。それから、１５条７項の、第５項ですか、私は破産をして、そして競売に土地家屋がかけ

られたというようなケースがあったときに、その物件が人手に渡ったというような場合も、財産

も競売によってすべてないというような場合には、この５項によって執行停止をかけて、直ちに

消滅をさせる。そして不納欠損をすると、こういうようなケースがあります。 

また、そのほかにもこれに似たようなケースもあろうかと思いますが、１７年度で欠損処分を

させていただきました内訳につきましては、生活困窮者、いわゆる生活保護にかかられた方、こ

れが４名ございます。それから、他町へ転出をされて、そして過去から年に２回あるいは３回ほ

ど、住所がわかっておりますので催告をいたしておりますが、何分遠隔地なもんですから、連絡

も全くないしということで、こういう方につきましては、住所地あるいは本籍地へ財産等の照会

をいたしまして追跡調査をするわけですが、財産もないというようなことで処分をしたものが

４件ございます。それから、競売にかかって、そして財産がすべてもうないというようなことで

処分をしたものが３件ございます。それから、納税者が死亡されたがために負債がどっと出てき

たというようなことで、財産も個人的に売られてというようなケースが２件でございます。 

これで１３件で、あと１件につきましては時効ということで欠損処分をしております。この時

効につきましては、余り詳しくは申せませんが、納税者の方がなくなられて、そして相続関係で

ちょっと裁判ざたになりまして、当初亡くなられてから、課税をしとった方が裁判で負けたとい

うようなことで、その分を時効で処分をさせていただいたと、１７年度におきましては、こうい

う理由で欠損処分をさせていただいたということでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） 今、答弁いただいたんですけれども、余りにも急激にふえておりますので、合併

という、そういうことがあったので、この機会に身を軽くするということも大事なのかもしれま

せんけれども、この合併という機会に何もかもどさくさまぎれという言葉がいいか悪いかしりま

せんが、ここに持ってきたと、こういうふうな感も受けざるを得んのです。ただし、この法律に

基づいて地方税法の滞納処分の停止の要件等の１５条の７に基づいてきちっとされておるという

ことだったら私はいいと思うんですが、その辺については改めてお尋ねしておきます。どうです

か。 

委 員 長（赤松孝一） 大江主幹。 

大江主幹 失礼いたしました。 

  合併が目に見えているから、この際、もう何でもかんでも欠損処分しとけと、こういう意味合

いで１７年度に行ったものではございません。この１４件のうちに執行停止をいたしましたのが

１０件ございます。これにつきましては、平成１４年９月にそれまでに調査をいたしまして、そ

して平成１４年９月に執行停止をかけたということで、その後３年間、何の納付もなくてという

ような状態が続きましたので、１７年９月に欠損処分をさせていただいたということで、たまた

ま時期が重なったということでご理解をいただきたいと思います。 

  それから、３名を競売の関係で欠損処分をいたしておりますが、これにつきましては、これも

たまたま競売にかかって、そして配当、交付要求も裁判所の方へいたしておったのですが、配当
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も全くゼロということで、主財源が多くてゼロということで、これも致し方なく、１７年度に地

方税法の先ほど言いました５項で消滅をさせていただいて不納欠損をさせていただいたと、こう

いうことでございます。 

  この処分の方法につきましては、法にのっとって処分をさせていただいたと、こういうふうな

認識を持っております。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） それでは、次の質問をさせていただきたいと思います。 

  先ほど服部議員さんの方からもクアハウスの問題が質疑で出ておりました。午前中も廣野議員

の方から質問があったわけですけれども、私も若干ちょっとお尋ねをしておきたいなというふう

に思っております。 

  まず、本年度の、この１７年度の施設の状況報告はこの資料には出ておるわけですが、昨年

１６年度と比べますと、入館者数で若干１，５００人ほどふえておるわけです。収入を見ますと、

前年度が１億５００万円ほどあったわけなんですが、これはレストランの関係があるで不足はな

らんというふうに思うわけですが、入館料等を見てみますと、ざっと３００万円近い金額が下が

っておるわけです。ということは、入館者はふてもふえても収入の方は落ち込んでおるというふ

うな状況になっておるように見受けられるんですが、ここら辺の原因は何かなと。 

  先ほども出ておりましたように、これは１６年７月からだったと思いますが、このクアハウス

については料金改定されて、一部バーデゾーンというふうなものが設けられて、そういう運営が

されてきたわけですけれども、そこら辺の効果が上がってないんかなと、はっきり言うて。午前

中もそういうふうな話がありましたけれども、そういうふうなことが伺えるわけですけれども、

そこら辺の分析はどうなっているでしょう。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

  いわゆる入館者数の伸びに対して収入が伴ってないというふうなご指摘でございます。この部

分につきましては、確かに平成１６年度の７月に料金改定をいたしまして、あの施設の全体的な、

いわゆる人が来訪されて利用される単価が安くなったということで、それはそれでねらいどころ

がよかったということです。しかしながら、１７年度のこの決算を見てみましても、確かに伸び

ておる中で利用料が減っておるということでございますが、この部分につきましては、まず料金

の部分につきましては１，２００円コース、いわゆる大人の１，２００円コースがクアハウスコ

ース、そしてバーデ・健康コースが８００円コース、そして健康浴コースが５００円コースが

５００円コースということでございまして、特に入り込みがふえたという部分につきましては、

クアハウスコース、またバーデ・健康浴コースということが主でございます。しかしながら、ク

アハウスコースの入館者のうち人数が１０万１，６５７人でございますが、そのうち会員さんが

ご利用される人数が６万２，４０２人ということでございまして、いわゆるビジターがお越しい

ただくのが３万９，２５５人ということでございます。いわゆる１，５００円コースが

１，２００円コースに下がり、８００コースの部分にも持っていったということの中で、こうい

ったいわゆる収支の流れがうまいこといってないということは事実なんですが、冒頭にも述べさ

せていただいたと思いますが、やはり健康増進施設として会員さんに目を向けた動きが全くでき
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てなかったんじゃないかというふうなことを課長なり私なりが３月に商工観光課に席を置かせて

いただきまして、クアハウスのスタッフとミーティングをする中で、毎月しておるわけですが、

こういった部分について会員をいわゆるお越しいただいて、そして岩滝だけではなくて加悦、野

田川の住民の方々にもこの施設を知っていただこうというふうなことで考えておるわけでござい

ます。いずれにしましても、会員の内数が入っておったということで、会員さんが１日２回来ら

れたり、そういうことも含めておるということでございます。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） 非常に会員数が多数占めておるわけで、私も会員の１人かもわからんですけれど

も、今はちょっと切れておりますけども、２，８５５万円の一般財源から放り込んどるわけです

し、もっともっとやっぱり町民の皆さんにこれを利用してもらわないかんというふうに思うけわ

ですけれども、旧町時代には３割ぐらいの地元の人しかこれを利用してないというふうな状況で

したんですが、今はこの辺はどのようになっとるか、ちょっとそこら辺も知らせていただきたい

と思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 糸井議員さんのご質問の中で、いわゆる入り込み者の町内、町外の分け方ということでござい

ますが、フロントの方もそういった部分については確認をしてないということで、ただ表現的に、

合併をいたしまして、この施設どうだというふうなことで、スタッフの方にもチェックしろとい

うことで゛今まで来ていただいた方と、そして見たことないなという方の部分をいわゆるメモし

とけというふうなことで、チェックをスタッフの方にさせておりますが、無料入館券等の関係も

ありますが、今までよりも与謝野町になって、野田川、加悦方面の方じゃないかなというふうな

方に現実的にお越しいただきつつあるということで終わらせていただきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） 時間がもう４分ほどしかありませんので、ちょっと角度を変えて申し上げたいと

思うわけですけれども、このクアハウスの運営方法について、若干ちょっと私の意見も入るかも

わかりませんけれども、正してみたいと思うわけですが、そもそも岩滝のクアハウスの設置の目

的は、いわゆる町民の健康増進等回復及び町の活性化を図るためにつくられたというふうになっ

ておるわけですし、その業務内容につきましても４項目ほど決められておるわけですけれども、

今の状況を見てみますと、どっちかいうと、いわゆる収益を前面に出しておるような運営方法に

なっておるんじゃないかなと。私は本来目的はもっと違うものじゃないかなというふうに思って

るわけです。その意味で、やっぱり町民の皆様方にもっともっと利用していただいて、この設立

の目的が十分満たされるような運営方法を考えるべきじゃないかなと。収益性を度外視するわけ

じゃないわけなんですが、とんとんにいけば一番いいわけですけれども、そういう意味で、もう

一度、やはりそういったものを運営委員会等の中で十分検討していただいた方がいいんではない

かなと。それならその目的に沿って私は施策を進めるべき。収益性を前面に出すんなら、それな

りの施策をとるべきである。あるいは健康増進のため、町の活性化のための施設とするならば、

そういった施設をやっぱり前面に出して運営すべきじゃないかなというふうに思っておりますの

で、そういう面で、もう一度やはり原点に返って、このクアハウスの運営方法を検討していただ
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くことがいいんではないかなと、こういうように考えておるわけです。 

  もう一つ、運営委員会というのが今あるわけですけれども、今、この１５名以内の運営委員会

はどのような方がなっておるのか、それについてもあわせてご答弁願いたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

  岩滝条例が制定されておりまして、ご指摘のとおり、設置につきましては岩滝温泉を利用した

町民の健康増進等回復及び町民の活性化を図るためにこのクアハウスを設置するものであるとい

うことでございますし、業務につきましては、町民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効活用

を促進すること、健康相談、健康講座等を開催し、町民のスポーツ、体力づくり等、健康指導を

図るこ、そして観光振興の促進に関すること、その他目的の達成のためにということで条例をう

たってございました。 

  合併当時もクアハウス岩滝条例の制定に向けては調整を図っておりますが、今現状どおりで進

めていこうということで、このままの形で新町に引き継いでいるということでございます。した

がいまして、そこの部分でいろいろと私ども内部でも議論をしておりますし、委員会の中でも議

論をしていただいとるわけですが、委員会の中でも、はっきり申し上げまして、二つの考え方が

ございます。経営理論で物事を発言される方もございますし、健康増進的な意見を述べられる方

もございますので、そこの調整をいかにするかという部分に、きょういろいろと意見を聞かせて

いただく中で、先ほど申し上げましたように、この議会が終わりました後、早急に、絞り込みを

した中で意見を聞かせていただく場を設けたいというふうに私自身思っておりますので、その辺

を理事者の方と調整をして進めていきたいというふうに思います。 

  それから、運営委員会でございますが、現在、新町になりましてから、町長の方から諮問機関

ということで９名の委員を委嘱をしております。申し上げますと、旧岩滝町の方々とそれから温

泉を利用されている方のご意見を聞くというようなことから委嘱をしているところでございます

が、ご指摘のとおり、委員会は１５名以内をもって組織し、次の掲げる者からというところで、

現在、議員さん方の委嘱はしておりませんが、議員さん、それから町民の代表者、それから学識

経験者、その他町長が必要と認めた者の中から１５名をもって組織するという形になっておりま

す。ですから、町内の方ということでありますが、充て職の部分とそうじゃない部分があります

けれども、地元商工会長、それから代表部長さん、観光協会長さん、それから長寿会の会長さん、

温泉療法士、先ほどもちょっと出ておりましたが、辻先生でございますが、それから婦人会長、

それから会員さんが２名と、あと１名につきましては有識者ということで、町長が特に認めた者

ということで、お一人入っていただきます。それにアドバイザーが高木先生という形で構成をし

て、いろいろと意見をいただいてるというのが現状でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） 充て職的なものが非常に多いように思うんですが、これからはやはりそうでなし

に、真剣にそういった運営を考えていただく人を、学識経験者等も含めて選んでいただいて委員

会をつくっていただく。そして幅広く、与謝野町になったんですから、旧岩滝町民ではなしに、

旧野田川・加悦町民の方々も含めて、幅広い中でひとつ選任をしていただきたいなと、このよう

にお願いをしておきたいというふうに思います。 



－110－ 

  もう時間がなくなりましたんで、最後に一つだけ指摘というんですか、お願いと言ったらいい

のかわかりませんが、率直に申し上げまして、今回この決算書が出されましたけれども、全般的

に見て資料不足ということは否めないというふうに思います。このクアハウスの問題についても、

やはり資料も提出されておりませんし、一部資料が出ておりますけれども、いわゆるそういうふ

うな全体的に、特別会計も含めて出てないと。議会から言われたから出すというふうなもんでは

なしに、やはり提出するときにはきちっと資料も添えて提出をしていただきたい、このように私

は要望しておきたいというふうに思います。 

特に一般会計につきましては、法令で定めておるに四つのものがございます。決算年度におけ

る主要施策の成果の説明書というのがですね、これはどうしても必要な書類でございますので、

ぜひ次回の決算議会には提出していただきたい。このことを特にお願いを申し上げておきたいと

いうふうに思います。 

以上です。終わります。 

委 員 長（赤松孝一） ここで暫時休憩をいたします。 

  ２時４０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時３０分） 

（再開 午後 ２時４０分） 

委 員 長（赤松孝一） それでは、休憩を閉じまして、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。畠山

委員。 

委  員（畠山伸枝） 質問させていただきます。 

  クアハウスのことにつきまして何人かから質問が出たわけですけれども、先ほど糸井委員の質

問に答えられましたように、あくまでこれは誘客施設でなくて温泉を利用した町民のための健康

増進の施設だという位置づけで温泉活用健康事業ということでクアハウスになったというふうに

思っております。そこで１人でも多くの町民に来てほしいということで無料券も配られまして啓

蒙してこられたというわけですけど、無料券がまずどの程度使われたかと聞こうと思ったんです

けれど、回収率は６４．５％ということで、これは年度末の回収率と理解してよろしいですね。

それから、通常の利用客もはっきりはこれは見分けるのは無理だと思いますけれども、先ほど加

悦・野田川方面からもぼちぼち来ていただいてるということで、ふえることを期待するわけです。

そして、先ほどから経営的な面ですね、収益を重視した質問が大変多く出ているわけですけれど

も、まちの方が多くこられれば、それこそ糸井議員も言われましたけれども、採算度外視するわ

けではないんですけれども、大勢の町民が利用する施設であればよいんではないかと私としては

考えております。 

  次に、クアハウスで水泳教室、またはアクアビクスなど、いろいろと健康に役立つ事業をして

こられたと思いますが、この利用についてはどのような状況になっているか、まちの方も大勢来

られているのか、お尋ねをしておきたいと思います。 

  健康志向が高い時代ですので、ニーズに合った企画をもっと考えていただきたいと。そして、

温泉やプールを利用した健康づくりに力を発揮いただくことを期待したいと思っております。そ

う思いながらおりましたら、きのう京都新聞に出ておりました「観光関係者がモニターツアー、

クアハウス岩滝施設体験」ということで、２５日に旅行代理店などの観光関係者が来られたとい
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うことで、天の橋立リフレッシュプランというものをつくってモニターツアーに来られたという

ことが書いてあります。 

  このように、やはり全国的に見れば健康志向というのは本当に高いわけですね。病気ではない

けれども、健康ではない、こういう方が今ふえているということで、こういうことにもどんどん

と利用していただきたいと思いますので、この件に関しても、与謝野町としてどういうリアクシ

ョンをされてるのか、ちょっと念のため、参考のためにお尋ねをしておきたいと思います。 

  このプールというものは、障がいのある人でも水の中では体が自由に動く。そして、本当に伸

び伸びと体を動かすとか、いろんな体験ができるというふうにお聞きしているんです。そして、

旧岩滝町には養護学校もありますし、療育の関係の子どもさんが使うのはかなり難しい部分もあ

るかと思うんですけれども、障がいのある方には安く使っていただくというようなことが考える

ことができないのかどうか、これも今後の課題として、ぜひとも運営委員会なり町の方の関係者

の方とかで検討していただきたいというふうに思います。 

  次に、クアハウスに行くための巡回バスが旧岩滝町では火曜日に出ております。そして、これ

をとっても楽しみにしているお年寄りさんたちを私は数人知っているんですけれども、この利用

状況というのはどんなものでしょうか。できるだけ大勢の方に利用していただきたいと思うんで

すけど、この点についてもお尋ねをします。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 たくさんの質問がございましたけれども、健康事業につきましてのクアハウスの現状の取り組

みにつきまして、また巡回バスの利用状況等につきましては、小室主査の方から報告させますけ

れども、リフレッシュ丹後ということで京都新聞に載っておりました記事記載でございますけど

も、決算議会の方で私が特に前もって申し上げておりませんけれども、京都府の事業でございま

して、丹後地域のエリアをリフレッシュエリアと位置づけまして、それぞれのエリアの中で健康

志向に基づいた観光を見つめてみようというのが利用趣旨でございまして、与謝野町エリアにつ

きましては、来年、加悦谷地域のエリアでそういうものを模索していくという計画になっており

ますが、既に新聞にも載っておりますように、宮津・岩滝エリアの中で健康増進を図った、そう

いうような取り組みということで、旅館と与謝の海病院、そしてクアハウスをうまくコラボしな

がら、その中で健康体験をしていただいて、リフレッシュをしていただきながら観光し、そして

また帰っていただくというようなもくろみでございます。 

  具体的に言いますと、京阪神方面をターゲットにしておりまして、今回はモニターであります

ので、エージェントの代表者を集めましてそのコースを体験いただくわけですが、最初、与謝の

海病院で健康診断、献血等をいたしまして、その内容がわかるまで、一定、健康に向けてクアハ

ウスでいろんな健康の体験をしていただくと。プールも使いながらということですが、そして、

その日の夜は旅館に入っていただいて、健康食を体験していただくという形のものでございます。

そして最終的に与謝の海で出ました結果をもとに、そしてそれぞれの方に健康指導というような

ことをして、お帰りの後でもそのメニューで努力いただくような形で取り組むというようなこと

が模索されまして、そして具体的に商品化できるかどうかを、今、エージェントに体験をいただ

くというのが記事記載でございまして、こういう形の中で京都府が丹後活性化プランの中の一つ

のメニューとしてリフレッシュエリア丹後構想みたいな形でそれぞれの地域で取り組んでいくと
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いうメニューの一つでございますので、このクアハウスにつきましてはそういう活用をしていた

だけるというふうに期待をしているところでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

  ご質問の前に、無料券の状況につきまして、もう一度確認をしながら答弁をさせていただきた

いと思います。 

  無料券につきましては、１７年度の配布枚数が１万１，８４６枚、人数にいたしまして延べ

８，０９１人ということでございます。ちなみに、１６年度につきましては、８，８３６枚とい

うことで、人数にいたしまして６，８５１人ということでございます。ちなみに、現在の平成

１８年度合併いたしまして、保健課の方、主導型がお世話になっております無料配布の部分につ

きましては、既に昨年度を上回る利用だということで、その資料につきましては、６月からの利

用ということで、実３，０９６名の方が６、７、８月で既にお越しいただいてると。先ほどの部

分は４月からですので、今回の１８年度は６月からということで、３，０９６名の方にお越しい

ただいとるということでございます。枚数にいたしまして６，１０４枚ということで、先日日曜

日にこういうエピソードがございまして、野田川の若いお孫さんが膝の痛いおばあさんを連れて

こられまして、フロントの方のスタッフが介添えをして、プールの方に誘導したということの中

で、券をご利用されて、そしてフロントの方で女性スタッフの方が丁寧に説明をさせていただい

て、笑顔でご利用いただいたということで、お帰りの際には笑顔で帰っていただいたということ

で、無料券の部分については、そういう部分で一部貢献をしておることもあるなということでご

ざいます。 

  続きまして、クアハウス岩滝での水泳教室などの経費でございますが、入といたしましては、

クアハウスの使用料の中で各種教室ということで、１７年度決算、岩滝決算で８３万

４，０００円でございます。これにつきましては、スイミングスクールということで、春、秋の

二つのコースを設定をいたしまして利用をいただいております。まず、春は子どもを対象に子ど

もが４０名、大人が５名、合計で４５名ということで、まちの内容としましては、岩滝地域が

３２名、野田川地域がお１人、宮津が９名、京丹後市大宮が１名、京丹後市峰山が１名、弥栄が

１名ということで、４５名でございます。これにつきましては、週１回の１２週ということでコ

ースを設定したということでございます。 

  続きまして、秋の部分でございますが、１０週実施しておりまして、合計で３７名、子どもさ

んがうち３５名、大人が２名。内容としましては、岩滝地域が２８名、宮津が７名、加悦地域が

お１人、弥栄がお１人というふうな構成でございまして、スタッフのいろんな指導の能力につき

ましては、温泉トレーナーなどがプールを得意としておるそういうスタッフが水泳の教室をお手

伝いをさせていただいてやっておるということでございます。これにつきましては、職員数も下

がっておる中で、スタッフの方が創意工夫で実施をしておる事業だったということでございます。 

  続きまして、クアハウス行きの巡回バスというご質問でございますが、旧岩滝地域におきまし

ては、毎週火曜日に出していただいておるということでございますが、これにつきましては、火

曜日に１日当たり約１５人×４週×１２月ということで、７２０人程度の高齢者の方がこのバス

に乗っていただいてお越しいただいておると。ですが、これはクアハウス主導型の事業ではござ
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いませんでして、あくまでも岩滝長寿会などの要望によりまして、マイクロバスの管理課の方が

いわゆる許可を出されて出動をしていただいておるということでございますので、その部分にと

どめさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 畠山委員。 

委  員（畠山伸枝） 大変わかりやすく丁寧な答弁をいただきました。それでですね、先ほどの京都府

が主導の健康の活性化プランですね、これにつきましては、町としては傍観してるって言ったら

変な言い方ですけど、特に何もしなくていいというと変な言い方なんですけど、歓迎の気持ちを

あらわすぐらいのことでよいのかどうか、もう一回ちょっとお尋ねしておきます。 

  それからですね、クアハウス行きの巡回バス、これはクアハウス主導じゃなくて町のマイクロ

バスを出していただいてるということですけれども、与謝野町という一つのまちになったわけで

すね。そうすると、遠くの方も来たいと思ってる方もおられると思うんですね。せめて野田川駅

からとか、加悦の庁舎の前からだとか出していただければ、もっと足のない方も来られるんじゃ

ないかなということで、今後の課題ではありますけれども、ぜひとも実現していただきたいなと、

これはお願いしておきたいと思います。 

  先ほどの府の制度のことだけ……。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

  もちろん町も当然、所管課としてかかわっておりますクアハウスがそこの一つの形の中に組ま

れておりますので、当然、その中におりますトレーナー、スタッフとそれから旅館、そして病院、

そして京都府、それから私ども町との実行委員会的な、協議会的なものをつくりまして、どうい

う方法でやっていくべきなのか、それぞれの長所を引き出すという形の中で情報を共有してやっ

ていくと。ただし、この事業につきましては京都府の方から事業費、経費につきましてはすべて

出ておりますので、町負担でもってここに参画しているというものではございません。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 畠山委員。 

委  員（畠山伸枝） いろいろとありがとうございました。ぜひとも障がいのある方が使いやすくとい

う点と与謝野町をもうちょっと巡回できるような方法については、今後の課題としてお願いをし

ておきまして、次の質問に移ります。 

  １０５ページに介護者慰労金というのがあるわけですけれども、これは私は７万円だと思って

おりましたら、実は５万円だったということなんですけれども、介護度によってそのご家族の苦

労っていうのは全然違うと思うんです。ですから介護度３なら幾ら、４なら幾ら、５なら幾らと

いうようなランクづけは全くないのか、それをひとつお聞きしたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小林課長。 

小林課長 ご質問の家族介護慰労金でございますが、今、畠山議員から、７万円だと思っておりましたと

いうことですが、これにつきましては、当町の場合、１７年度に７万円から５万円に引き下げを

させていただいております。１７年度の町の財政状況から、いろんな各団体につきましても補助

金の削減といいますか、減額をさせていただいております。この中の一つとして家族介護慰労金
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につきましても７万円を５万円ということとさせていただいたものでございます。 

  次に、家族の介護の苦労はかなり違うのだということで、ランクづけはないかということでご

ざいますが、制度が始まってから諸ランクづけはさせていただいておりません。また、今で言う

近辺の町につきましても、ランクづけはなかったものでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 畠山委員。 

委  員（畠山伸枝） この介護者の激励金だと思っていたんですけれども、慰労金ですね、これについ

ては、一時、京都府の制度もあったので、１０万円を超えたこともあったと思うんですけれども、

制度がなくなった中ですべて全額を町が負担しての制度ということですので、大変ありがたいこ

とだとは思っているんですけれども、こうやって確かに財政状況は苦しいという中で、減らされ

るというのはある意味、しょうがないんかなと思うんですけれども、老人ホームも入れず居宅で

介護する方の大変さ、こういうものがわかっていれば、もうちょっと上げてもいいんではないか

と思うわけです。 

  というのも、私も１０数年、母親の介護をしてきたんですけれども、介護という仕事は、子ど

もを育てるのと違って成長しない。よくなることはほとんどあり得ないという中で見とっていく

わけですから、楽しみとか、そういうのは全くないわけです。いつ果てるともない忍耐が続く訳

ですので、大変だということを申しておきたい。 

  それともう一つ、京都府の１０万円という制度があるとお聞きしたんです。これ大変ハードル

が高いということですけれども、どのような制度になっているんでしょうか。 

委 員 長（赤松孝一） 小林課長。 

小林課長 お尋ねの京都府の制度でございますが、金額にして１０万円でございます。この対象者につき

ましては要介護度が４もしくは５、そして町民税非課税世帯、それとサービスを受けていないと

いう条件がございまして、制度はあるものの、ここ３町では近年、該当者がおられないというこ

とになおっております。 

  畠山議員さんがご家族の方の介護で大変だったというお話を承ったわけでございますが、私も

家族の中で少しだけ介護を携わらせていただきました。本当に大変だと思います。そういったお 

気持ちをこれからも、今のご指摘、ご希望も私自身受けとめさせていただきまして、現在、担当

課は違いますが、担当課の方にも伝えたいというふうに思っております。 

委 員 長（赤松孝一） 畠山委員。 

委  員（畠山伸枝） 先ほどから５万円、１０万円と言っているんですけど、これはあくまで年間の話

ですので、１月に１万円にもならないわけなんですね。いい温かみのある答弁をいただいたわけ

ですけれども、府の方のこのハードルですね、介護度４、５で町民税非課税までは、これはまだ

しもよいとして、その上、サービスを一切受けていないというところがね、居宅介護でヘルパー

さんに来てもらう程度の介護ならそれが当てはまるように、ぜひとも府の方に強く要望していた

だいて、制度をもう少し使える制度にしていただくように町からもお願いしていただきたいとい

うことを、町長はじめ関係の方にお願いして、質問を終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 町長。 

町  長（太田貴美） 畠山議員さんにお答えいたします。 

  確かに、そういう形でもっと使えるような、制度がせっかくあるわけですから、それが生きる



－115－ 

ようなことにぜひお願いがしていきたいと思いますけれども、これが始まりましたのは、もとも

と年に一回、介護をしている方を慰労しようということで、社協が中心でしたか、町が中心だっ

たか、ちょっと私も記憶がないですけれども、そういう形で１日でも介護から開放してというよ

うなところからこれは始まったと思うんです。 

野田川の議会の中で議員さんの提案で、年間、そうじゃなしに、慰労金を出していこうという

ことで、そういう形で当初は６万円だったか、ちょっと数字は覚えてないですけども、そういう

のが始まって、それを府の方へ要望しまして、府も若干出していこうということで、府と町とで、

たしか一番多いときは７万円、７万円の１４万円になっていたと思うんですけど、そういった制

度がなくなったので、それぞれの町が今までやってきたものを抑えながらでも、何とか手だてを

ということになってきたと思うんです。 

そういういろんないきさつの中で、こういうこういう経過があった中で今の制度になってると

いうふうに思いますので、それらについてやはりもう少し府の方も、全くゼロということではな

しに、もう少し使いやすいといいますか、本当に介護に疲れた方に対する、そういう配慮を示し

ていただくように要望がしてまいりたいというふうに思います。 

委  員（畠山伸枝） ありがとうございました。終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 他に質疑はありますか。伊藤委員。 

委  員（伊藤幸男） それでは、岩滝町の決算なんですが、幾つかまずお尋ねをして、それからほかの

広域化問題について質問したいというふうに思ってます。 

  ご存じのように、合併して、その直前の決算ということで、合併時にはいろんな経過や状況も

あって、非常に住民の中で意識がいまだにまだ合併について素直に受け入れられない、こういう

点が幾つかあるわけですね。それは一つは経過の中でも以前に申し上げましたが、合併協議その

ものが結論を出すまでに１カ月半ぐらいだというようないろんな要因があったと思うんです。そ

れは置いといてですね、私は、こういう疑問や不審を１日も早く払拭するという立場から、今回、

岩滝町の議案についての若干の質疑をさせていただきたいというように思っています。 

  １点目は、合併を記念をしてですね、合併グッズといいますか、防災グッズを全戸に配られま

した。これは大変積極的なことで、防災対策の上で非常に大事なことなんですね。本来なら

２３号の台風災害を受けて大被害を受けた加悦町の町民の皆さんにこそね、ここは配りたかった

なというのが私の実感です。それは加悦町は残念ながら災害を受けても、その復旧のために金を

使ったために、もう全く金がないということですから、これは仕方がないといえば、町が合併す

るんだけども、仕方なかったなと、残念でなりません。 

  そこで、この決算では１，８２５万円というふうに計上されています。全世帯にこの防災グッ

ズを配布されたということなんですが、中身も含めてご説明願えたらと思っています。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 決算書のページでいきますと、８１ページの一番下の報償費の中の記念品等１，８２４万

９，０００円のうちの１，８０６万円が防災グッズの経費でございまして、先ほど申し上げまし

たように、１セット８，４００円のものを２，２５０世帯ということで購入をさせていただきま

した。 

  中身でございますが、セットの中にタオル、手袋、ごみ袋、それからウェットティッシュ、ブ
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ルーシート、蛍光器にハンディラジオがついているもの、それから水入れ、コップ、それから水、

乾パンなど２０点と、それらを入れる防煙のレザー袋のセットでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 伊藤委員。 

委  員（伊藤幸男） このことを教訓にしてですね、やっぱり防災グッズは、今、答弁があったように、

なかなかいいものも入ってるわけで、これは特に災害された加悦の被災の現場からすれば、そう

いう気持ちが行政として、新町としても、前日、どう教訓化するかという点で申し上げましたが、

これは災害対策としてもね、また災害に強いまちづくりをする上でも、これは加悦町の方にも野

田川町の方にも、特に被災された家庭にとっては非常に涙が出る思いで受けとってもらえると思

うので、これは検討の価値があるというふうに思ってますから、この点を私の意見として申し上

げておきます。 

  次に、二つ目、合併協の中での岩滝町長からの発言が最終の段階といいますか、途中の段階で

ありました。この点で、今の太田町長もその協議の場に立ち会っておられたんで、お伺いしてお

きたいというふうに思っています。 

  それは、私どもは加悦の議会に当時おったわけで正確な情報はわかりませんが、私が聞いてる

限りでの認識ですので、ずれがあるかわかりませんが、当初、合併のときは基金を持ち寄ろうと

いう話が提起されたようです。これは岩滝町長から出されました。これはどういう経過と内容で

起きてきたのかという点をお伺いしたいなと思っています。それは、はっきり言っておきます、

もう。 

私の問題意識は、冒頭に言いましたように、災害で受けてガタガタになってる加悦町と同じよ

うな金額リスクで基金を持ち寄るというような提案は土台おかしいというふうに、再三、議会の

中でも言ってきました。基準はどうなんだって言っても、そこは、はっきりしなかったんですが、

そういう経過も含めて、太田町長はその協議のど真ん中におったわけですから、その点での協議

の中身を教えていただきたいと思っています。 

委 員 長（赤松孝一） 町長。 

町  長（太田貴美） はっきりといつどこでということが余り思い出せないんですけども、１市４町の

合併協議の中にもこれが出てまして、それぞれちょうど丹後６町が合併されるときに、あそこは

初めにそういう最低これだけの基金は持ち寄ろうというふうな話があったというふうなことを受

けて、１市４町の合併の協議の中でもそういう話は出てましたけれども、それを決めるというと

ころまでも行っておりませんでした。また、そうこうしているうちに３町でという話になりまし

たので、そのときに一定の基金を持ち寄ることはどうだろうということが糸井町長の方からの提

案がございましたけれども、現実、それぞれの町の財政の中身が違うわけですから、最低幾らと

かいうようなことにしたって、現実はそれは難しいだろうということで、そうしようというとこ

ろまで決めずに、決めずにというよりも、そういう提案はありましたけれども、それをどうしよ

うというところまでは決定もしておりませんでした。そういう中でいろんな選択をそれぞれの町

がしたということです。ただ駆け込みのようなことはやめておこう。そしてまた、できるだけむ

だがないように持ち寄ろうということについては３町とも一致はしておりました。だけど、何％

の基金を持ち寄ろうという、そこまでは決定するというところまでは至っていなかったというこ

とでございます。 



－117－ 

委 員 長（赤松孝一） 伊藤委員。 

委  員（伊藤幸男） 今の答弁を聞いてましてね、私も先ほど冒頭にも言いましたが、加悦の議会で繰

り返し私が主張してきたのは、基金は人口比でも何でもないと、それは。もっと言えば、例えば

後年度負担で国から交付税措置されてるということで、辺地の町を抱えてる加悦町にとっては借

金が財政ですよ、後年度で処置してもらえるというね。だから機械的に借金の額面だけで物事を

決めてもらったら困ると。それはそういう町なんだから。そうですよね。これは今言っとる特殊

性の問題ですよ。ですから、そういう角度から財政分担をするんであれば、それは大儀があるけ

ども、額面だけでそういうことを人口でね、人口と額面だけで決めるなんていうような、そんな

単純なことは困るでということを私は言ってました。これは私の考え方ですから、どういう協議

を具体的にされなかったと、詳しい中身をされなかったということですが、そういう角度が必要

だったんではないかということを私は言っていました。 

  次の質問、三つ目、水洗化事業についてもですね、岩滝町長が、山間地での住民負担リスクで

すね、これが平地というか、この界隈の方の負担と均等化する必要があるということもあって、

合併浄化槽でしたか集落排水でしたか、その事業について特別な助成をして辺地のリスクが高く

なるということで、これは加悦町が事業をやったときからそれは導入しようということで、私自

身も申し上げてきたんですが、そういうことが制度としてあったと。しかし、この問題について

もですね、いわゆる水洗化事業について、そういう補助を出すようなことはやめた方がいいとい

う提案をされたという話を聞いています。これはどういう経過だったのか、これも太田町長が当

人者の一人ですから、お伺いしておきたいと思っていますが、聞いてなかったら担当課でも聞い

てもらったら。 

委 員 長（赤松孝一） 町長。 

町  長（太田貴美） 何か話の中でそういうことがあったようにも感じるんですけど、具体的にどうだ

ったというのは覚えておりません。下水の方でもしあれでしたらお願いします。 

委 員 長（赤松孝一） 城﨑課長補佐。 

城﨑課長補佐 伊藤議員さんのご質問にお答えします。 

  私も町長に、それこそ何度となく呼び出しをいただきまして、その経過を説明してまいりまし

た。といいますのも、私の上司であります現在の下水道課の西村主幹の方から、この制度は、伊

藤議員さんもおっしゃいましたように、従来の加悦町からそういう格差をなくすために行ってき

た事業なんで、ぜひとも城崎君から町長にちゃんと説明してくれということで、回数にして４回、

町長室にうちの岡田参事と足を運びまして、頼みます、これはやってもらわなあかん事業なんで

すということで、最終的には認めていただいたという経過がございます。 

委 員 長（赤松孝一） 伊藤委員。 

委  員（伊藤幸男） 丁寧な答弁で、今申し上げた問題は、今幾つか言いましたけど、これが私は新町

でもこういう考え方ね、言ってるのわかりますよね、こういう違いをきちっと認めた上で、それ

に応じた個別策が要るんだと。だから均一対応そのものがいいんでなくて、実情に応じて対応す

ると、これがやっぱり新町に求められているんではないかというふうに思ってますので、ぜひそ

ういう配慮を十分した上で今後も新町のまちづくりに生かせていただきたいというふうに思って

います。 
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  もう１点だけ、これは住民の皆さんの不安にこたえる意味でお伺いしておきたいと思っていま

す。 

  これは大下総務課長になりますかね、いわゆる合併の直前で本庁の改修問題が大問題になりま

した。これは加悦の人にとっては遠くですからね、庁舎があっちへ行って、加えて立派な加悦庁

舎があるのに何で改修までするんだと、これは当然の疑問です。これは当然なんです。その上で、

本庁機能が行ったわけですから、これはもう当然改修しなきゃいけないというように思うんです

が、それは最終的にはどれぐらいの金が要ったのかいうことですね。総額でどれぐらいの改修さ

れたのかという点を、概要で結構ですから、お答え願いたいと思っています。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 この工事費の額につきましては、月曜日、３町の決算のときに出てくるんは出てくるんで、ち

ょっと油断しておりまして申しわけないです。 

  それでですね、岩滝庁舎の改修の最終でございます計画段階、これは合併協議会にお示ししと

った総額は２億４，５７９万６，０００円でございました。それで実施が請負差金等もありまし

て、２億２，３７５万５，０００円でございます。それで合併推進債を充てております。当初の

計画のときには、解体等撤去する部分には推進債は当たらないだろということで、その部分を除

いておりましたが、最終的には先ほどの事業費総額の９０％が充当をされまして、起債発行額は

２億１３０万円、残りは２，２４５万５，０００円が一般財源ということでございます。 

  それから、改修の面積でございますが、増築した部分、エレベーターを設置したということで、

増築部分が１１８．０５８平米ということでございます。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 伊藤委員。 

委  員（伊藤幸男） ありがとうございました。 

  次の質問、これはガラッと変わりまして、実は５月議会でもちょっと取り上げてきた問題で、

ちょっと長くなるので、もうわずか２分ぐらいしかありませんので、今回、入り口をやった上で、

それで次のときにも、非常に悪いんですが、さしてもらえるということで、実は例のごみの広域

化事業について５月議会でうわさがあると言われていた秘密協定の問題で、うわさではないみた

いだというふうに、もう一歩前進したことがコピーで入手しました。このことについてどうして

も皆さんにも認識を一致させる必要があると、事態を打開する意味で。私は二度とこういう失態

を繰り返さない。それからまた、３０億円もかけてやったわけですから、工場をつくったわけで

すから、５年で打ち切らすわけにいかんという、こういう積極的な立場から論議をしたいという

ふうに思っています。もう時間ギリギリまでやりたいと思っています。 

  まずですね、今回あれですから、初めにごみの広域化事業そのものの経過説明を、新人の皆さ

んもおいでるので必要だということですから、時間いっぱいまで説明させていただきたいと思っ

ています。 

  経過と概要はですね、当時、今から見ますと７年前、平成１１年からこの事業が始まり出した

わけですね。当時、与謝郡の４町は、可燃ごみについては。 

委 員 長（赤松孝一） 伊藤議員、まことに途中でございますが、ゼロ分になりましたので、一応、次回

に引き継ぎをいたします。 
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  ほかに質疑ございますか。多田委員。 

委  員（多田正成） 皆さん、それぞれにクアハウスのことが午前中から続出しておりますけれども、

私も、もう少しクアハウスのことでお尋ねしたり、それから１点は、教育長に図書の関係でお尋

ねをしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 クアハウスにしましても、リフレにしましても、大変、経営という問題になりますと厳しい問

題があるなというふうに私も感じておりますし、先ほども糸井議員の方から言われましたように、

これは営利だけが目的ではないという趣旨で立てられたということもよく理解ができるわけであ

ります。そうなら今後どうしたらいいんだということですけれども、私は、このハウスにしまし

ても、非常に今後、あのような規模の中で今の人材がどのくらいな程度おられるかしりませんけ

れども、高木コンサルタントに適材適所といいますか、そのことについての人材の派遣がなされ

ているだろうなというふうに思いますけれども、その辺の人材の割り振り方といいますか、そこ

に何人おられるのかということが少しお聞きしたいなというふうに思います。よろしくお願いい

たします。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

支配人がいないという現状でございまして、結果的に申し上げますと、現在、職員として当た

っております部分としましては７名でございまして、臨時職員という形で２名、要するに９名の

職員と、あとシルバー人材センターにプールの監視、それから館内の清掃等を委託しておりまし

て、プールの監視が２名、それから館内清掃が４名という形でしております。 

 さらには、職員部分も若干報告させていただきますと、主査という形でトレーナーが１名、そ

れからトレーナー補助、それから機械整備で主事が１名、それから温泉作業員という役職づけに

しておりますが、フロント、機械整備等で、臨時職員も入れまして、あと６名でございます。そ

のうち温泉作業員の中では男性が１名でございます。先ほど言いましたトレーナーとトレーナー

補助も男性ということで、男性が３名、あとは女性という形で日夜営業を行っているというとこ

ろでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 多田委員。 

委  員（多田正成） 委託の分につきましては、それぞれに委託料を払って管理をしていけばいいと思

います。清掃なんかもそうでしょうし、私の言いたいのは、例えばプールところに何人、あるい

はレストランはこれはテナントですから、タッチすることはできませんけれども、あそこの館内

で適材の人数というものがあると思うんですが、それがうまくコンサルタントによって配置され

ておるのかどうかという問題であります。そのことが一番問題でありまして、人数さえおればい

いというものではありません。その辺がうまく指導されておるのかどうかということが問題であ

りまして、それと、根本的にこの辺の運営の仕方をどこまでいっても追及しても答えが出るもん

ではありません。今後あそこをさらに開発していくには、与謝野町として物事を考えていかなけ

ればなりませんので、話を聞いておりますと、レストランが一番上にあったり、レストランとい

うものは、大体、通行人の方もちょっとたばこして食事しようかというような形で一番下にあっ

たりとか、３階ですと、やはりあそこは場所がいいもんですから、海を眺めながら風呂に入れる

とかいうことなんですけれども、少しその辺の設計のバランスがありますんで、あのまま「赤字
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だ」「赤字だ」と言って今後３，０００万円ずつ毎年つぎ込んで、１０年もたてば３億円になる

わけですから、ここでもう一度、補助金の引っ張れるような問題を考えまして、リニューアルし

ていって、より効果的な建物にしていけるようなことが、そして丹後といいますか与謝野町の観

光ルートに乗せていけるような、そういうことが大きく展開できないかなというふうに考えるわ

けでして、いくらこの財政をどうのこうのと言って追及してみても、とても解決する問題ではあ

りません。今後、将来に向かって展望の開ける状態なら、やはりもう一度、財源をつぎ込んで、

さらに発展をさせていくということが必要ではないかなというふうに考えますんで、その辺の展

望がありましたら、少しお考えをお聞かせください。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

 最終的に理事者との詰めができておりませんが、リニューアルにつきましては、特に考えてお

りません。現状維持の中でどれだけできるかというところでの議論が正直なところでございまし

て、もうそれ以上のことが申し上げれないのが現状でございますし、現状の中で空き室の活用等

は、やっぱり現状の中ではいろいろと創意工夫は、館内並びに私どもの方で行っておりますけれ

ども、建物自体を今どうこうというのは議論の状況がないということでございます。 

 それから、人的な配置でございますけれども、１人の人件費の単価が高い安いの話は別といた

しまして、人的な配置につきましては、やはりこのクアハウスは木曜日が休みになっております

けれども、土日も出勤しておりますし、労働時間的なことを考えますと、やはり雇用する立場と

しては、当然、労働基準法にきちっとのっとった形の中でやっていかなければならないわけであ

りまして、この人数の中でローテーションを組んで精いっぱいさせているという状況でございま

して、たくさんもっと人がおればうまくまいるんですが、最低の人数で最良の努力をしていると

いうふうに認識をしております。 

委 員 長（赤松孝一） 多田委員。 

委  員（多田正成） リニューアルしていくということなら、財政の方からの考え方もありますんで、

簡単に「やります」というわけにはいかないことも承知をしております。しかし、今後さらに飛

躍するためには、やはりその辺の考え方も取り入れていかなければ、決してこの解決する問題で

はない。ただ、それをしたといって、またすごいもうかるとか、また発展するとかということは

結果論でありますんで、わかりませんけれども、同じことを、これが建ってからもう１５、６年

になるんですかね、同じことの中で１６年間も経営していても、とてもニーズにこたえれないと

いうことがあります。やはり時代に合わせて、そこら辺も投資するときは投資をして、新たに歩

んでいくという姿勢も必要ではないかなというふうに思います。 

 ちなみに、ちょっと先ほど入り込み客のもんを言われましたんで、ちょっとその辺を分析して

みましたら、やはり１日に３９１人、４００人近い人数が利用をされております。その中で客単

価としましては、１人当たり６２０円ということでありますから、しかし、総経費から算出しま

すと、１人当たり７４４円の経費がかかっておりまして、１人あたり１２４円の負担ですから、

入り込み客に１２４円、入ってもらうたんびに配っているという状況で今のところなっていると

いう状況に思います。これは営利が目的ではないと言われましたけれども、やはり工夫をして、

少しでも財源がふえてくるときならいいんですけれども、財源が厳しいもんですから、やはり創
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意工夫をしてやっていっていただきたいなというふうに思います。 

 それでは質問を変えます。 

 ２０１ページの図書購入費でありますけども、先ほど説明をいただきました。かなり新しい本

も購入されておるようでして、これは岩滝の方の時代に買われておりますんで、当然、本庁の方

にあると思うんですけれども、今それこそインターネットで図書室も開設されておるようなこと

でして、この与謝野町といいますか、与謝野町になってオンライン形式になってると思うんです

けれども、すべて各図書室でコンピュータにすべて本の所在がコンピュータの中に入っておりま

すでしょうか。 

四宮主幹 合併と同時にコンピュータシステムをいじりましたので、３館ともすべて入力されております。 

  以上です。 

委  員（多田正成） ということは、オンラインですべて結ばれておるということでありましょうか。 

 それともう１点お聞かせ願いたいんですが、３町合わせて、その図書の利用者というのがどの

くらいあるもんでしょうか。例えば、本庁の図書室を１館にしまして、それを与謝野町の住民が

そこを対応するのに、例えば１人のオペレーターが朝から晩まで勤め切って対応できるような人

数なのでしょうか、それともそうじゃなしに、そんなものは要らないというぐらいの人数なんで

しょうか、ちょっとお聞かせください。 

四宮主幹 朝の説明で申し上げましたとおり、旧岩滝町は、ことしの２月２８日現在の冊数が約４万

６，０００冊でございます。野田川、加悦と合わせますと、大体７万５，０００冊の蔵書になっ

ております。本館では、正職員司書が１人、それから臨時が２人、３人で対応しておりますし、

野田川は平日は１人、土曜日だけは２人、それから加悦も平日は１人、おとといの補正予算で認

められましたように、加悦も土曜日だけが２人体制になっておりまして、１日じゅう、休み時間

もあるわけですけど、その人数ですべてシフトを組んでローテーション方式でやっております。 

  以上です。 

委 員 長（赤松孝一） 多田委員。 

委  員（多田正成） これは私がなぜそのことを聞いてるかといいますと、この間も野村議員が図書室

のことを聞いておられましたけれども、オンラインでですね、加悦からも岩滝の本を引き出せ、

野田川からも出せるとするようにオンラインは組めておると思いますけれども、それをオンライ

ンで調べますと、瞬時、その本がどこに行ってるという問題がわかるのでしょうか。 

委 員 長（赤松孝一） 四宮主幹。 

四宮主幹 今の質問に対して仰せのとおりでございまして、コンピュータで検索しますと、加悦の本が貸

し出しであれば貸し出し中になりますし、岩滝に行っておれば岩滝ということで出ると思います。 

  以上です。 

委 員 長（赤松孝一） 多田委員。 

委  員（多田正成） すみません、時間がありません。そうですと、オンラインで岩滝の本が加悦に行

っていても、それはすぐにわかって、何日にそれが加悦に返ってくるというようなシステムもと

れるんでしょうか。 

委 員 長（赤松孝一） 四宮主幹。 

四宮主幹 例えば、加悦町の図書室に行きまして○○という本が借りたい。加悦町にはない。そこでコン



－122－ 

ピュータで検索しますと、今、本館にあるという場合、２、３日も待っていただければ、文書の

宅急便と同じように、地域振興課経由ですべて加悦の図書室に行きます。そして借り入れられま

す。そのときにはお電話をさせていただいて、入りましたということでサービスをさせていただ

いております。 

  以上です。 

委 員 長（赤松孝一） 多田委員。 

委  員（多田正成） 今の丁寧なお話で、オンラインは完成されてるようですので、ぜひともそのこと

をしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。 

  終わります。 

委 員 長（赤松孝一） ここで休憩に入ります。 

  ５５分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時４１分） 

（再開 午後 ３時５５分） 

委 員 長（赤松孝一） 休憩を閉じまして、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

  ほかに質疑はありますか。いちばん早かったのは、浪江委員。 

委  員（浪江郁雄） それでは、質問させていただきます。所管のところで、委員会でもちょっと質問

ができなかったところを質問させていただきます。 

 まず、税のところ、１９ページですけども、先ほど町民税のところで不納決損の場合は、こう

いう場合がなるいうのをお聞きしましたけども、軽自動車税のところで不納決損額が上がってい

るんですけども、これのどういう場合が軽自動車税の不納決算になるのか、ちょっとお知らせく

ださい。 

委 員 長（赤松孝一） 大江主幹。 

大江主幹 軽自動車税の不納欠損がなぜ起こるのかと、こういうようなお尋ねであっただろうというふう

に思います。 

 軽自動車税につきましても、他の税と同じように考えていただければと思うんですが、滞納し

ていて、そしてその方が例えば他町へ出られて、もうその方と音信が不通になったという場合、

そして、車検を受けられれば軽自動車税を課税したところへ来るわけですが、ただ転出をされた

先で住所も移されたら、その市町が新たに課税をするわけですが、そこで納税をしておれば、そ

のまちで納税証明を受ければ車検は可能であろうと。 

例えば、岩滝で滞納していて、そして転出されて、そしてそこで車検の名義変更をされたとい

う場合、新たに転出先で納税義務が発生をいたします。そこで軽自動車税を納付しておれば、車

検のときに納税証明をくださいということであれば、車検は可能じゃないかと。服部議員さん、

商売しておられますので、ご存じであろうと思うんですが、そのようなことであろうと思います。 

 したがって、欠損処分につきましては、他の税と同じように、地方税法に照らして該当するの

であれば、執行停止をかけて不納欠損処分をすると、こういう手続になろうかと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 浪江委員。 

委  員（浪江郁雄） わかりました。 

  次に、８１ページでございます。ここに地域情報化費というところで、アプリケーションライ
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センス更新料というのが１５７万円なってるんですけども、これの内容をちょっとお聞かせくだ

さい。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 旧岩滝町の場合は、地域イントラネット事業といたしまして、町内の施設１０施設、そのうち

１施設は大内峠公園なんですが、を光ファイバーで結びまして、地域イントラネットということ

で事業を展開しておりまして、その中のシステムといたしまして、行政の情報、それから施設の

予約、それから図書館の情報システム、それから議会中継システム等のシステムをそのソフトと

して入れておりました。それらのソフト費用の更新でございまして、これは毎年発生してくるも

のでございます。それで、これらにつきましては、新町になっても引き続き、先ほど図書館の検

索システムのお話が出ておりましたけども、それらを利用して広げていっている部分もございま

す。議会のシステムについてはこちら側に来ましたので、これは１７年度はしておりますけれど

も、それはもう途中から中止といいますか、取りやめをしております。 

委 員 長（赤松孝一） 浪江委員。 

委  員（浪江郁雄） そしたら、これはリースみたいなものですかね。リース…………わかりました。 

  次に、１４３ページにあります商工費のところなんですけども、これは貸付金ということで、

これは恐らく先ほど４５件あるということで、いろんな制度融資だと思うんですけども、の中で、

例えば返済の滞っている物件なんかはあるでしょうか、お聞きます。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 １４３ページの貸付金でございます。これにつきましては、平成１７年度の融資あっせん件数

については４５件の３億４，３３７万６，０００円ということですけども、滞っているものがあ

るかどうかということですけども、それについてはございません。 

 それから、過去の貸し倒れによる代弁済の状況ですけども、平成１３年から１５年の間に４件

ということで１，１４０万円、そういう実績になっております。 

委  員（浪江郁雄） わかりました、ありがとうございます。 

委 員 長（赤松孝一） 谷口委員。 

委  員（谷口忠弘） それでは、旧岩滝町の決算につきまして、２点ばかりご質問をしたいというぐあ

いに思っております。 

 まず最初に、８３ページでありますけども、中ほどにございます、課長の方からもご説明がご

ざいましたけども、罹災者給付基金の造成負担金ですね。これについてお尋ねしたいと思います。 

 そもそもこの罹災者給付基金というのはどういうものなのか、その点について、まず最初にお

伺いしたいと思っております。 

大下課長 創設されたのは、例規で見てみますと昭和３７年ぐらいだというふうに、例規ができたのは、

規則ができたな思うんですけども、それ以前からあったのかもわかりませんけども、一番最初の

出だしの年度はちょっとわからんのですけども、各区から一定の金額を町の方に寄附をしていた

だいて、それと町から持ち出す分を毎年５０万円ずつ、罹災者給付基金という基金を持っており

まして、そこに積み立てておりました。それで罹災が主に火災なんですけども、火災が発生した

場合、その全焼、一番最高額で５０万円のお見舞金といいますか給付金を基金から一般会計へお

ろして、一般会計で入と出とを見て、一般会計の歳出の方で個人の方にお見舞金をお支払いする
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という制度でございました。 

委 員 長（赤松孝一） 谷口委員。 

委  員（谷口忠弘） １１５ページの方にも基金の５０万円の積立金という形で出ておりますんで、私

も毎年５０万円ずつ積み立てして１，０００万円になったということで、また旧町から合併して

新町になるということで、先ほどの説明をお聞きした中では、この１，０００万円が区長会の方

へ差し上げるというか、持っていくと、こういう説明だったんですけども、これに決定に至るい

きさつみたいなものが、もしご説明できればお願いしたいなというように思っておるんですけど。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 旧３町の場合、当町だけがこの罹災者給付基金という制度を持っておりまして、他の２町はご

ざいませんでした。それで合併協議の中で、新町になってからは廃止するということで、廃止と

いう方向が打ち出されました。それで、その話が廃止されるということになって、区長会の方で

この制度は有益なものだというか、いい制度なので、今後も引き続いて、旧岩滝町の部分で何と

か続けていくことはできないかというふうなことになりまして、それではということで、旧岩滝、

今で言いますと岩滝地域区長会が管理・運用をするということで、そこへ町から１，０００万円

拠出する。それから、各区、自治会の方もこれまでどおりそこの基金に、区が持っておられる基

金に各区も拠出するということで、その合計額をもって、今後、自治会の方で運用をしていくと

いうことでございまして、区の自治会の方で新たに罹災者給付の取扱規程みたいなものを７月

２日つくられまして、今後それを原資に運用をしていくということでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 谷口委員。 

委  員（谷口忠弘） 私の最初、今聞くまではですね、ちょっと解釈が違っておりまして、基金の持ち

寄りという話が最初に出ておりましたけども、前段で、当然この基金も町が積み立てた基金であ

りますから、新町につなげていく基金ではないかなという具合に思ったりもしておりまして、い

きさつがそうであれば、いささかそういうニュアンスも確かに大事ではないかなというように思

っております。 

 しかしながら、基本的には、基金というものは新町に持ち寄るというようなスタンスと、もう

一つは、罹災者にかかわらず、災害もそうでしょうけども、一応、新町で予算の手当をするとか、

システムをつくるとか、そういうことが非常に大事なことでありまして、基金については非常に

そういう形で区に差し上げるいう言い方はおかしいかわかりませんけど、活用していただくとい

うことは、いささか私どもの加悦町ではそういうことはないですんで、ちょっと疑問に思ったわ

けなんですけど、その辺、全くそういう形がいいのかどうか、もう一回その辺についてお伺いし

たいなというように思うんですけど。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 この罹災者給付基金という、少し高額なんですけども、５０万円ということが旧岩滝町の施策

だけあったものでございまして、先ほど申し上げましたように、３町の合併協議会では廃止だと

いうことでございました。それで、現在、町が持っております、１７年度で持っておりました基

金の中にも、自治会から毎年毎年寄附をされて、それが残っていたというか、積んでいったとい

うふうな部分がございますので、ほかの基金とはちょっと性格が異なりまして、全く一般財源で

積んだとか、それから公共施設の整備基金みたいに寄附金を積んだとか、使用目的をもって寄附
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金を積んだというような性格とは若干異なりましたので、当町といたしましては、引き続き区長

会の方でということでございましたので、そういう方向で決めさせていただき、予算化をさせて

いただいたということでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 谷口委員。 

委  員（谷口忠弘） わかりました。ぜひとも有効にですね、そういう形であれば使っていただければ

なというぐあいに思っております。 

 質問を変えまして、私もクアハウスの件について１件だけお伺いいたします。 

 先ほどというか、服部議員さんの方からも質問があったんですけども、クアハウスは営業され

て、平成５年て聞いておりますんで、１３年たつわけですけども、建設はですね、私の聞いたと

ころでは、約２７億円ぐらいの投資額だということだと思うんですけども、先ほど累積の赤字が

どれぐらいになってるんかというような服部委員の質問だったんですけども、ご答弁ではいろい

ろ繰入金やら起債の戻りやらいろいろあるんで、はっきりした数字がつかめないと、こういう答

弁だったんですけども、単純に考えていただきまして、起債は初期の投資についての起債だとい

うように多分思うんですけど、ランニングコストにおいての起債というのはまずないんだろうと

いうように思うんですけど、そういう面で、一体、収入が何ぼあって、経費が何ぼかかったかと

いうことは単純に毎年毎年わかるはずだと思うんですね。その範囲の中で一体この１３年間でど

ういう結果だったんだということはすぐわかるように思うんですけども、その点について再度ご

質問したいというように思っております。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

ご質問のいわゆる温泉活用施設費と使用料等々の収支という部分につきましては、累積で

３，０７４万８，０００円の赤字になっております。冒頭で申し上げました投資の部分に対して

交付税算入があってというふうな表現の位置づけの中で、この施設運営という部分につきまして

は、幸い、維持管理費交付税算入分というものがあって、その部分については、さまざまなまち

づくりの運営経費でそれを国の方が交付税として支出をしてあげますよという部分が、いわゆる

１７年度末までで１億２，７３４万３，０００円、旧岩滝町の方にお世話になっておったという

ふうなことから、そういった部分で差し引きしまして、９，６５９万５，０００円の黒ですとい

う表現を述べさせていただいた次第でございます。 

以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 谷口委員。 

委  員（谷口忠弘） そうであればですね、単純に計算しまして、この維持管理の交付税算入がなけな

ければ、累積として１億５，０００万円ほどの赤字だと、こういうぐあいに考えていいんでしょ

うか。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 もう一度整理をさせてください。その維持管理費算入分の１億２，０００万円相当をなかった

とした場合に、いわゆる収支でいきましたら、１７年度末で３，０７４万８，０００円の赤字だ

ということになります。ずっと推移でいきますと、平成６年度以降は例えば１，２００万円ほど

黒字だったり、平成７年度でも１，０００万円ほどの黒字だったりというふうなことの中で、維
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持管理費を算入分を抜きましていっておっても、そういった黒字の時期があったということです。

１２年度、１３年度、１４年度になりまして、ビジターの来館者が少なくなってきたということ

から、冬期では赤字になってきたというふうなことでございます。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 谷口委員。 

委  員（谷口忠弘） わかりました。私の勘違いでして、先ほどのお答えでは、今現在、３，０７４万

円の赤字だと。これは交付税の算入はなしでこの赤字が出たということですね。そういうことで

あれば、本年度の赤字幅が、先ほどご説明あったように２，８００万円ですから、本当にここ数

年のうちに急激に経営の状態が悪くなってきたなというような感じです。ぜひともコンサルタン

トを入れられて、非常に今後、鋭意努力されると思うんですけど、指定管理者制度も含めて、ぜ

ひともご検討いただきたいというぐあいに思っております。 

  質問を終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） 二、三わからないところをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 決算書の１９７ページの文化財保護の中で、大風呂南墳墓群の出土遺物保存処理委託料として

３５１万円あるようでございますが、先ほどの説明で５年間で補修をしてもらう旨のようなこと

をお聞きしたんですが、どういったものが対象になっておるのか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

委 員 長（赤松孝一） 四宮主幹。 

四宮主幹 対象物につきましては、大風呂南墳墓群で出土しましたガラス釧あるいは鉄剣、もろもろのす

べてのものに対して、５年間で修繕・保全をしていこうということで、平成１４年度からスター

トしまして、１４、１５、１６、１７、１８年、今年度ですべて終了する中の１７年度決算の場

合、先ほど申し上げましたように、銅剣と土器等を修理・保全をしようと、こういうことの委託

料でございます。 

  以上です。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） 修理ができました暁には、どこぞで保管されるような予定でございますか。 

委 員 長（赤松孝一） 四宮主幹。 

四宮主幹 ちょっと私も所管を１７年度で外れたもんですから、新年度になりました１８年度、１９年度

以降に保存場所も確定するやに聞いておりますが、ちょっと私の口では言い兼ねますので、ご容

赦ください。 

  以上です。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） それでは次に、大きな決算参考資料のページでちょっとお尋ねするんですが、

５８ページの家族介護者の介護の方ですけども、家族介護者の恒例事業という形で２０万円決算

上がってるようでございますが、どんなような事業をなされましたのか、ちょっとお尋ねをした

いと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小林課長。 
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小林課長 これは委託事業でございまして、社会福祉協議会に委託しておるもんでございます。社会福祉

協議会の方では、毎年度、年度末あたりに家族介護者の方に呼びかけをされまして、１日介護を

離れてゆっくりしていただくと。時間をつくっていただいているもんでございます。 

  内容的には、いろんな講師をお招きしてお話を聞いていただいたり、また介護者の方々が食事

をしながら、いろんな心配事、相談事等の話をしていただくというような形になっております。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） わかりました。私も家族に年寄りを抱えているもんでございますので、本当に息

抜きがしてもらえる場所があると助かるんですが、そういった中でも、また分野は違いますけど

も、施設が非常に少なくて皆さん苦労なさっておられるのが現状だと思います。 

  それでは、同じ大きな方のまとめの６１ページに環境美化保全事業として、作業用の機械の借

上料７６万円が上がっておりますが、溝掃除というようなことを書いてあるようでございますが、

これはどういうような、住民の方々が溝掃除されたのをトラックでも借りられたとか、そういう

ようなことでございますか、ちょっと詳しく内容を聞きたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小林課長。 

小林課長 ほか２町さんも毎年されてると思うんですが、地域の溝掃除がございます。岩滝町の場合は

５月末日前後に、各区で決められた日に側溝の泥上げをしていただきます。その後始末を町内業

者に委託しまして、集めていただいて処分していただくというものでございます。したがいまし

て、各地区バラバラでございまして、大体、日程的には２週間ぐらいで全地区を終えられるとい

うことでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） わかりました。年に１回なさっておられるということですね。野田川町にしまし

ても、春、夏の前に隣組の管轄の分野の溝掃除をさせてもらっているんですが、私の方の地域は

隣組単位で軽トラックなり段取りして、そして自分たちで処分しとると。いわゆる不燃物捨て場

に、最終処分場に持ち込んでおると、こういう形でやらせてもらってますだけに、そういう中で

地域コミュニティというものも深めるという形でやっておりまして、岩滝だけ突出した金額が上

がっとるなと思ってちょっとお尋ねしたようなことでございます。できたら皆さんで捨てられる

のが一番いいんかと思いますけど。 

  それともう一つ、同じ６６ページですけども、不況対策融資緊急支援利子補給額というもので

９５０万円出ています。非常に突出して金額が多いなと思っとるんですけども、次のページの年

度末貸付残額の６億３５０万円に対しての利子補給額というように解釈させてもらってもいいん

でしょうか。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 不況対策の緊急支援融資の利子補給分の関係でございますけども、平成１７年度につきまして

は１３８件で、９５０万７，０００円ほどの支払いをさせていただいております。 

  それから、貸付金の関係ですけども、平成１２年度から平成１７年度までの総合計を申し上げ

ますと１７８件、金額にして約１４億３，６００万円ほどの融資実績でございます。それから、

年度末の貸付残額につきましては、これまで貸し付けをしました分の残額でございまして、６億

３５０万２，０００円でございます。 
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委 員 長（赤松孝一） 小林議員、今の質問と答弁違ったでしょ。ちょっともう一度質問し直してくださ

い。 

藤原課長 すみません、残額に対する利子補給でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） もう一つは、不況対策緊急支援融資の保証料の補給金というのも、もう一つある

ようでございますが、歴年のはよろしいですから、きょう現在の件数はそれぞれが何件ほどある

ものか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 不況対策の緊急支援融資の保証料の補給金でございますけども、１７年度につきましては

４５件ということになっております。 

  それから、参考に申し上げますけども、平成１２年度から１７年度までの実績につきましては

１７７件、約３，２００万円ほどの保証料を補給しております。 

委  員（小林庸夫） 利子補給の方はわかりますか、件数は。 

藤原課長 利子補給につきましては、平成１２年度から１７年度までが４７４件、総額４，９２０万円ほ

どでございます。 

委  員（小林庸夫） １７年でいいですけど。 

藤原課長 １７年度につきましては１３８件ということになってます。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） 何％ほどのものだと、いわゆる町としての上限をお持ちだったのか、無制限なの

か、その辺のことをちょっとお尋ねします。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 まず、不況対策の緊急支援融資の利子補給の関係ですけども、貸付利率が２．４％で、２％の

補給をしております。 

それから、保証料の補給金の関係ですけども、融資額によりまして補給が違うんですけども、

１，０００万円以上が５０％の補給、それから１，０００万円から６００万円までが４０％、そ

れからそれ以下につきましては４０％でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） もう一つ、上限があるのかいうことと、町としての予算は、申請があったその分

を幾らでもいうことだったんですか。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 上限というのは設けておりません。必要があれば補正等もさせていただきますし。 

委 員 長（赤松孝一） 小林委員。 

委  員（小林庸夫） 非常に今の丹後の地域の地元の産業いうのが苦戦しておりますだけに、こういっ

た制度があるということは非常に助かることだと思っております。 

また、これは業種までは聞かなんだんですけども、大体、織物業が主体かと想像しておるんで

すが、できたらほかの業者もぜひこういうことをご利用いただいたりして、新しい町になっても

どういう施策がついておられるかわかりませんけども、ひとつ、町の地域の産業が元気づくよう

にひとつよろしくお願いしまして、質問を終わらせます。 
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委 員 長（赤松孝一） ほかに。森本委員。 

委  員（森本敏軌） それでは、もう多くの議員の皆さんが質問されておりますので、私もクアハウス

のことで１点ばかしお尋ねがいたしたいというふうに思います。 

  けさほどからいろいろと質問があってるわけですが、２，８００万円の赤字が出ているという

のが今の状況だというふうにお聞きをいたしたんですが、先ほど議長の方からの質問にもありま

したように、この設置目的について、私も施設のことにつきまして、この決算書を示していただ

いて一定のことが判明をしたといいますか、初めてわかったんですが、本当にこの施設がもとも

とどういう目的で建てられたのかということが、原点に戻らないと、今の状況でありますと、も

ちろん健康増進ということもありましょうけども、やっぱり営利目的の方に向かっているんでは

ないかなというふうに思っておりますし、そういった中から経営診断等も受けられて、方向づけ

がされているというふうに思うわけでありまして、この点につきましてはしっかりと委員会で検

討されまして、仮に営業目的にいかれるんでしたら指定管理者の制度にのせるとか、そういった

方向でしっかりとやっていっていただきたいというふうに申し上げておきたいというのと、もう

１点、１億５，０００万円の基金積み立てがされておりまして、けさほど廣野議員の質問の中で

も目的等についてはご答弁されたんですが、この基金については以前からあったのか、今回が初

めて多額の基金が積み立てられたのか、その点について、まずお尋ねがいたしたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 失礼いたします。 

  基金の関係でございますが、旧岩滝町におきましては、平成５年に供用開始をしたと同時に、

温泉活用基金条例というものを制定いたしました。その部分の、私も職員としては長いんですが、

何ぼ積んだかという部分につきましては、現在、手持ち資料はございません。ですが、ちょうど

平成１７年度の工事請負費で約８００万円ほど出ておりますが、その部分の投資的財源として、

最終的に３００数十万の基金の繰り入れをして、それでゼロ円になったということでございます。

１億５，０００万円の部分につきましては、その基金がゼロ円になったというという表現ではな

いんですが、いろんな将来性の部分を議員の皆様と、今度、与謝野町としていろいろと検討をし

ていっていただければと思っております。 

  以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 森本委員。 

委  員（森本敏軌） ちょっと初めの部分についても、また後でご答弁いただきたいと思うんですが、

今の基金についてですね、私もきのうの質問の中でうちの小西町長が駆け込み的なことはいけな

いということでありましたし、きょうの太田町長の答弁の中にも、駆け込み的なことはやめよう

というふうなことの中で、一気にこの１億５，０００万円という基金が合併を前にして積み立て

られると言ったということは、非常にその基金はもう束縛した基金であるというふうに認識をす

るところでありまして、ちょっと駆け込み的なことがあれへんだかなというふうに私は思うんで

すが、そういった点についてはどのようにお感じになっておられるのか、お尋ねいたしたいとい

うふうに思います。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 
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 最初の部分でございますが、基本的に経営的な感覚で今後クアハウスを運営していくのか、健

康増進施設として、町民の福利厚生を考えるのかというところでございますが、この議論につき

ましては、合併当時、第三セクターとの絡みの中で、かなり表立ってビジネスといいますか、営

業的な感覚でとらえられてる部分も非常に濃くなったんじゃないかなというふうに思ってます。

私どもが合併の段階で協議する段階では、健康増進という看板で条例も設置しておりますので、

健全な経営はしていかなければなりませんけれども、どこまでがどうなんだというあたり、もち

ろん改善をしていくということにつきましては、旧岩滝町の段階でも経営コンサルを入れるとい

うことですから、やはり苦慮されてるという部分は重々わかっておりますし、そういう中で現在

に至っておりますから、先ほどもご指摘のとおり、運営委員さんの方々と十分議論をきょうまで

もしてこられましたけれども、特にもうこの段階では、あせらずという分はありますけれども、

議題の中で今後の現状の中への経営とか運営をどうするんだということではなくて、やはり一つ

の節目として、直営にするのか、指定管理にするのかという部分に絞って議論をしていく必要が

あるというふうに思ってますので、もう少し時間がいただきたいというふうに思います。 

 それから、基金の駆け込み化というお話がございましたけども、今、小室の方から申し上げま

したように、きょうまでの積み立ててこられました基金がちょうど３７０万円、今回も１７年で

捻出されておりまして、なくなっているという状況下の中で、皆さんの中にも、私どもの方に実

際、合併の段階であっておりましたのは、先ほどもこの件で答弁しておりますように、リニュー

アルという部分もやはり必要だと。特にそういう部分をどうするかというあたりを議論していく

ためにきょうまでずっと議論されてきましたので、その経過として一応積まれたというふうに私

は認識をしております。 

委 員 長（赤松孝一） ちょっとおかしいよ、答弁が。さっきリニューアルを考えてないと言ったんだで。

全然、整合性がないぞ、これは。 

太田課長 すみません、リニューアルを考えていないという部分につきましては、現在の建物の中で私ど

もの方としてはリニューアルは考えておりませんが、経過の中で、旧町においていろいろとリニ

ューアルをする意味で計画をされていました部分として旧町において積まれております金額であ

るという区別化はしたいというふうに思ってますけども、そういう部分で積まれた金額として、

これを今すぐ使うとかどうかいうことで私どもが今検討している範囲の中にリニューアルは考え

ていないということですが、経過の中で積まれたものであるということで、ご認識がいただきた

いというように思います。 

委 員 長（赤松孝一） 森本委員。 

委  員（森本敏軌） いろいろと理由があると思うんですが、１億５，０００万円というのを一気にガ

バッと積み立てられたというのは、何かそういった気がしてならんのですが、いずれにいたしま

しても、すぐに加悦のリフレと比較をされるわけでありますけども、いずれの施設にしましても、

やっぱり町民がいろいろとサービスを受けられ、また施設も運営がしっかりできるように、赤字

にならないようにいうふうな方向で取り組んでいただかなければならないというふうに申し上げ

ておきたいと思います。 

 それからもう１点、大内峠の自然公園の施設費について、お尋ねをいたします。 

 ７３１万５，０００円が支出されておりまして、そのうち使用料として５３１万５，０００円
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が入ってきておるということで、これは委託をされて管理をされておるようですが、５６３万

８，０００円委託料が出ておるわけですが、この委託についてはどういう形で委託をされている

のか、まずお尋ねいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 大内峠の一字観公園の管理の委託の関係ですけども、一応、５００トンで９万５，０００円の

委託料でございます。これにつきましては、地元の方に大内峠の一字観公園の管理運営委員会と

いう組織がございまして、大内峠の………なり、地元の区の関係者なり、それから町の関係者な

りが入ってできた組織でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午後 ４時４５分） 

（再開 午後 ５時００分） 

委 員 長（赤松孝一） 休憩を閉じまして、休憩前に引き続き委員会を再開します。藤原課長。 

藤原課長 すみません。大内峠の管理運営につきましては、大内峠の管理運営委員会に委託をしておりま

す。 

委託料の５０９万５，０００円の中身を若干申し上げますと、ここでは管理人さん２人お願い

しとるわけですけども、管理人の労災保険料２万３，０００円ほどでございます。それから、管

理人賃金ということで、２人分で４１４万円ほどでございます。あとは施設の一般消耗品という

ことで２１万円ほど、それから施設のガス、灯油ほかということで約２５万円、あとにつきまし

ては、洗濯の手数料ということで、シーツリネン約４０万円でございます。こういった経費を予

算編成時に計算をいたしまして、その額を一応、委託料ということで支払いをさせていただいて

おります。 

委 員 長（赤松孝一） 森本委員。 

委  員（森本敏軌） はい、わかりました。 

それからですね、その委託料の中で大内峠の清掃委託料、それから大内峠便所清掃委託料という

のが二つあるんですが、これも同じ運営委員会の方で管理されておるのかという点と、それから

私、一字観公園、先だって勉強のために行かせていただきました。大変眺めは、阿蘇海が見えて、

松並木が見えて、すばらしいところだなというふうに思っておりまして、加悦の双峰と同じよう

な位置づけだというふうに思うんですが、雲泥の差があるなというふうに関心して帰ってきたわ

けでありますけども、この中で、けさほどの説明の中で４２万円ですか、昨年よりは使用料が減

ってるというふうなことでありましたけども、現在のこういったすばらしい場所であるんですが、

運営状況といいますか、誘客状況がどういうような状況であるのか、お尋ねがいたしたいという

ふうに思います。 

委 員 長（赤松孝一） 藤原課長。 

藤原課長 大内峠の便所の清掃委託料でございますけども、１６万４，８５０円、これにつきましては週

１回の清掃、ただし７月から８月の末までにつきましては週２回ということで、オリックスファ

シリティーズ、以前の関西メンテナンス、そこの会社に委託をしてます。以前は地元の方を使っ

て清掃等もしとったわけですけども、なかなか専門業者と違いまして十分なことはできないとい

うことで、利用者の方からも苦情が来たりしたこともありましたので、こういった専門業者に委
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託をして、お世話になっております。 

 それから、大内峠の公園施設の使用料につきましては、平成１３年度につきましては５３１万

５，４００円ということで、昨年より４０万円ほど減っております。平成１３年度に開設をしま

した当時につきましては約５８０万円ほど、それから平成１４年度は若干上がりまして６３０万

円ほどと来とったわけですけども、その後につきましては若干減ってきておりますが、どういう

わけか、ことしの４月に入りましてから、ちょっと私、今そこの課におりませんので、わかりま

せんけども、順調に伸びとるということを聞いております。 

委 員 長（赤松孝一） 森本委員。 

委  員（森本敏軌） 現在、順調に伸びておるというふうな、今、答弁であったわけですが、すばらし

い場所でありますし、一層ＰＲもしていただいて、多くの方が見えられるように、ひとつ努力が

いただきたいと思いますし、この施設につきましても、いずれまた指定管理者等の制度にのせて

いくべきであろうなというふうに思っておりますので、その辺も申し上げておきたいというふう

に思います。 

 それでは最後に、昨日も加悦で住宅使用料についてお尋ねしたんですが、旧岩滝町さんの場合

は、非常に収納率がよいといいますか、いいんですが、この辺の町民の皆さんの加悦と理解が違

うんかなと、その辺をお尋ねしたいんと、それから多目的住宅の収入が７２万円ほど上がってい

るんですが、この多目的住宅というのはどういう住宅なのか、以上お尋ねして、私の質問を終わ

りたいというふうに思います。 

委 員 長（赤松孝一） 坂本課長。 

坂本課長 ただいまのご質問のところでございまして、３０ページ、３１ページで住宅使用料を計上いた

しておりまして、収入未済額といたしましては、町営住宅使用料のところ１９０万９，４００円

ございますが、年度末においてはゼロ円でございます。滞納はございません。 

 内容的にいきますと、旧町時代の分も直接、加悦町さんの部分を入っておりませんので、お話

に聞き及ぶ程度でございますが、旧岩滝町におきましては、入居者の方と、それから歴代の担当

者のご協力等によりまして、ある程度、理解をいただいて払っていただいたというふうに、私は

旧岩滝町の分は思っております。 

 それから、多目的住宅につきましては、総務課長でございますので、後ほどそちらからお答え

をさせていただきます。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 決算書３３ページの多目的住宅使用料でございます。この多目的住宅でございますが、平成

１６年度に京都府の職員住宅であったものを払い下げを受けまして、整備したものでございます。

それで払い下げていただくときの理由といたしましては、被災の際に緊急的に使っていただける

ようにということで、申請をして払い下げをいただきまして、内容的には、職員、それから府の

職員さんでも入っていただけるということでございますが、一般公募で入っていただくような公

募の仕方はしておりません。主な理由は、災害を受けられて、家屋が滅失とされたときに緊急的

に入っていただける住宅ということでございます。それで１７年度につきましては、月額２万円

で１２月の３戸を利用していただいておりますので、７２万円の決算ということでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 森本委員。 
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委  員（森本敏軌） 住宅使用料については、今、課長の方から加悦との違いをちょっとおっしゃって

いただいたんですが、ぜひとも新町になりました、この加悦のいろんな多くの滞納を抱えていた

だいたというふうに思うんですが、そういった点、岩滝のノウハウを生かしていただいて、でき

るだけ滞納にならないように、滞らないように、ひとつ努力をしていただくことを申し上げまし

て、質問を終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 先ほどの多目的住宅ですけども、全部で５戸ございまして、３戸利用していただいとるという

ことです。 

委 員 長（赤松孝一） ほかに。有吉委員。 

委  員（有吉 正） 先ほどの谷口議員の罹災者給付基金の造成負担金につきまして、ちょっと関連し

て疑問点を１点だけ質問したいと思います。 

 ８３ページに１，０００万円の区長会への支出があるわけなんですが、先ほどの総務課長の答

弁では、基金が積み立ててあったからということでございました。基金を見ますと５３３万

６，２１１円、これが基金で、これが一般会計に繰り入れされて、そして１，０００万円が出て

おると、こういう流れであろうというふうに思っております。 

 この点につきましてね、５３０万円が１，０００万円出とるという点につきまして質問をいた

しますのと、それから細かい点ですが、１１５ページの災害基金の積立金ですね、罹災者給付基

金積立金、支出済額は１，４５１円なっておりますが、この基金の方では増加分としては

１，０７８円と、このようになっております。この点についてもちょっと質問いたします。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 最初のご質問でございます基金残額が５３３万６，２１１円ということで、基金から全額を繰

り入れて、仰せのとおり一般会計で受け入れました。それで歳出の方で罹災者給付金の造成負担

金ということで１，０００万円支出しております。 

この１，０００万円の根拠でございますが、過去２０年間、この給付状況を見てみますと、昭

和６２年２月２７日に２戸で４２万円支出しとるんですけれども、それからずっと今日までの年

度ごとの支払い合計をしますと９９９万円を支出をしておるということで、一定この額を基本と

して２０年間ぐらいは１，０００万円だったら基金いけるんじゃないかと。それに自治会の今後

の増勢もございますので、いけるであろうというふうなことでやったというふうに思っておりま

す。 

それから、１１５ページで支出済額、罹災者給付基金積立金１，４５１円を支出しております

が、これにつきましては、４９ページの財産収入で、利子及び配当金ということで基金からの利

息、一番下から２番目です。１，４５１円、基金利子を入れて、そのまま積み立てておると、基

金の方へ。その合計が先ほどの５３３万６，２１１円で、それを全額おろしたということでござ

います。 

委  員（有吉 正） これ以上は私は質問しません。これが森本議員、ほかの議員さんもありました駆

け込みに近いことだろうと。これは地元にとっては悪いことではないですよ。やっぱり地元もこ

ういうことなら、地元の方でまた積み立てていただきたい、このように思っております。だから、

３０年も４０年もいけるはずでございます。 
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  以上、終わります。 

委 員 長（赤松孝一） ほかにございますか。井田委員。 

委  員（井田義之） まず、質問に入ります前に、大変立派な内容の決算書を見せていただきまして、

関心をいたしております。我々ではこういうことは、なかなかなかったなというふうに思ってお

ります。 

 と申しますのは、一つには、かなりの委託料だとか負担金だとかという格好で、かなり住民が

うるおっておったなということをうらやましく思う部分が多々あります。合併当初、合併の協議

会の中で岩滝町と一緒に協議するということが決まったときに、岩滝町はもう何もせんでもいい

んだと。すべてのことができておるというような話も出ておりました。ところが、合併していろ

いろと議論します中で、新規事業なんかが多々ありますし、上手に継続事業になっておりまして、

大変上手にやっておられるなと、森本議員も気張って言うておられましたけれども、岩滝町さん、

上手にやってられるなというのが実感です。 

 その例としましては、閉町式の各戸配布の１，８００万円とか、いろいろとその他、この中に

出ております、今の有吉議員の罹災のことについてもそうですが、なかなかうまいことできてお

るなということを感じております。 

 そこで質問に入りたいと思うんですけれど、まず最初、岩滝町に入るときには、どうも皆さん、

クアハウスをまず入られるようでございますので、クアハウスの湯に入りたいというふうに思い

ますが、クアハウスの今度、食堂の方も委託をされております。会員さんも、廣野議員から見せ

てもらいましたら、旧岩滝町が５６名、正規の会員だと思うんですけども、宮津与謝が９８人で

すか、ほかのところは多いんですね。ところが、あそこにバス停がないということで、いろんな

とこから聞かせていただきます。以前にもそういう話をされたことがあるらしいですけれども、

バス停についてはいろいろとルールがあると思うんですが、ルールのことは別にして、バス停の

ことについてどういうように考えておられるのか、まず１点、最初にお尋ねします。 

委 員 長（赤松孝一） 小室主査。 

小室主査 お答えいたします。 

 今のクアハウス岩滝前へのバスの誘導というふうな内容かと思います。以前から旧岩滝町の管

理職の方で温泉課長という肩書きの管理職がおられましたですが、温泉課長の方で、また支配人、

また総務課などとの協議の中で、いわゆる丹後海陸交通株式会社様の方にそういった部分への誘

導というふうなことで汗を流されておられたと承知しております。しかしながら、あの過疎バス

の生活路線という位置づけの中で、なかなか丹海さんの方がそういった部分にその路線を持って

いくということが、何らかの形でちょっと可能ではないというふうなことを聞いておるというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） この話は前にも出とったいうて大下課長も言うておられました。可能かどうかと

いうことについては、今はもう丹海にも補助金も出しておりますし、町の方がその気になればで

きます。宮津から来られる方は、まして今度はこっち側も広なったんですから、やはり与謝の海

へ行くバスをとめたり、帰りに寄ったりということで、目的については私は今言いませんけれど
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も、クアハウスの目的については、やはりバスがとまるということについては、どちらの目的を

とるにしても、前提条件として絶対必要だということを申し上げておきます。 

 次に、先ほど言いましたこの決算書の中に委託料やらすごい多いんですね。野田川町のときで

も委託料をもうちょっと整理できんのかと、自分たちでできるもんはないのかというような、先

ほどの一字観の話もそうですけれども、地元へ出たり、庁舎内でできることはないんかというよ

うなことを議論したことがあります。 

その中で私、今、例をとって申し上げますと、これはどなたでも答弁は結構ですが、旧岩滝町

の中にエレベーターは何台ついておりますか。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 すみません、お答えいたします。 

 本庁舎のエレベーターにつきましては、１８年度のことをカウントさせていただきまして言い

ます。クアハウス、それから知遊館、保健センター、ふれあいセンター、それから町営住宅の男

山団地と天神山団地、以上の６カ所でございます。 

 すみません、天神山団地は府営でございました。町営にはついておりません。申しわけござい

ません。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） 例えばの例として申し上げておりますので、それもんのエレベーターがすべてや

という意味ではとらないでいただきたいと思いますけども、例えばの話です。エレベーターの保

守管理が５０万４，０００円、５５万４，０００円、６８万３，０００円とか５０万

４，０００円とかいろいろとあるわけです。これについても、５台もエレベーターがあれば、今

度は本庁舎を入れて６台。保守管理についても、もっと値切れるというのか、一つの業者に指定

すれば、こんなたくさんの保守管理料を払う必要ないんちがうかなというふうに思います。これ

についての答弁を求めます。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 予算審議のときにも、そういう庁舎間で保守の差異があるということで、１９年度に向けて検

討はさせていただきたいというふうなご答弁をさせていただいたかと思います。 

それで今回、１７年度の決算ということでございますが、それぞれこれまでは施設を設置した

ときの業者といいますか、設置した専門業者に委託をしておりまして、今、五つまとめて見積も

りをとったとか、そういうことはございませんでした。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） そのメーカーは確かにあのもんします。それから、保守管理についてもメーカー

がするような格好しておりますけども、実際はやっぱり保守管理専門会社があると思うんです。

そういうのをしっかりと調べていただいて、余分の経費は減らしていく必要があれへんかなと。

それはすべての委託料、補助金、それから負担金等々についても、これは与謝野町として今後や

っていかなければならないことかなというふうに感じております。 

 次の質問に入ります。 

大名行列の、委員長さんがここに、上山議員さんがおいでですけども、基金の積み立て

２００万円あります。それから、補助金として１０万円あります。この補助金というのは、毎年



－136－ 

なのか、この補助金は何に使われる補助金なのか、２００万円とは別の意味をお願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 いわゆる活動費でございまして、１６年度までは１２万円をお支払いをさせていただいており

ましたけど、１７年度は１０万円ということで、各種団体の補助金等を減額をしたということに

伴いまして、大名行列の保存会も２万円の減額で１０万円を補助させていただいたということで

ございます。 

 それで、活動内容につきましては、視察に行かれたり、それから今、道具類を保存しておりま

すけれども、それの虫干しをされたり、昨年は知遊館で郷土芸道がありましたので、それに出演

していただいたり、いろいろな活動をしていただいております。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） はい、わかりました。大変ご苦労さんでございます。 

 次に、７１ページと１２１ページに花づくり委託料、それから菜の花育成事業委託料というの

があります。旧野田川町でも花いっぱい運動とかいうのがありました。この花づくり委託料とか

菜の花育成事業委託料についてはどういうことをされておるのか、質問いたします。 

大下課長 それぞれ担当が違いますので、別個に説明をさせていただきます。 

 まず、７１ページの花づくり委託料でございますけれども、これは年間を通して決算をします

と、３５万円になります。といいますのが、３月支払いがあると。３月分をプラスすると３５万

円ということになっております。これにつきましては、業者に委託をいたしまして、今、この

１７年度決算は農協さんでございますが、委託しまして、６月と１２月と３月に花の苗を購入し

ておりまして、町内の公共施設のプランターに植えるという事業でございまして、町の方が種か

ら育てていくという事業ではございませんでして、業者さんから買って、一定大きくなった苗を

庁舎前やら、それから小学校やら中学校やら、そういう公共施設に配布をしておるというもので

ございます。 

委 員 長（赤松孝一） 小林課長。 

小林課長 １２１ページの１３節委託料、菜の花育成事業委託料でございます。この事業につきましては

平成１６年度から始めたものでございます。目的は環境問題をみんなで考えていただこうという

ことで、その一環として、菜の花がどういう過程でどういうことになっていくのかというような

ことをみんなで認識していただこうということでございます。 

 具体的に申し上げますと、１７年度につきましては、３９万７，０００円のうち１７万円を岩

滝の農事実行組合に委託しまして、まず菜の花を植える土壌の改良ということで、阿蘇シーサイ

ドパークの一角を借りまして、肥料等の管理をしていただいたというもんでございます。そこへ

種をまきまして、春、菜の花が咲くのを待つわけでございますが、その種まきについても一部、

岩滝小学校の児童さんにもまいていただいたと。もちろん農事実行組合の専門家の方にもまいて

いただきました。 

 それで、ここからがＮＰＯ法人の委託となるもんでございますが、ＮＰＯ法人には２２万

７，０００円委託しております。このＮＰＯ法人は、丹後の自然を守る会ということで、もとも

とこの発想は、このＮＰＯ法人がされたものでございます。この菜の花を広く住民の方に見てい

ただくとともに、今年度につきましては、プランターを１３０個余り準備されまして、そのプラ
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ンターに種をまき、そして今度は里親制度ということを考えられまして、各家庭で春先まで管理

していただくということをしていただきました。それで、このほかには保育所、幼稚園、小学校

にもこれらプランターを管理していただいたというもんでございます。 

 この菜の花につきましては、食用油や、またはバイオディーゼルの燃料にも活用できるという

ことで、循環型社会の形成ということを皆さんに知っていただこうという趣旨からこういった事

業を始めておられるものでございます。 

 以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） 要は私が聞きたいのは、この事業は平成１７年度で終わるんではなしに続けられ

るわけですね。１８年度の予算の中にも、総務課長、こういうなんが入ってましたか。 

委 員 長（赤松孝一） 小林課長。 

小林課長 ただいま答弁させていただきました総務課長の方の事業、それと私の方の事業、いずれも新町

に引き継いでおります。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） 私が見落とししておりまして申しわけありません。ほんなら全町でやるというこ

とですね、旧岩滝町だけやなしに。そういう意味ではないんですか。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 旧岩滝町の地域だけでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） それで私、岩滝町の決算書は立派です言うんです。やっぱり全町に広げてくださ

い。 

 それから、同じく全町のことですけども、先ほど有吉議員が罹災者の給付のことを言われまし

た。有吉君も、これ以上やりませんということで、とめられましたけれども、今後、区で運営す

ると、岩滝の旧あれで。ということは、恐らくほかの区長さん方もそういうことを言われると思

うんです。そのときどういうように採用されるかということなんですが、これまで、要は

１，０００万円、今回５００万円ほど出し１，０００万円になって、その中で区が積み立て基金

として出されたのが幾らぐらいあるのか。それから、今回１，０００万円出す。基金として渡さ

れる。そこへ各７区ある。各区はどれぐらいずつ積み立てようとされておるのか、その辺につい

ては総務課長の方にお願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 正確な数字はわかりません。といいますのが、３０何年からこの制度をしておりまして、それ

で今の大体１６年度からの状況でいきますと、大体５０万円のうち４０万円ぐらいが自治会から

各戸２００円ということでしておりますので、２，０００世帯として４０万円ですか。８割方ぐ

らいは区の造成ということです。それで、この基金の残額が５３３万６，０００円ですね。それ

で単純に８掛けしたら４００万円ぐらい。それから、先ほども申し上げましたように、過去

２０年間で１，０００万円支払いを一方ではしとるわけなんで、そちら側の８０％といいますと

８００万円ほどあると。それ以降の部分をちょっと見ておりませんので、そこの部分しかわから

ないということでございます。トータルで幾らかというのをちょっと。 
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委  員（井田義之） 今後もほんなら各２００円ずつぐらい積み立てられるということですか。 

大下課長 積み立てはされます。 

委  員（井田義之） されるということですか。 

大下課長 はい。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） わかりました。いいことですので、続けていただけたらなと。各区がどう動くか

がちょっと思うんですけど、動いたときには、また町の方も何らかの補助金を出していただけた

らなというふうに思います。 

 次に、１７５ページですか、その他負担金の中で分団活動補助金というのが消防団の分であり

ます。１７５ページ。消防団の活動費は別に出とるんですね。その他負担金という１９万

６，９００円、わずかな金額ですけど、これはどういう基準でどういう目的で出されておるのか、

お願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 この補助金につきましては余り発表はしたくないですけど、各消防団員に報酬を支払います。

そのときに７％の源泉をしております。その７％見合い分が１９万６，９００円ということでご

ざいます。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） 私もついうっかり聞きましたけど、実際にほかの団はどうなっとるのか。岩滝の

団だけがこういう７％分を補てんしてもろとるのか、ほかの団がどうなっとるのか、これはやっ

ぱり一定の整理はしといていただかないと、今年度平成１７年度は別にしてね、１８年度からは

しっかりとそれの整理はしていただきたいと思うんですけど、その方針はどうなってますか。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 平成１８年度につきましては、この補助金はないというふうに思います。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） 時間もありません、最後にお尋ねいたします。 

 先ほどいろいろと岩滝町継続事業があるということで申し上げました。この件については町長

にお願いしたいんですが、お願いというんか、答弁をお願いしたいんですが、いろんな事業が岩

滝町の中であります、継続事業が。そういう中で、いわゆる継続だからということをかなり重ん

じなければならない部分というのは私も十分理解をしております。ただ、新町になって、一つの

町になって、やはり見直しも含めて協議をしていただきたいなというような事業が多々あると思

います。どれとどれとは言いませんけれども、例えば阿蘇シーサイドパークについても、これか

ら６億円ぐらいまだ金かけてやっていかなければならないと。それが本当に今後必要なのかどう

か、今の時代に合ってるのかどうかというようなことがあろうと思うんです。そういうこれまで

のこの決算書に出ております事業たくさんあります、岩滝町が抱えておる事業。それについて見

直しということも踏まえて考えていただけるのかどうかを最後に質問をさせていただきます。 

委 員 長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 井田議員さんのお答えいたします。 

 岩滝町に限らず、どこの町でもそれはあるわけで、多かれ少なかれ、ですからやっぱり新しい
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町の与謝野町にとってどうなのかということをやはり基本に考えていかなければならないと思い

ますので、今ここで阿蘇シーサイドがどうだとかこうだとかは申し上げることはできませんし、

考え方としては新しい町のスタート、それにとってこの事業を進めていくのが全町民にとってい

いのかどうか。それにはやはり岩滝だけではなしに全町的なコンセンサスも得ていく必要がある

でしょうし、野田川だってそうでしょうし、加悦でもそうだと思います。それと、やはりその地

域にしか適用していかない残すべき事業もあるでしょうし、それらを新しいまちづくりの中で皆

さんと論議していくべきもんだというふうに考えております。 

委  員（井田義之） 明確な答弁をいただいたと思っております。新しい町は一つの考え方で進んでい

くということで理解をしておきます。 

  ありがとうございました。 

委 員 長（赤松孝一） 上山委員。 

委  員（上山光正） 本当は８点ほどお伺いしたいんですが、６時までに終わらなんということで、そ

の中から２点だけ簡単にお尋ねします。 

 まず１点は、１５７ページの需用費ですね。これは街灯の線７７灯分、光熱費で２６０万円ほ

どお世話になっとるわけですが、これは平成１８年度に増設されるこの予定は何灯ほどあるのか

と、それから旧岩滝町の場合は町道に認定したところのみと思うんですが、この旧加悦町、野田

川町の場合は、町道に認定されたとこだけですか、その点をお尋ねしたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 坂本課長。 

坂本課長 この資料は平成１７年度決算ですので、１８年度資料は本日持ってきておりません。 

 それから、加悦町の部分、野田川町の部分については、基本的に町道部分ということで各区さ

んから提出をいただいておりますが、その中にまぎれ込んでるもんがあるかもしれません。ただ

一応、建設課の方といたしまして、各区から出していただいたものでチェックさせていただいて、

その中でわかる部分等は、もう公民館についているよということで、これはちょっと区長さんに

お返しさせていただいたものもございます。現在の建設課でいただいた部分で確認できる部分は

確認をして、ちょっと理解のできない分は地元でもっていただいております。 

 以上です。 

委 員 長（赤松孝一） 上山委員。 

委  員（上山光正） そうするとですね、２町の場合は、この町道認定基準が４メートル以下でも十分

あり得るわけですが、この辺のところも当然含まれとるんじゃないかなと思うんですが、この点

はいかがですか。 

委 員 長（赤松孝一） 坂本課長。 

坂本課長 これにつきましては、合併で、たとえ２メートルであろうが３メートルであろうが、旧加悦町、

野田川町さんの、強いて言うなら、旧岩滝町においても４メートル以下、つまり都市計画が施行

された３４年だったと思いますが、それ以下の道路については同じような条件がありますから、

若干の部分ではございますが、おっしゃられるとおり、そういった道路にもついております。そ

れも含めて町道ということでございます。 

委 員 長（赤松孝一） 上山委員。 

委  員（上山光正） 質問を変えます。 
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 私も岩滝町に生まれて、そして平成、この初めにですね、竹下 登首相が１億円、各市町村に

配付されたという中で、岩滝町においては、その使い道についてですね、温泉の掘削ということ

で、その当時からの生き残りは恐らく私一人だと思うんです。それで少し述べさせていただいて、

皆さんにご理解がいただきたいというふうに思うわけですが、空中探査はですね、まず平成元年

に行っております。そして、掘削したのが平成２年、３年、そして温泉が出たことによって建設

に入り、平成９年に営業開始になったという経過でございます。 

このときの内容なんですが、クアハウスという命名をいただくいうのが大変で、これは厚生省

の管轄でありまして、全国３７番目のクアハウスとして岩滝町に誕生したという建物でございま

す。したがって、この厚生省認定の健康増進施設、つまりこれがこの施設建設の目的であります

が、決して利潤を追及している建物ではございません。あくまでも住民の皆さんの健康増進のた

めに行う。したがって、私が運営委員長をしておりますときも、ちょうど会計がぺいぺいのとき

だったんですが、プラスマイナスゼロというところを推移しろと。 

といいますのは、この施設は町営でありまして、消費税をという税務署からの指摘があったわ

けなんです。しかし、消費税を入れますと、これは大変な額の赤字が生まれてきますということ

で、あくまでも町営でやっていくということで進んできた経過があるわけですけれども、その中

でたびたび税務所長の方から「もうけたらあかん」、もうけたらあかんですが、今度は町の方か

らは「損したらあかん」という、非常に微妙な推移を保っていかんなんということを今思い出し

ておるわけですけれども、この温泉湧出から今日まで、私の思いとしては一貫して、住民の皆さ

んの福利増進、そして健康保持のためにこの施設を有効に使っていただいておるというふうに思

いますし、また国民健康保険会計の方ですね、これは数字には出てこないんですが、一応、運営

を平成９年しかけてからの国保の使用料の数値が落ちております。したがって、数字には出てこ

んので、皆さんにはご理解がいただけんと思うんですが、やはりそういったプラス面も十二分に

あるというふうに思うわけです。 

それで先ほど課長さんの方から一つご提案があったんですが、京都府の指導によりましてリフ

レッシュ丹後の商品化、これに進めていくというふうにおっしゃっておられますので、ぜひとも

これはどんなことがあっても進めていただきたいと。これはあくまでも、先日、先々日ですか、

私、話しましたこのリフレとは全然建設の趣旨が違いますので、その辺もよくご理解をいただき

たい。また、その中でこうした経営指導員のこの方の経営診断を受けたということのみが表に出

て、そして営利追及という方向に進んでいるんじゃないかなというふうに思います。 

それで最後なんですが、リフレッシュ丹後の商品化に向けて、いつごろとはまだいかんと思う

んですが、大体アバウトどんなもんか、お尋ねしたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 太田課長。 

太田課長 お答えいたします。 

 先だってモニターツアーという形で温泉活用推進事業ということで、旅館と与謝の海とクアハ

ウスのミックスによる事業に伴います方々に参加をいただくのが、第一弾としては、その商品を

つくるエージェント、旅行会社の方々がモニターとして入られました。実際にこれが商品になる

のかどうかという段階で今、協議をしていただく状況でございまして、一定まとめはできてるん

ですけども、もう少しきちっとしたものを報告いただいて、それをまた京都府を中心として、私
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どももその中に入りながら、長所とか短所もきちっと見出しながら、基本的には商品化をしたい

という気持ちでございますが、そういうところを分析しながらやっていくということになります

ので、必ずしもすぐこれが商品化になるというものはございませんけれども、そういう方向で動

いていることは事実でございますので、前向きに考えたいと。 

委 員 長（赤松孝一） 上山委員。 

委  員（上山光正） ただいまご回答は前向きに考えていくということでありますので、私の質問はこ

れで終わります。 

委 員 長（赤松孝一） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１２９号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

  よって、議案第１２９号 平成１７年度岩滝町一般会計歳入歳出決算については、認定すべき

ものと決定いたしました。 

  次に、日程第２ 議案第１３０号 平成１７年度岩滝町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついてを議題とします。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３０号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

 よって、議案第１３０号 平成１７年度岩滝町国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、

認定すべきものと決定しました。 

  次に、日程第３ 議案第１３１号 平成１７年度岩滝町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算に

ついてを議題とします。 
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  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これに質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３１号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

 よって、議案第１３１号 平成１７年度岩滝町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算については、

認定すべきものと決定しました。 

  次に、日程第４ 議案第１３２号 平成１７年度岩滝町老人保健特別会計歳入歳出決算につい

てを議題とします。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３２号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

  よって、議案第１３２号 平成１７年度岩滝町老人保健特別会計歳入歳出決算については、認

定すべきものと決定しました。 

  次に、日程第５ 議案第１３３号 平成１７年度岩滝町介護保険特別会計歳入歳出決算につい

てを議題とします。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３３号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

  よって、議案第１３３号 平成１７年度岩滝町介護保険特別会計歳入歳出決算については、認

定すべきものと決定しました。 

  次に、日程第６ 議案第１３４号 平成１７年度岩滝町下水道事業特別会計歳入歳出決算につ

いてを議題とします。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はありますか。上山委員。 

委  員（上山光正） 簡単にお尋ねします。 

 ページ３５２ページの受益者負担金、これの滞納ですね、これがどれぐらいになっておるかと

いうことは説明で聞いたわけですけれども、もう少し詳しくお願いしたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 城﨑課長補佐。 

城﨑課長補佐 失礼します。 

 上山議員さんのご質問にお答えします。 

 受益者のための滞納の分を詳しくということでございます。１７年度は、合併を前に、こんな

恥ずかしいことではどもならんということで、滞納繰越分が１６年度末で６７３万円ございまし

たが、職員、相当頑張りまして、ここにも書いてございますように、３１１万１，０００円とる

ことができました。 

現在の滞納の戸数等につきましては、件数といたしまして延べの件数になりますけども、重複

しとる方もいらっしゃいます。７３件ございまして、その中で一番個人的に大きな金額の方は

５２万１００円ございます。 

以上で終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 上山委員。 

委  員（上山光正） 随分頑張っていただいたと思います。今後もきばって収納には頑張っていただき

たいということで、質問を終わります。 

委 員 長（赤松孝一） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３４号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 
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（全員起立） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

  よって、議案第１３４号 平成１７年度岩滝町下水道事業特別会計歳入歳出決算については、

認定すべきものと決定しました。 

  次に、日程第７ 議案第１３５号 平成１７年度岩滝町石田土地区画整備事業特別会計歳入歳

出決算についてを議題とします。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑はありますか。廣野議員。 

委  員（廣野安樹） この点につきましては、私は一般質問でやった経過もございますので、予算の執

行につきましてはわずかな金額でございますので、この執行につきましてのどうのこうのとは言

いませんが、これは京都縦貫につながる大切なアクセス道路として計画をされとる道路でござい

ます。何としてもこの京都縦貫が延長され、野田川、岩滝、それから宮津というインターが、仮

称でございますが、できる。そのおりてきたところに橋のかけかえもできております。何として

もそこの石田から山手線に抜ける道路の拡幅は避けて通ることができない大切な石田土地区画整

備事業でございますので、合併したことをしっかりと踏まえて、この問題については、町長、取

り組んでいただきたいということをお願いするわけですが、町長のご所見をお伺いをしておきた

いと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 太田町長。 

町  長（太田貴美） おっしゃるとおり、この与謝野町の町にとりましても非常に大きな大事な事業だ

というふうに感じております。地元からもいろいろと要望がありますけれども、建設課を中心に

府の指導を受けながら、今、一つずつご理解いただくような形で進めております。 

 また、京都府の方も積極的に動いていただいておりまして、今までにも説明会を２回ですかね。 

委 員 長（赤松孝一） 休憩いたします。 

（休憩 午後 ５時５７分） 

（再開 午後 ５時５８分） 

町  長（太田貴美） ちょっと勘違いをしとったようですけども、区画整理についても積極的に進めて

いくように、大事な事業ですので、理解を得ながら進めてまいりたいと考えております。 

委  員（廣野安樹） 本当にこの事業は拡幅する、そして宅地造成ということがございまして、地権者

の方数名の方がご理解をいただいておらないわけでございますが、何としても地権者の方にご理

解をいただくようにご努力をいただいて、この事業が１日も早く、この区画整備事業ができます

ようにお願いをしておきたいというように思っております。 

  質問を終わります。 

委 員 長（赤松孝一） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３５号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

  よって、議案第１３５号 平成１７年度岩滝町石田土地区画整備事業特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定すべきものと決定しました。 

  次に、日程第８ 議案第１３６号 平成１７年度岩滝町水道事業会計決算についてを議題とし

ます。 

  提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。糸井委員。 

委  員（糸井満雄） それでは、簡単に質問をさせていただきたいと思います。 

 この決算書を見てみますと、説明にもありましたですが、損益計算書で１，４９０万３７円の

赤字決算ということになっておるわけです。それで、近年といいますか、ここ四、五年ですね、

毎年赤字ということで、結局、資本金の方から食っていっとるというふうな状況になっておるわ

けです。合併を機にですね、１，３５０円ですか、料金が改定されたと思って、ちょっと二段に

なっておって、……さんには悪いんですが、１，３５０円で水道料金は決まったというふうに思

っておりますが、そうなりますと、今後、どのような形になるのかなと。水道会計収支見込表と

いうことで、合併協議会の中で試算が出されとるわけですけれども、１，３００円ではまだ赤字

なんですよね、５００万円ぐらいの。だから、１，３５０円ぐらいだったら、とんとんにいくの

かなという気がしておるわけなんですけれども、その辺はいかがでしょう。 

委 員 長（赤松孝一） 芋田課長。 

芋田課長 合併協議会の中で料金の設定なんかも二段階で、簡水と上水道会計ということで、上水道会計

につきましては、１０年間を目途に積算をしまして、１，３５０円というものを決定いたしまし

た。ですから、今、議員おっしゃいますように、今までどおりにいけばそういう形になるかもわ

かりませんが、やっぱり経費を削減しまして、あらゆるところで経費を削減して、１，３５０円

に１０年間いけるように努力をしたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） １０年間ということで、値上げをしないということは非常にありがたいわけです

けれども、非常にこれ赤字が続くとですね、値上げもやっぱりやむを得ない時期が来るんじゃな

いかなというふうに思っております。水道会計は一般会計から、簡易水道と違いまして、一般会

計から補てんができませんので、これはどこまで行っても旧岩滝の町民の人たちが負担していか

ないかんというふうに思うわけなんで、そのときはまた値上げというふうなこともあると思いま

すけれども、ひとつそれにならないようにお願いをしておきたいなというふうに思います。 

 これは数値がいろいろと出ておるわけですけれども、私はまた糸井が資料のことを言うと言わ

れるかもわかりませんけども、例えばですね、有収水量はここに掲示されとるんですけども、配

水量はわからないと。それから、供給単価もわからないと。それから、給水価格も計算できない

ということになるわけです、これだけの資料では。だから、内容的には損益計算書は出ておりま

すし、それから損益計算書もあるいは余剰金計算書も出ておりますので、経営的な内容について
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はわかるわけですけれども、やはり事業の内容がもうひとつわからない。しかも水道会計という

のは、我々は若干わかっておりますが、やはり加悦町さん、あるいは旧野田川町さんの方々はた

しか初めてだと思うんですよね。だから、もう少し親切にできる範囲の中の資料が提出をしてい

ただきたいと。このように先ほどと同じようなことを言いますけれども、水道事業報告書という

ふうなものを出していただきたい。 

 例えば、業務量の概要だとか、あるいは建設改良工事に関する事項だとか、料金価格に関する

事項だとかですね、そういった内容のものも同時に出していただきたい。これでは未払金も未収

金の内訳も全然わからんわけで、質問すればいいというふうなことになるかもわかりませんけど、

そこら辺のですね、私はもう少し親切な提出がお願いしたいなと、そのように思いまして、質問

を終わります。 

委 員 長（赤松孝一） 芋田課長。 

芋田課長 ただいま資料不足ということでおっしゃられておりました。今回、資料不足でありまして、こ

ういう資料を出させていただいておりまして、この中の資料で一番最後の５番目に年間の配水量、

有水水量、有収率ということで、１６年度と１７年度を比較したものもつけております。それか

ら、２ページ目の３番ですね、水道使用料につきましても、あの決算資料ではわかりにくいです

が、水道使用料につきましても、１７年、１６年と調定額と収入額、不納欠損額等しております

ので、このあたりと、それから今おっしゃっていましたように、もうちょっと勉強しまして、議

員さんにわかりやすい資料を次年度からはしていきたいと思っておりますので、ご了解をいただ

きたいと思います。 

委 員 長（赤松孝一） 糸井委員。 

委  員（糸井満雄） 終わる言いましたけど、今、回答がありましたんで、例えばですね、原価計算で

も、やっぱり税込みと税抜きとあるわけですよね、水道会計には。やっぱり税抜きの金額がどの

ぐらいあるというふうなことも知らせておいていただかんと、内容的にわからんわけなんですよ。

数字はこれでわかっておりますし、内容はわかりますけども、いわゆる経営内容は、だけど業務

内容というのはわからんわけですから、そこら辺はやっぱり考えていただきたいというふうに思

いますし、それからついでに、これはここでは申しませんけれども、水道事業余剰金計算書、こ

れのつくり方、私、若干これちょっとおしかいなと思っておるんで、また後ほどそちらの方に行

きまして申し上げますので、よろしくお願いします。 

  以上、終わります。ありがとうございました。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） 糸井議長の方が野田川町の者はわかっておらんだろうと言われました。ほんまに

わかっておりませんので、少しだけ教えていただきたいというふうに思います。 

 決算の数字については、私は３町の分、与謝野町になってからの分で聞きたいというふうに思

っておりますので、ただ、その前提でどうも今、糸井議長やないけれども、赤字になるだろうと。

赤字の中で一つは利息とかがすごい金額を占めております。２５、２６ページに企業債の明細が

あります。この７．１％、６．８％という、７．２％、かなり高い金利があるんですね。国の大

蔵省の分はこれはちょっと無理なんかなと思うんですが、そしてこれはもう２５年ですので、も

う終わります。２７年の６．８％、６０年の６．８％、三段目でですね、この辺の借りかえとい
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うのは、借りかえというのか、金利調整というのはどないもしようがないのかどうか、ちょっと

お尋ねをしておきます。 

委 員 長（赤松孝一） 大下課長。 

大下課長 政府系資金の場合は、借り入れのときに約款がありまして、中途で変更はできません。それで

一定要件があれば、公営企業金融公庫の方は該当する部分もありますけれども、できてないとい

うことは、要件には該当していなかったんだろうというふうに思っております。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） ほんまに公営企業の方、５８年で２３年ということは、今８０年ですので、もう

１年しかないんで、これはもうあんまりしても意味がないんですけど、もっと早いこと考えられ

るべきやなかったかなというふうに思います。 

 次に質問をさせていただきます。 

 減価償却の件なんですけれども、次のページ、２７、２８ページ、当年度の償却額がずっとあ

ります。このパーセントとかは、皆、今答えていただけますでしょうか、何年償還でということ

が。ここに当年度減少額というのがありますので、これを率掛けたらいいんだろうと思うんです

けれども、お願いできますか。 

井戸本主事 すみません、失礼します。 

 この当年度減価償却額なんですが、そのパーセントといいますのが、この構築物の原水設備の

中でもいろいろな種類のものがございまして、その１０種類の中でも、その中にいろいろな施設

があるので、ここで言葉で言うのはご了承願えますか、すみません。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） ほんならまた後ほどしっかりと教えてください、勉強しなければなりませんので。 

 次に、予算のときにも言いましたけれども、無形固定資産、いわゆる水利権ですけども、ここ

で水利権も減価償却があるんですね。これは何を基準に水利権が設定されたのか、そしてまた、

先ほどの減価償却の部分と一緒ですけれども、どういう基準で減価償却をされて、いつごろにな

ったらこれがゼロになるのか、お願いをします。 

委 員 長（赤松孝一） 井戸本主事。 

井戸本主事 失礼いたします。 

 水利権についてですが、水利利用に際しまして許可申請書作成業務委託及び測量業務委託の費

用につきまして、水利権に整理をいたしたものでございます。 

 水利権につきましては、３０年の償却となっております。 

 以上でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） ３０年というのは、この水利権がいつまで始まっとるのかわかれば、３０年の年

月がわかるわけですけれども、いつから始まっとるのかお願いいたします。 

委 員 長（赤松孝一） 井戸本主事。 

井戸本主事 失礼いたします。 

 平成１１年に水利権として整理したものでございます。 

委  員（井田義之） ３０年ということは、４１年まであるということですね。これは均等償却かどう
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か、お願いいたします。定率か。 

委 員 長（赤松孝一） 井戸本主事。 

井戸本主事 定率の償却でございます。 

委  員（井田義之） 定率、定額。 

井戸本主事 定額でございます。 

委 員 長（赤松孝一） 井田委員。 

委  員（井田義之） まだわからないことがありますけれども、時間もありますので、この辺で終わら

せていただきます。 

委 員 長（赤松孝一） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長（赤松孝一） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

  これより、議案第１３６号を採決します。 

  本案は、認定すべきものに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

委 員 長（赤松孝一） 起立全員であります。 

  よって、議案第１３６号 平成１７年度岩滝町水道事業会計決算については、認定すべきもの

と決定しました。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれに散会します。 

  次回委員会は、９月２９日午前９時３０分から開議しますので、ご参集ください。 

  ご苦労さんでございました。 

（散会 午後 ６時２４分） 

 


